
表Ⅰ－１－（２）－④　基本施策の推進　 　　１　人権意識の高揚－教育・啓発　（２）人権教育　④その他

表Ⅱ－19　　　　　  　分野別施策の推進　   19　個人情報の保護

表Ⅱ－20　　　　　  　分野別施策の推進　　 20　その他の人権に関わる諸問題

資料１－２

令和６年度（2024年度）　人権施策基本方針等関連施策実施状況　（事業一覧）

表Ⅱ－５　　　　　　　分野別施策の推進　　 ５　部落差別（同和問題）

表Ⅰ－２　　　　　　　基本施策の推進　　　 ２　人権侵害に対する救済－相談・支援体制の充実

表Ⅱ－１　　　　　　　分野別施策の推進　　 １　女性

表Ⅱ－２　　　　　　　分野別施策の推進　　 ２　子ども

表Ⅱ－３　　　　　　　分野別施策の推進　　 ３　高齢者

表Ⅱ－４　　　　　　　分野別施策の推進　　 ４　障害者

表Ⅰ－１－（２）－②　基本施策の推進　 　　１　人権意識の高揚－教育・啓発　（２）人権教育　②就学前教育・学校教育

表Ⅰ－１－（２）－①　基本施策の推進　 　　１　人権意識の高揚－教育・啓発　（２）人権教育　①家庭教育

表Ⅰ－１－（２）－③　基本施策の推進　 　　１　人権意識の高揚－教育・啓発　（２）人権教育　③社会教育

表Ⅱ－８　　　　　　　分野別施策の推進　　 ８　犯罪被害者等

表Ⅱ－９　　　　　　　分野別施策の推進　　 ９　刑を終えた人・保護観察中の人等

表Ⅱ－10　　　　　  　分野別施策の推進　　 10　性的指向・ジェンダーアイデンティティ

表Ⅰ－１－（３）－①　基本施策の推進　 　　１　人権意識の高揚－教育・啓発　（３）人権啓発　①県民

表Ⅰ－１－（３）－②　基本施策の推進　　 　１　人権意識の高揚－教育・啓発　（３）人権啓発　②事業者

表Ⅱ－６　　　　　　　分野別施策の推進　　 ６　外国人

表Ⅱ－７　　　　　　　分野別施策の推進　　 ７　患者

滋　　賀　　県

表Ⅱ－11　　　　　  　分野別施策の推進　　 11　インターネット上の人権侵害

表Ⅲ－１　　　　　　　推進体制　　　１　庁内における推進体制

表Ⅲ－２　　　　　　　推進体制　　　２　人権に関わりの深い職業従事者の人権研修

表Ⅲ－３　　　　　　　推進体制　　　３　国、市町、企業、民間団体等との連携

表Ⅱ－12　　　　 　 　分野別施策の推進　　 12　新たな感染症（新型コロナウイルス感染症等）

表Ⅱ－13　　　　　  　分野別施策の推進　　 13　ヘイトスピーチ

表Ⅱ－14　　　　　  　分野別施策の推進　　 14　ハラスメント

表Ⅱ－15　　　　　  　分野別施策の推進　   15　災害発生時の人権問題

表Ⅱ－16　　　　　  　分野別施策の推進　　 16　人身取引（性的サービスや労働の強要等）

表Ⅱ－17　　　　　  　分野別施策の推進　   17　アイヌの人々

表Ⅱ－18　　　　　  　分野別施策の推進　　 18　拉致被害者等



Ⅰ-1-(2)-①

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－１－（２）－①　　基本施策の推進　１－（２）人権教育　①家庭教育

人権施策推進計画の具体的施策

①家庭教育

1 －

家庭教育活性化推進事
業
（予算書 細目事業
名）
「家庭教育力の向上」

核家族化や地域社会のつながりの希
薄化等を背景として、子育ての悩み
や不安を抱えたまま保護者が孤立し
てしまうなどの現状がある中で、多
くの保護者が家庭教育について学ぶ
ための場や語り合う機会を充実させ
るために、各市町で活躍できるファ
シリテーターを養成する。

「家庭教育ファシリテーター養成講座」を計３回実施した。参加者
はのべ85名。

77

第１回はアイスブレイクやファシ
リテーターの役割とインターネッ
トと子育てについて考え、第２回
は親子のコミュニケーションにつ
いてファシリテーター役を立てて
の演習、第３回は不登校について
考え、ファシリテーターがサロン
や講座の開設について深め合え
た。

継続 生涯学習課

2 －

企業内家庭教育促進事
業
（予算書 細目事業
名）
「家庭教育力の向上」

家庭教育協力企業協定制度に基づ
き、県内事業所と協定を締結し、家
庭教育の向上に向けた職場づくりを
推進する。

協定企業の協賛を得て、家庭教育啓発ポスターを作成した。
   家庭教育協力企業協定制度　1,502事業所と協定を締結
   ポスターの作成／28企業30口の協賛

258

新たに２事業所と協定を締結し事
業を推進することができた。28企
業30口の協賛を得て家庭教育啓発
を促すポスター制作ができた。 継続 生涯学習課

3 －

「早寝・早起き・朝ご
はん」県民運動推進事
業

子どもたちの望ましい基本的な生活
習慣を育成し、生活リズムを向上さ
せ、学習や読書、外遊び・スポーツ
など様々な活動に生き生きと取り組
めるようにするとともに、地域全体
で家庭の教育力を支える社会的な気
運を高める。

のぼり旗、スタッフジャンパー、運動テーマソングＣＤの貸し出し
等の周知、啓発冊子の配布等により県民運動の周知啓発を推進し
た。

0

フォーラム事業・推進校事業の周
知により、「早寝・早起き・朝ご
はん」の事業の推進を行うことが
できた。

継続 生涯学習課

4 －

「届ける家庭教育支
援」地域活性化事業

地域住民等で構成される家庭教育支
援チームが不安や悩みを抱える家庭
に訪問し、相談対応や情報提供、専
門機関への橋渡しなどを行う「訪問
型家庭教育支援」の普及を目指す。

・令和２年～４年度のモデル市町における活動の定着とともに、
「訪問型家庭教育支援」の県域の拡大を目指して「家庭教育支援ア
ドバイザー」の派遣を行った。（10市町79.3時間）
・家庭教育支援に係る研修会等を、３回実施し、参加者はのべ172名
であった。 1,274

・訪問型家庭教育支援チーム未設
置の市町にも家庭教育支援アドバ
イザーを派遣し、チーム設立に向
けて働きかけることができた。
・家庭教育支援についての学びの
場、情報共有の場を設けることが
できた。

継続 生涯学習課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

2
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令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－１－（２）－②　　基本施策の推進　１－（２）人権教育　②就学前教育・学校教育

人権施策推進計画の具体的施策
　１．推進体制の充実
　２．人権学習の具体的展開
　３．より豊かな実践の展開

②就学前教育・学校教育

1 1

心の元気さんさんプラ
ン

次代を担う子どもたちに、命を大切
にする心や他人を思いやる心、規範
意識等の道徳性をはぐくむために、
学校の研修の充実をはかり、家庭・
地域社会と一体となった道徳教育の
取組を進める。

令和６年４月４日付文書で、19市町教育委員会および県立中学校あ
て、下記３点の実施を依頼した。
(1)道徳教育についての研修会または道徳の授業研究会の実施
(2)道徳の授業公開
(3)道徳教育におけるゲストティーチャーの活用
令和６年度学びのアンケートで、令和６年度の取組を確認した結
果、小学校では（１）68.9％、（２）78.2％、（３）64.4％、中学
校では（１）48.2％、（２）50.6％、（３）48.2％の実施状況で
あった。

-

令和６年度は、（１）～（３）の
全てについて実施率が昨年度より
低くなった。学校長のリーダー
シップのもと全教職員が道徳教育
の推進に関わることができるよ
う、道徳教育推進教師への研修を
充実させる必要がある。

継続 幼小中教育課

2 1

「在日韓国・朝鮮人児
童生徒に関する指導指
針」および「外国人児
童生徒に関する指導指
針」の趣旨内容の徹底

児童生徒が在日韓国・朝鮮人問題を
正しく理解し、また、在日韓国・朝
鮮人児童生徒が安定した学校生活が
送れるように「在日韓国・朝鮮人児
童生徒に関する指導指針」の趣旨内
容を徹底する。また、在日韓国・朝
鮮人以外の外国人児童生徒に関して
も同様とする。

(1)指針の配付、教員研修、児童生徒への指導の状況
・「在日韓国・朝鮮人児童生徒に関する指導指針」
令和６年度：小中学校あわせて、各学校における教職員への指針の
配付100%、教職員研修の実施61.9%、児童生徒への指導29.2%
・「外国人児童生徒に関する指導指針」
令和６年度：小中学校あわせて、各学校における教職員への指針の
配付100%、教職員研修の実施71.1%、児童生徒への指導46.0%
(2)市町教育委員会への指導
(3)高等学校は第一回学校訪問時に増刷したものを持参して説明し、
活用と研修の促進を求める。
    活用校
　  　Ｒ４：　40 / 51  校
　  　Ｒ５：　41 / 51  校
　  　Ｒ６：　42 / 51  校

-

（幼小中教育課）
市町教委を通して指針の配布を徹
底し、周知することができた。研
修の実施が60～70％に止まってい
るので、周知だけでなく意義や活
用方法等を伝える工夫が必要であ
る。
（高校教育課）
　高等学校では、学校訪問時に指
導主事が校長に直接手渡し、研修
や資料の活用を進めていただくよ
う伝えた。前年度の実施状況など
についても確認し、指導に生かし
ている。今後、他国籍の生徒も含
め、多様な生徒のありように対応
していくことが肝要である。

継続
幼小中教育課
高校教育課

3 1

人権教育推進会議 いじめや差別発言の発生・若い世代
の人権意識についての課題等の現状
を分析し、本県における人権教育の
推進方策や事業のあり方について具
体的な方策を探る。

有識者、校種別代表１０名の委員を委嘱し、３回の推進会議（内１
回はオンライン形式）を開催した。学校現場や地域の状況、課題等
の現状を分析し、本県における人権教育の推進方策や事業のあり方
について意見交換を行った。
　
　

72

学校・園の子どもや教職員に係る
課題等の状況について意見交流を
行った。課題解決に向け、有識者
からのアドバイスや各委員からの
好事例を参考にしながら、今後の
人権教育の推進方策や事業の在り
方を探ることができた。

継続 人権教育課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

3
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令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－１－（２）－②　　基本施策の推進　１－（２）人権教育　②就学前教育・学校教育

人権施策推進計画の具体的施策
　１．推進体制の充実
　２．人権学習の具体的展開
　３．より豊かな実践の展開

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

4 1

人権教育指導力育成 事
 業

人権教育に関する効果的な指導方法
等について講義や演習・研究協議等
を行うことにより、若手世代教員の
人権感覚と実践力･指導力の向上と、
人権教育推進の中核となる中堅世代
教員のリーダーの育成を図る。

外部講師による講義・指導や班別課題研究での学びあい等を通し
て、さまざまな年代の教員に対応した人権教育の推進と人材育成が
図られた。
・人権教育基礎講座　２回　受講者　２７３名
・人権教育ミドルリーダー育成講座　３回　受講者　５７名 449

基礎講座では、参加者同士の意見
交流を中心とした研修を通して、
経験浅い教員の人権感覚と実践
力・指導力の向上が図れた。ミド
ルリーダー育成講座では、研修で
の学びを自校に持ち帰り、人権教
育推進の中核となり課題解決に向
け活動する姿を増やすことができ
た。

継続
一部見直し

人権教育課

5 2,3

生きぬく力の礎育み事
業

困難な状況にある子どもと家庭を支
援するため、学校・園・所・関係機
関、家庭および地域社会との持続可
能な連携体制を図るとともに、子ど
もたち一人ひとりが大切にされる居
場所づくり、自己有用感・自己効力
感等を味わうことのできる出番づく
りに取り組むことによって、生きぬ
く力の礎となる自尊感情を育む。

子どもの生活と学ぶ意欲を支える基本となる自尊感情を高める取組
を推進するとともに、その成果を推進学区に広げた。
　　事業実施　　　　　　　　３０学区
　　推進学区事務局会　　３回
     いしずえ交流研究会　５回  参加者５１９名

3,172

推進学区において、全体会や部
会、いしずえ検討会議等を行い連
携体制が強化された。また、自尊
感情を推し量る指標である「自分
にはよいところがあると思います
か」に肯定的に回答した児童生徒
の割合は着実に上昇した。いしず
え交流研究会では、推進学区の取
組報告を行い、成果等を県域に広
げることができた。

継続 人権教育課

6 2,3

人と人とが豊かにつな
がる学校づくり共創事
業

教育活動の基盤に人権教育を位置づ
け、誰一人取り残さない、人と人と
が豊かにつながり合う学校づくりを
推進し、子どもたち一人ひとりの学
びと育ちを支援することによって、
互いの多様性を認め合い、一人ひと
りが主体性をもって自己実現をめざ
す子どもを育成する。

県内小中学校３校を実践研究のベース校として指定し、アドバイ
ザー、県教委による支援訪問を行いながら人権教育の推進のための
支援を行った。
ベース校：守山市立速野小学校、高島市立新旭北小学校、
　　　　　　彦根市立西中学校
連絡協議会　２回
支援訪問　各校５回

690

支援訪問では、授業参観や研究協
議会等を行い教職員が学び合うこ
とで、授業や学校行事で子どもが
つながり合う場面が増えた。子ど
もアンケート「学級みんなで協力
して何かをやり遂げてうれしかっ
た」や教職員アンケート「授業の
中で、子どもとこどもをつなぐ視
点を大切にするようになった」は
肯定的回答が９４％を超えた。

廃止
(令和７年度からは、就学前や高
等学校までを対象にした新規事業
に移行する)

人権教育課

7 2,3

人権教育総合推進地域
指定
（文部科学省委託事
業）

複数の小中学校区を推進地域として
指定し、学校、家庭、地域社会が一
体となった人権教育の総合的な取組
を推進し、基本的人権尊重の精神を
高め、一人ひとりを大切にした教育
の推進に資する。

※令和６年度は指定なし

0 ― 廃止 人権教育課

4
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令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－１－（２）－②　　基本施策の推進　１－（２）人権教育　②就学前教育・学校教育

人権施策推進計画の具体的施策
　１．推進体制の充実
　２．人権学習の具体的展開
　３．より豊かな実践の展開

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

8 2

人権教育研究指定校
（文部科学省委託事
業）

高等学校を研究指定校として指定
し、人権教育に関する指導方法等の
改善及び充実に資する。

学識経験者をスーパーバイザーとして招いた連絡協議会や指導訪問
を実施した。
指定校
　・能登川高等学校
      連絡協議会　２回
      指導訪問　３回

300

全日制と定時制の特徴を活かし
て、人権教育を推進できた。指定
校初年度であり、次年度に向けて
の課題を整理した。 継続 人権教育課

9 3

人権教育研究事業等推
進費補助金
（滋賀県人権教育研究
大会開催）

人権問題の解決を目指す教育上の諸
課題の研究と実践を深め、県民ぐる
みの取り組みに発展させるための研
究大会の開催に要する経費を補助す
る。

○第６８回滋賀県人権教育研究大会（守山大会）
・令和６年１０月２６日（土）、２７日（日）
【全体会】　守山市民ホール
　　　　　　参加者数：９５３名
【分科会】　守山市内会場
　　　　　　参加者数：１１２４名

1,400

２日間で延べ2077名が参加し、一
人一人の人権を保障する社会をつ
くるために、部落差別（同和問
題）をはじめとするあらゆる人権
問題を解決する道筋を研究し、県
の人権教育を推進できた。

継続 人権教育課

10 3

人権教育実践課題研究 人権教育を効果的に展開するため、
指導方法の改善や実践的な研究等に
ついての情報を提供し、教材集や人
権教育推進指導資料等の活用推進を
図る。

県教育委員会が作成した教材集、人権教育推進指導資料等の活用に
ついて、市町教育委員会・県立学校等への訪問時や研修会等での周
知を図り、各学校・園・所での実践の充実を促した。

-

「子どもの声を聴く」～令和5年4
月「こども基本法」施行～をテー
マにリーフレットを配付した。県
内の学校・園・所で活用され、教
職員の人権感覚を高めることがで
きた。

継続 人権教育課

5



Ⅰ-1-(2)-③

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－１－（２）－③　　基本施策の推進　１－（２）人権教育　③社会教育

人権施策推進計画の具体的施策
　１．学習環境づくり
　２．人権教育の具体化

③社会教育

1 1

子どもを支える人権の
まちづくり促進事業補
助金

困難を抱える児童生徒が多く特別な
配慮が必要と認められる地域におい
て、地域総合センター（教育集会所
等）や公民館等の社会教育関連施設
を核として、子どもたちの確かな進
路を切りひらくため必要な家庭の教
育力の向上を目指した取り組みに対
して補助金を交付する。

実施地域では就学前親子学級等の取組が継続的に行われている。
実施市町・地域数
　　　　・6市町　11地域

973

事業補助により、各地域の状況に
合わせて、子どもたちの確かな進
路を切りひらくため必要な家庭の
教育力の向上をめざした取組が実
施された。 継続 人権教育課

2 1

滋賀県人権センター社
会教育活動等推進費補
助金
（県民学習集会開催事
業費）

（公財）滋賀県人権センターが開催
する県民学習集会開催費に対して補
助金を交付する。

県内の各分野で活動する青年・女性リーダーの取組の現状や課題
を、集会や研修会などで交流しあうことにより理解し、より一層人
権問題に対する認識を深める機会となっている。
1．青年の部
　・県青年集会･県高校生等交流集会（合同開催）
　　参加者223名
　・市町青年活動指導者育成
2．女性の部
　・県女性のつどい　参加者　約200名
　・地域学習活動指導
3．クローズアップ人権講座
   ６テーマ　受講者 延べ145名

1,312

事業補助により、県民や教員、高
校生等へ研修や交流の機会を提供
し、参加者の人権問題に対する理
解や認識を深めると共に、人権意
識の高揚につなげることができ
た。

継続 人権教育課

3 1 ○

人権教育研究事業等推
進費補助金
(滋賀県人権教育研究
大会開催)
（再掲【P5No.9】）

人権問題の解決を目指す教育上の諸
課題の研究と実践を深め、県民ぐる
みの取り組みに発展させるための研
究大会の開催に要する経費を補助す
る。

○第６８回滋賀県人権教育研究大会（守山大会）
・令和６年１０月２６日（土）、２７日（日）
【全体会】　守山市民ホール
　　　　　　参加者数：９５３名
【分科会】　守山市内会場
　　　　　　参加者数：１１２４名

(1,400)

２日間で延べ2077名が参加し、一
人一人の人権を保障する社会をつ
くるために、部落差別（同和問
題）をはじめとするあらゆる人権
問題を解決する道筋を研究し、県
の人権教育を推進できた。

継続 人権教育課

4 1

人権教育指導研修事業 人権問題に対する理解と認識を深め
る、差別意識の払拭を図るため、人
権教育啓発冊子「波紋」の作成、配
布を行う。また、人権に関する視聴
覚教材を整備する。

社会教育における人権学習の手引「波紋」を450部発刊し生涯学習主
管課、社会教育関係団体を中心に配付した。地域総合センターには
チラシを配付し活用の周知を行った。「しが生涯学習スクエア」で
の人権に関する視聴覚教材の貸出を行った。（貸出実績：78件）

116

社会教育における人権学習の手引
「波紋」の配付により、社会教育
関係団体等の研修会で活用され、
広く人々の人権問題に対する理解
と認識を深めることができた。

継続 生涯学習課

5 1.2

市町人権教育推進協議
会等事業費補助金

同和問題をはじめとする人権問題の
解決に向けた人権教育を地域ぐるみ
で推進するため、市町人権教育推進
協議会等が行う事業に対して補助金
を交付する｡

各市町における人権教育推進協議会等に対する補助を行った。市町
人権教育推進協議会等が中心となり、自治会単位の地区別懇談会や
学区住民のつどい等の事業が実施された。
県内全市町で人権教育推進協議会等を設置
人権教育推進員（補助対象） 5,959名配置
住民を対象としたリーダー養成研修　17回実施　1,118名参加
住民を対象とした啓発・研修　164回実施　16,860名参加

4,912

事業補助により、各市町で人権教
育に関する研究協議・交流会・研
修会が実施されたことで人権問題
について、地域ぐるみで推進し、
人権意識の高揚を図ることができ
た。

継続 生涯学習課

6 1.2

県人権教育推進協議会
事業費補助金

人権意識の高揚と人権教育の推進を
図るため県人権教育推進協議会が実
施する事業に対して補助金を交付す
る。

県人権教育推進協議会に対する補助および支援を行った。人権教育
に関する研究協議・実践交流、研修会等が実施された。
研究協議（会議・委員会等）　８回実施　179名参加
ブロック単位の研究交流集会　９回実施　388名参加
ブロック単位の研修会　７回実施　233名参加

800

事業補助により、各市町で人権教
育推進協議会が中心になって、交
流集会や研修会が実施されたこと
で県域にわたる人権意識の高揚と
人権教育の推進を図ることができ
た。

継続 生涯学習課

R7年度の実施状況
（継続・見直し・廃止・組替等）

担当課施策（事業）の評価№
人権施策

推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

6



Ⅰ-1-(2)-④

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－１－（２）－④　　基本施策の推進　１－（２）人権教育　④その他

人権施策推進計画の具体的施策

④その他　［①～③に分類できないもの］

1 －

滋賀県人権センター社
会教育活動等推進費補
助金

（公財）滋賀県人権センターが、同
和問題をはじめとする人権問題の解
決のための啓発、教育、相談等の事
業に要する経費に対して補助金を交
付する。

職員費等の補助
　　派遣職員（教員）　　2名
　　嘱託職員　　　　　　　1名

5,889

派遣職員および嘱託職員がいるこ
とで職務を円滑に遂行することが
できており、他職員からも助かっ
ている旨の声がある。 継続 人権教育課

2 －

地域総合センター職員
設置費補助金

地域総合センターの教育的機能を強
化することを目的に、教育担当職員
の設置に要する経費に対して補助金
を交付する。

教育的機能の強化が特に必要なセンターの教員等の配置に補助し
た。
交付先：8市町
　　特別指導教員　　6名
　　教育指導職員　　3名
　　教育推進員   　 7名

19,623

職員設置費補助により、地域総合
センターと学校との連携が図ら
れ、子どもたちにより手厚い支援
ができた。また、センターへの重
点訪問によって、課題の聞き取り
や意見交換を行い、より充実した
支援につなげることができた。

継続 人権教育課

3 －

人権教育研究事業等推
進費補助金

（公社）滋賀県人権教育研究会が広
く県民の人権意識の高揚および人権
尊重の社会づくりに貢献することを
目的に行う人権教育の調査研究、啓
発、人材育成等の事業に要する経費
に対して補助金を交付する。

職員費等の補助
　　派遣職員（教員）　2名
　　嘱託職員 　　　　 1名

7,111

No.1同様、職務を円滑に遂行する
ことができ、他職員からも助かっ
ている旨の声がある。

継続 人権教育課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

7



Ⅰ-1-(3)-①

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－１－（３）－①　　基本施策の推進　１－（３）人権啓発　①県民に対する人権啓発

人権施策推進計画の具体的施策
　１．多様な啓発媒体の効果的な活用
　２．共感を生む教材の作成
　３．自主的な学習の支援と県民参加の促進
　４．人権啓発の実施主体との連携
　５．具体的な行動変容につながる啓発の推進
　６．年代を意識したより効果的な啓発の実施

①県民に対する人権啓発

1 3

県民活動支援の総合推
進

県民の社会貢献活動に対する理解を
促すとともに、県民、地域団体、Ｎ
ＰＯ、企業等と行政がともに主体的
に地域を支え合う協働型の社会づく
りを目指し、多様化する地域の課題
やニーズに対応できる地域総合力の
向上を図るため、相互の理解促進に
努め、今後の社会を支える担い手と
しての役割が期待される多様な主体
の支援に努める。

様々な分野にわたる県民の社会貢献活動を総合的に支援するため、
ウェブサイト等を活用した活動の普及啓発に努めるとともに、地域
の担い手である多様な主体と行政との協働の推進を図った。

○ウェブサイト「協働ネットしが」の運営

1,087

県内NPO法人を中心とした活動団
体のデータベースを構築するとと
もに、NPOや企業等の活動情報を
タイムリーに発信することができ
た。

継続
県民活動生活課
県民活動・県民
協働推進室

2 3

淡海ネットワークセン
ター支援事業

地域づくりやまちづくり、福祉、環
境、文化等の様々な分野における県
民の自主的な社会的活動を総合的に
支援することを目的とする（公財）
淡海文化振興財団の運営に必要な支
援を行う。

社会貢献活動を支援するために、淡海ネットワークセンターを通じ
て、情報提供、市民活動促進基盤強化、人材育成等の事業を実施
し、NPO等に対して支援を行った。

47,000

（公財）淡海文化振興財団におい
て、地域づくりやまちづくり、福
祉、環境、文化等の様々な分野に
おける県民の主体的な社会貢献活
動を総合的に支援した。

継続
県民活動生活課
県民活動・県民
協働推進室

担当課№
人権施策

推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

R7年度の実施状況
（継続・見直し・廃止・組替等）

施策（事業）の達成度新規 再掲 施策（事業）名

8



Ⅰ-1-(3)-①

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－１－（３）－①　　基本施策の推進　１－（３）人権啓発　①県民に対する人権啓発

人権施策推進計画の具体的施策
　１．多様な啓発媒体の効果的な活用
　２．共感を生む教材の作成
　３．自主的な学習の支援と県民参加の促進
　４．人権啓発の実施主体との連携
　５．具体的な行動変容につながる啓発の推進
　６．年代を意識したより効果的な啓発の実施

担当課№
人権施策

推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

R7年度の実施状況
（継続・見直し・廃止・組替等）

施策（事業）の達成度新規 再掲 施策（事業）名

継続

3 1,2,3,5,6

人権啓発活動推進費
（人権全般分）

県民の人権意識の高揚を図るため、
全戸配布の広報誌の発行をはじめ、
さまざまなメディアを活用した啓発
活動等を行う。

県民の人権尊重意識の高揚を図るため、手法や内容を工夫しながら、多彩な
人権啓発事業を実施した。
1　メディアミックス啓発事業
　県人権啓発キャラクター「ジンケンダー」の活用等により、テレビスポッ
ト放送や、新聞広告、ポスターなどを通じて、身近なところから改めて人権
について考えてもらえるように啓発に努めた。
・テレビスポット 2種(BBC 109回)
・ラジオ番組「ジンケンダーラジオ」（FMしが 52回）　・新聞広告  2回
（6紙）
・ポスター 2種  5,430枚　・交通広告（バス2社、鉄道1社）
・啓発物品作成　メモ帳（同和問題啓発強調月間・人権週間)合計34,900冊
・地域情報誌掲載　1回（1誌）・インターネット広告掲出(Yahoo!Japan2
種、YouTube2種、X（旧Twitter）・Facebook・Instagram・TikTok各2種)
・デジタルサイネージ広告 県内1事業者の協力により、店舗・施設等のデジ
タルサイネージに啓発広告を表示
・ふれあい啓発の実施　4回
2　広報誌「ふれあいプラスワン」
　県政広報誌「滋賀プラスワン」に合冊し、インタビュー記事などを掲載
し、啓発に努めた。（年3回発行(7月、10月、1月)）
3　新聞を活用した人権啓発
　インターネット・SNS等のデジタル媒体への接触機会が少ない人・接触が
困難な人にも身近なところで人権について考え、様々な人権問題についての
理解と認識を深める機会をより多く提供するため、新聞各紙に啓発記事を掲
載した。
・啓発広告の掲載　1回（6紙）
4　じんけんミニフェスタ
　子どもから大人まで、身近なところから人権について考え、行動すること
の大切さが感じられるよう、啓発イベント「じんけんミニフェスタ」を開催
した。
・開催回数　3回（9/7（ビバシティ彦根）、9/28（ブランチ大津京）、
10/27（びわこ文化公園））
5 　じんけんわくわく冬まつり
　パラスポーツや海外の文化などに触れて、障害のある方や外国籍の方への
理解を深めていただける人権啓発イベント「じんけんわくわく冬まつり」を
開催した。
・開催回数 1回（12/8 米原学びあいステーション）
6　市町人権啓発活動委託事業（19市町）
7　インターネット人権啓発事業
　研修会の開催（2/10、参加者90名）
　リーフレット「スマホでな・か・よ・し」を制作・配布、 県内の新小学４
年生 13,000部
8　人権啓発活動ネットワーク協議会事業
　プロバスケットボールチーム「滋賀レイクス」と連携し、人権啓発広告の
掲出、じんけんオープンスクールの実施などにより多くの県民に啓発を行っ
た。
9　若年層向け人権啓発事業
　県内の大学生から人権に関するキャッチコピーを募集。28名から43件応募
があった。
　優秀作品は「一瞬の投稿、変わる人生。 そのとき、後悔、しませんか？」
（作者：立命館大学　石塚　千夏さん）

44,280

1～3　県政モニターアンケート調
査では、テレビスポット広告・ラ
ジオ番組・ポスター・新聞広告等
を見た人の7割以上が「人権につ
いて考えるきっかけとなった」と
回答しており、一定の啓発効果が
ある広告を発信することができ
た。
4　じんけんミニフェスタ
　参加者アンケートでは、回答し
た全ての方が人権のことを考え行
動するきっかけに「なった」「少
しなった」と回答。人権について
考え行動する大切さを周知・啓発
することができた。
5　じんけんわくわく冬まつり
　参加者アンケートでは、96.7%
がパラスポーツのこと、外国には
いろいろな食べ物・文化あること
が「分かった」「大体分かった」
と回答し、89%が人権について
「分かった」「大体分かった」と
回答。障害のある方や外国籍の方
への理解を深めてもらうことがで
きた。
6　各市町における地域住民への
人権啓発につながった。
7　研修会の参加者アンケートで
は、満足度が90%以上であった。
8　ブース出展の参加者アンケー
トでは、人権について関心を持っ
たと回答した方は9割を超えた。
9　県内の大学に卓上ポップ等を
設置したことで、多くの応募が
あった。人権について考えるきっ
かけを大学生に提供することがで
きた。

人権施策推進課

9



Ⅰ-1-(3)-①

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－１－（３）－①　　基本施策の推進　１－（３）人権啓発　①県民に対する人権啓発

人権施策推進計画の具体的施策
　１．多様な啓発媒体の効果的な活用
　２．共感を生む教材の作成
　３．自主的な学習の支援と県民参加の促進
　４．人権啓発の実施主体との連携
　５．具体的な行動変容につながる啓発の推進
　６．年代を意識したより効果的な啓発の実施

担当課№
人権施策

推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

R7年度の実施状況
（継続・見直し・廃止・組替等）

施策（事業）の達成度新規 再掲 施策（事業）名

4 4

人権擁護活動推進費補
助金

人権擁護活動を推進するため、人権
擁護委員連合会が実施する啓発事業
等に対して補助金を交付する。

地域において身近な人権相談・人権救済活動および啓発活動に携
わっている人権擁護委員の活動の充実、強化につながっており、地
域における人権意識高揚に貢献している。
人権擁護活動を推進するため、人権擁護委員連合会が実施する啓発
事業等に対して補助金を交付した。
　・啓発物品の作成

200

補助金を活用し、人権擁護活動に
取り組んでいただいた。

継続 人権施策推進課

5 4

地域人権擁護活動費補
助金

地域における人権擁護活動を強化す
るため、人権擁護推進員の研修事業
等に対して補助金を交付する。

相談事例が複雑化、多様化する中で、地域における身近な人権相
談・人権救済活動を行う人権擁護委員、人権擁護推進員の活動の充
実、強化につながっている。
地域における人権擁護活動を強化するため、人権擁護推進員の研修
事業等に対して補助金を交付した。
　・ブロック別（7ブロック）研修会の開催
　　　参加者　　233名 256

　（公財）滋賀県人権センターが
実施する人権擁護推進員の研修事
業等に補助することにより、研修
会を通して、人権擁護推進員の活
動の充実、強化につなげることが
できた。
　研修受講後の参加者アンケート
では、「改めて私たちの役割を認
識することができた」「新たな気
づきがあった」などと回答してお
り、事業の目的を達成することが
できた。

継続 人権施策推進課
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Ⅰ-1-(3)-②

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－１－（３）－②　　基本施策の推進　１－（３）人権啓発　②事業者に対する人権啓発

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．人権が尊重される明るい職場づくりの推進

　２．公正な採用選考システムの確立
　 　３．「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく企業活動の推進
　 　４．関係機関等との連携

②事業者に対する人権啓発

1 1,2,3

企業内人権啓発推進等
事業費

企業に対して公正な採用選考の実
施、差別のない明るい職場づくりな
どを推進する。

事業所内公正採用選考・人権啓発担当者の設置率が96.1％になるな
ど、一定の成果を上げてきた。
(1)事業所内公正採用選考・人権啓発推進班の設置
・国、県、市町、経済団体から班員を構成
　（令和６年度推進班員数 ：2,271名）
・従業員20名以上の事業所を重点的に啓発指導（令和５年度末対象
企業数：3,126社）
(2)研修会の開催
・推進班員リーダー養成講座 （39名参加）兼推進班員研修会（オン
ライン）
・企業関係者に対する研修 1,715名参加
　（うち、滋賀人権啓発企業連絡会に委託分 770名）
　（うち、（公財）滋賀県人権センターに委託分 945名※実施中の
ため暫定値、3/31以降に確定）
(3)企業内公正採用・人権啓発推進月間の実施
・啓発文の送付、ポスターの作成、配布・掲示
・啓発物品の配布
・街頭啓発
(4)啓発DVDの購入、貸し出し
(5)市町等が行う啓発事業に対する助成
（企業内人権啓発推進事業費等補助金）
・補助率1/3

8,093

・令和６年度は3,125社に対して
啓発指導を実施した。
・研修受講後の参加者アンケート
では、人事労務担当者研修会の
94％が、経営者研修会の77％が
「参加して良かった」と回答し
た。
・推進月間においては、街頭啓発
での啓発物の配布やポスターの作
成・掲示を行った。
上記の結果から、事業の目的を概
ね達成することができた。

一部見直し

商工政策課

2 1

滋賀労働の発行 労働雇用の分野における各種法令、
制度、事業等を広く事業者および勤
労者に周知啓発する。

従業員30名以上の事業所、労働組合等に対して、年間4回配布し、労
働雇用分野の情報提供を行った。希望先にメール配信も行った。
　・発行部数　　　各回4,200部
　・配布先　 　　 従業員30名以上の事業所、労働組合等
　・メール配信先　希望先（事業所、労働組合、労働者等）

1,958

事業者に対し、労働雇用に関わる
各種法令や制度、事業等の周知・
啓発を行うことで、安定した労使
関係の形成と労働者福祉の向上を
図った。

継続

労働雇用政策課

3 2

雇用安定対策［公正な
採用選考］

企業等に対して就職の機会均等を確
保するための公正な採用選考システ
ムの確立が図られるよう啓発を行
う。

冊子「採用にあたって」（4,450部）、ポスター（5,080枚）、チラ
シ「15のチェック」（8,600枚）を作成、配布した。

1,087

企業等に対し、応募者の適性と能
力に基づく公正な採用選考が図ら
れるよう啓発を行った。また、
「事業所内公正採用選考・人権啓
発推進班」が各事業所を訪問し、
事業所の公正な採用選考システム
の確立に向けて研修や啓発を行っ
た。

継続

労働雇用政策課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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Ⅰ-1-(3)-②

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－１－（３）－②　　基本施策の推進　１－（３）人権啓発　②事業者に対する人権啓発

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．人権が尊重される明るい職場づくりの推進

　２．公正な採用選考システムの確立
　 　３．「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく企業活動の推進
　 　４．関係機関等との連携

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

4 1,4

林業関係団体人権問題
啓発推進事業

県林業関係団体人権問題啓発推進協
議会が事業主体となって、構成員で
ある森林組合や民間事業体等を対象
とした人権研修、啓発資料の配布等
を行う。

県林業関係団体人権問題啓発推進協議会が行う構成員に対する人権
問題啓発のための研修会の開催等について補助金を交付した。
（研修参加延べ人員：令和６年度74名、令和５年度79名、令和４年
度71名） 40

人材採用・人事評価に関わる役職
員を中心に啓発研修を行い、部落
差別をはじめとする人権問題につ
いて理解を深めることができた。

継続

びわ湖材流通推
進課

5 1,4

農林漁業関係団体人権
問題啓発推進事業

同和問題を始めとした広範な人権問
題の解消を図り、活力ある農林漁業
を確立するため、関係機関・団体に
対し、研修会の開催や啓発を行う。

農林漁業団体の役職員を対象に県域および各農業農村振興事務所単
位で地域の実情に応じた研修会を実施し、効果のある研修が実施で
きた。なお今年度も、合同開催・共催にする等により、各農業農村
振興事務所において、全て実開催で実施することができた。
　　・開催回数 　　　 6回
　　・参加組織  　135団体
　　・参加者　　 　 242名

513

漁協・森林組合の合併に伴い参加
組織数は減少したが、部内人権研
修会と合同で開催することによ
り、参加人数は大幅に増加した。

継続

農政課

6 1,4

水産業人権問題啓発推
進事業

県水産業関係団体人権問題対策推進
協議会が事業主体となって実施する
人権問題の全体・地域研修会等で職
員および組合員を対象に啓発を行
う。

部落差別をはじめとする人権問題について、正しく理解し認識を深
めるため、水産業関係団体協議会として職員および組合員を対象に
実施した研修啓発事業に対し補助を行った。
県全域の漁業者を対象とした全体研修会を、講演を中心として実施
した。また幅広い地域からの参加を得るため地域研修会を実施し
た。
・全体研修会　１回、地域研修会　２回
・参加者　  (令和６年度71名　　令和５年度66名　　令和４年度45
名）

30

研修会参加者は増加しており、よ
り多くの水産関係団体職員および
組合員に対して人権問題への啓発
が行われた。

継続

水産課
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Ⅰ-1-(3)-②

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－１－（３）－②　　基本施策の推進　１－（３）人権啓発　②事業者に対する人権啓発

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．人権が尊重される明るい職場づくりの推進

　２．公正な採用選考システムの確立
　 　３．「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく企業活動の推進
　 　４．関係機関等との連携

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

7 1,4

宅地建物取引業従事者
研修会実施事務

宅地建物取引業務の適正な運営と取
引の公正とを確保するため、宅地建
物取引業に従事する者に対し、指定
研修である宅地建物取引業法の研修
と併せて人権研修を実施する｡

以下の事項をテーマに、それぞれ宅地建物取引業者を対象に学習会
を実施。
・テーマ：「住宅セーフティネット制度について」（講師：滋賀県
土木交通部住宅課）
　指定研修（会場）　6月14日【全日本不動産協会主催】
  参加者　253名

・テーマⅠ：「部落差別の解消へ―宅建業を営む皆さんへの期
待ー」（講師：近畿大学　奥田均名誉教授）
・テーマⅡ：「滋賀県パートナーシップ宣誓制度について」（講
師：滋賀県総合企画部人権施策推進課職員）
　指定研修（会場）　R7年1月30日、2月5日、2月21日
　　　　　　　　　　【宅地建物取引業協会主催】
　参加者　562名（うち、会場：358名／WEB：204名）
　　　　　　　　　　　　　※WEB講習分については未確定

-

受講者数が着実に伸びており、よ
り多くの宅建業者に対し啓発する
ことができた。

継続

住宅課

8 1,4

宅地建物取引士法定講
習実施事務

宅地建物取引業法で定められている
宅地建物取引士に対する講習におい
て、宅地建物に係る法令等の講習と
併せて人権研修を実施する。

・人権問題についての講義を研修内容に盛り込み、講習を実施。
【宅地建物取引業協会主催】
　法定講習（会場）　5月14日、11月6日、R7年2月18日
　参加者　655名（うち、会場：257名／WEB：398名）
【全日本不動産協会主催】
　法定講習（会場）　6月5日、9月4日、11月6日、R 令和7年2月5日
　参加者　222名（うち、会場：57名／WEB：165名）
・全ての研修参加者に対し、普及啓発用リーフレット（以下「リー
フレット」という。）を配布

-

不動産取引に直接かかわる宅地建
物取引士（877名）に対して、5年
おきに受講義務のある講習を通し
て人権に係る啓発を行うことがで
きた。

継続

住宅課

9 1,4

宅地建物取引業者に関
する人権問題実態調査

宅地建物取引業者あるいは不動産取
引にまつわる人権意識について実態
調査を実施する。学識経験者や関係
団体を交えて調査項目等を検討する
ほか、アンケート回収後調査結果の
分析を行い、報告書およびリーフ
レットを作成し、人権啓発に活用す
る。

・令和元年度に行った人権問題実態調査結果に基づき作成したリー
フレットについて、新規業者に対して免許交付時に、更新業者に対
しては法定講習時に配布
　法定講習　750部、新規業者等　61部
・リーフレットの内容を抜粋して作成した人権啓発パネルを貸し出
し、研修会場において掲示
　貸出回数　7回
・令和７年度の人権問題実態調査の実施に向け、プロジェクトチー
ム会議を開催し、調査項目の検討および調査実施方法等についての
検討を行った。
　【実施日】　R６年10月４日、R７年２月４日
　【構成員】　学識経験者、宅建業界団体、県人権センター、
　　　　　　　県人権施策推進課および住宅課
　【検討事項】①調査票の内容について
　　　　　　　②実施方法の見直しについて
　　　　　　　③集計分析方法の見直しについて

29

R６年度中の新規の宅建業者には
リーフレットを、さらに更新の宅
建業者に対して県の「宅地建物取
引業における人権問題に関する指
針」を配布し、啓発に取り組むこ
とができた。

また、人権問題実態調査の実施に
向け、プロジェクトチームを立ち
上げ、２回の会議を通して調査内
容および実施方法等の具体的な検
討を行うことができた。
（実態調査はR7年度に実施予定）

継続

住宅課
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Ⅰ-2

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策
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　 　１．総合的な相談窓口の設置・運営
　 　２．専門的な相談窓口の充実
　 　３．相談機関の連携

　４．相談窓口の周知
　５．相談員等の資質向上と体制強化

１　総合的な相談窓口の設置・運営

1 -

人権相談室 同和問題をはじめとする様々な人権
問題に関する相談

面接、電話、巡回相談等を実施して、人権に関する様々な相談に対
応した。
　令和６年  新規相談件数　 105件
　　　　　　 　 対応延件数　   783件
  令和５年  新規相談件数　 100件
　　　　　　 　 対応延件数　   843件
  令和４年  新規相談件数　  76件
　　　　　　 　 対応延件数　　 708件
  令和３年  新規相談件数　  94件
　　　　　　 　 対応延件数　　 690件

1,771

（公財）滋賀県人権センターが実
施する相談事業に補助することに
より、令和６年度は新規相談105
件を含む783件の相談に対して、
適切に相談支援を行うことができ
た。

継続

人権施策推進課
（（公財）滋賀県
人権センター）

２　専門的な相談窓口の充実

女性

2 - ○

男女共同参画センター「男
女共同参画相談室」運営事
業
（再掲【P26No.7】）

男女共同参画心理相談員を配置し、
性別による差別的取扱をはじめとす
る男女共同参画に関する相談全般を
受けつけるとともに、DVカウンセリ
ングや法律相談・男性相談の専門相
談を実施する。

性別による差別的取扱いなど男女共同参画の推進を阻害する問題や
男女のこころと生き方にかかわる相談を実施した。
１．総合相談
　3,421件（面接457件、電話2,964件）
２．専門相談
　DVカウンセリング　72件　  男性相談　95件
　法律相談　58件
３．スーパーバイザー（相談員に対し、資質向上のためのアドバイ
スや指導助言を行う者）の設置
　相談員がより高い専門性を身につけるため、男女共同参画相談員
へのス－パ－バイズを実施した。

県内の男女共同参画相談窓口のネットワークを運営し、連携を深め
るとともに、相談員スキルアップ講座を開催した。
１．男女共同参画相談ネットワーク会議
　 市町等ＤＶ対策担当者会議 １回　57名
　 相談員スキルアップ講座 ４回　203名

(2,602)

　1.総合相談
　2.専門相談
　3.スーパーバイザー
　については評価対象外

　相談員スキルアップ講座
　アンケート結果から
　講座を受講して得た知識や
　技能は今後の業務に「生かせ
　る」と答えた方は６割弱、
　「やや生かせる」を入れると
　９割強
　

継続

男女共同参画セン
ター（女性活躍推
進課）

3 - ○

ＳＮＳを活用した若年女性
相談事業
（再掲 【P26No.8）

孤立・孤独・貧困などの悩みや不安
を抱える若年女性を対象にＳＮＳ相
談を実施する。

相談件数　4,529件（うち主訴が家庭問題・男女問題・性別・性自認
性的指向の相談件数　1,337件）
　 (1,256)

20歳代以下の若年女性の相談件数
は女性全体の中の35.6％

継続
男女共同参画セン
ター（女性活躍推
進課）

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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4 - ○

女性相談員活動推進事業
（再掲 【P29No.23）

女性相談支援員による相談支援の実
施。

女性相談支援員を中央子ども家庭相談センターに３名、彦根子ども
家庭相談センターへ２名配置し、様々な悩みを抱える女性の相談を
受付けた。

Ｒ６年度　相談延べ件数　1,863件

(17,699)

ＤＶ被害や性暴力、家庭破綻、貧
困等の悩みを抱える女性に対し相
談支援を実施し、適切な支援につ
なぐことができた。

継続

中央・彦根子ども
家庭相談センター
（子ども家庭支援
課）

子ども

5 -

こころの電話 精神的な不安やストレス、こころの
悩みに関する相談

相談時間   10:00～12:00  13:00～21:00
相談延べ件数（一般も含む）
　　令和6年度　4,876件（令和7年3月末）

11,245

相談内容は８割が「こころの健康
づくり」に分類され、うち６割が
心の不調の訴えや話し相手を求め
る内容であり、このような相談窓
口が求められている。

継続

精神保健福祉セン
ター（障害福祉
課）

6 -

思春期相談 思春期の心身、不登校の相談（高校
生以上を対象）

相談延べ件数
　ひきこもり相談
　　電話相談　令和6年度(R7.3月末時点)：154件
　　来所相談　令和6年度(R7.3月末時点)：222件
　思春期相談
　　電話相談　令和6年度(R7.3月末時点)：247件
　　来所相談　令和6年度(R7.3月末時点)：106件

235

ひきこもり支援の主体が地域へと
移行してきていること、当セン
ターにおいてはR4年度に相談体制
の見直しを実施した。その結果、
センターへのひきこもりに関する
相談件数は減少傾向にある。一方
で、長期化・複雑化している事例
が一定数あり、引き続きセンター
での相談対応が求められている。

継続

精神保健福祉セン
ター（障害福祉
課）

7 -

子ども・子育て応援セン
ター

子育て情報の発信とともに、子ども
の抱える様々な問題への相談・支援
を行う。
電話相談・面談相談実施。

県内全域の青少年、子どもおよび家庭に関する問題等について、電
話および面談等による相談助言活動を行い、子育てや子どもの健全
育成を支援した。
　　相談件数（無言・いたずら除く）
　　　　令和6年度　　2,224件
        令和5年度　　2,703件
　　　　令和4年度　　3,714件
　　　　令和3年度　  3,795件

39,253

県内全小・中・高等学校の児童・
生徒に相談カードの配布を行うと
ともに、広報誌、１人１台端末等
により周知を図り、子ども・青少
年やその保護者等の悩みを聴くこ
とができた。

継続

子ども若者政策・
私学振興課

8 -

「滋賀県子ども・若者総合
相談窓口」設置事業

ニート、引きこもり、不登校、発達
障害者等、社会生活を円滑に営む上
で困難を有する子ども・若者の総合
相談窓口を開設し、相談支援ととも
に、適切な支援機関へつなぐ。

ニート、ひきこもり、不登校など、社会生活を営む上で様々な悩み
をお持ちの方（小学生から概ね３９歳まで）や家族、支援者、学校
等関係機関の方を対象に相談事業を実施した。
　電話相談：令和6年度　512　件（R7年3月末時点）
　来所相談：令和6年度　181　件※オンライン含む
※思春期相談（摂食障害、自傷、PTSD）、ひきこもり相談（6か月以
上交流なし、所属なし）を除く。

3,697

子ども若者の複合的な問題に対し
て、精神保健の知識を含む専門的
アセスメントと多分野の支援機関
との連携した継続的な支援を行う
ことができた。

継続

子どもの育ち学び
支援課
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9 -

子ども虐待ホットライン 子ども虐待、DV等 相談件数：
令和６年度　　受付件数　　1,866件
令和５年度　　受付件数　　1,862件
令和４年度　　受付件数　　2,093件
令和３年度　　受付件数 　 2,279件
令和２年度 　 受付件数　　2,503件

11,329

時間外や土日等にも通告や相談に
対応することができた。

継続

中央、彦根、大
津・高島子ども家
庭相談センター
（子ども家庭支援
課））

10 -

子ども家庭相談室 子ども虐待、DV等 相談件数：●●件
　
※国の統計方法確定を踏まえ集計しているが、今年度は大幅にスケ
ジュールが遅れており、集計完了は12月頃となる予定。

5,942

継続

健康福祉事務所
（子ども家庭支援
課）

11 -

24時間子供SOSダイヤル
（子どもナイトだいやる）
の設置

「いじめ」などの相談に「こころん
だいやる」と併せ24時間体制で応え
る。

子ども若者部「こころんだいやる」と併せ、24時間いつでも相談で
きる体制をとった。
臨床心理士等専門家による電話相談を実施。令和６年度の相談件数
は311件で、うちいじめは32件であった。 2,134

「こころんだいやる」と併せて、
24時間いつでも相談できる体制を
とることで、いじめなどに悩んで
いる子どもや保護者の相談を32件
受けることができた。

継続

幼小中教育課

12 - ○

心の教育相談センター
（再掲【P42No.29】）

不登校についての専門性のある公認
心理師・臨床心理士や精神科医が、
児童生徒、保護者や担当教員に対し
て、不登校や行きしぶりについての
面接による相談（来所相談）や電話
相談およびオンライン相談を行う。

相談者の状況に応じた適切な相談や学校等関係機関との連携によ
り、多くのケースで不登校の状況が改善した。令和６年度は、来所
相談を受けた高校生のうち86％の生徒が、学校復帰やより適切な進
路選択をすることができた。

対応の状況（令和６年度延べ数）
　相談総数　750人 （内訳：来所相談313人、電話相談437人）
 　学校等関係機関連携数　430人

(13,991)

児童生徒、保護者や担当教員に対
して面接による相談（来所相談）
や電話相談を行い、不登校や行き
しぶりの背景や本人の希望を探
り、本人の課題を整理して自己理
解を促しながら次に踏み出せるよ
うにすることができた。

継続

幼小中教育課
(心の教育相談セ
ンター）
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13 -

特別支援教育相談 学校生活や学習、生活等に困難を示
している子どもに関する教育相談を
行い、支援方法や配慮等の具体的支
援について、相談員がアドバイスを
する。
対象：本人（幼児・児童・生徒）・
保護者・教職員
方法：電話相談・来所相談

相談者の状況に応じて具体的にアドバイスを行うこと、校園をはじ
めとする関係機関との連携に努めることで、学習や生活上の困難さ
の改善を図ることができた。

Ｒ４
　新規相談件数 111件
　延べ相談回数 683件（内訳：来所相談440件、電話相談243件）
Ｒ５
　新規相談件数 128件
　延べ相談回数 644件（内訳：来所相談446件、電話相談198件）
Ｒ６
　新規相談件数 140件
　延べ相談回数 666件（内訳：来所相談474件、電話相談192件）
　〔R.7.3.31現在〕

55

学習や行動上に困難がある子ども
への対応について、様子を聞き取
り、総合的に判断した上で、具体
的なアドバイスができた。

継続

総合教育センター
（高校教育課）

14 -

少年サポートセンター 啓発用チラシ、警察広報紙等により
相談窓口の周知を図り、非行、家庭
問題等多岐にわたる少年相談の適切
な受理、対応に努めます。

啓発用チラシ、警察広報紙等により相談窓口の周知を図り、非行、
家庭問題等多岐にわたる少年相談を受理し適切に対応した。
　少年相談受理件数　　34件（令和６年度末）
　

0

県警ホームページ、パンフレット
等により相談窓口の周知を図り、
少年相談から継続補導に繋がるな
ど一定の成果が見られた。

継続

警察本部
少年課

17
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高齢者・障害者

15 - ○

権利擁護センター
（再掲【P52No.28】）

虐待等の権利侵害、財産管理等の相
談

1　権利擁護相談業務(令和7年3月末日現在）
　 一般相談　8件
2　生活支援事業
①地域福祉権利擁護事業実施市町社協への指導、援助、補助の実施
　　利用契約数　1,486件　（全19市町社協が実施）（令和7年3月末
現在）
　②地域福祉権利擁護事業関係会議の開催
　　専門員会議　R6.8.19（出席者21名・15社協）、R6.12.13（出席
者25名・19社協）
　　市町社協事務局長会議・権利擁護支援担当部課長合同研修
　　　R6.12.24　（出席者31名・17社協）
3　研修事業
　①生活支援員・新任職員研修
　　1日目　R6.6.20（参加者22名）、2日目　R6.6.27（参加者16
名）
　②生活支援員・新任職員フォローアップ研修　R6.11.22（参加者
12名）

(129,100)

権利擁護相談受付、実施主体への
指導、援助、補助の実施、研修事
業の開催により、認知症高齢者や
知的障害者、精神障害者など判断
能力の不十分な方が、地域におい
て自立した生活が送れるよう支援
や体制整備を行うことができた。

継続

健康福祉政策課

16 - ○

あんしん・なっとく委員会
（滋賀県運営適正化委員
会）
（再掲【P52No.29】）

福祉施設、在宅の福祉サービスの苦
情解決

1　苦情問い合わせ等  144件（苦情受付4件　相談・問合せ140件）
(令和7年3月末日現在）
2　全体委員会　開催  1回
3　運営監視合議体　開催　3回、現地調査 10団体
4　苦情解決合議体　開催　4回
5　広報・啓発活動　パンフレット配布
6　巡回指導　2か所
7　研修会の開催　福祉サービス苦情解決研修会
　R6.9.30開催（応用編）70名参加、R6.12.11開催（中級編）53名参
加

(10,000)

福祉サービスにかかる苦情解決の
ための相談、助言、調査、あっせ
ん等を行うことにより、福祉サー
ビスの適切な利用または提供を支
援することができた。また、地域
福祉権利擁護事業にかかる市町社
協への運営監視により、福祉サー
ビス利用援助事業の透明性、公平
性を確保し、福祉サービス利用者
の権利擁護の推進を図ることがで
きた。

継続

健康福祉政策課

17 -

障害者権利擁護対策事業 障害者虐待の未然防止や早期発見、
迅速な対応、その後の適切な支援の
ために、県域における関係機関や団
体、関係者等の協力体制の整備や支
援体制の強化を図る。
障害者の権利擁護にかかる相談等に
対応するため、常設の相談窓口を開
設するとともに、弁護士等による相
談チームを編成して専門相談を行
う。

障害者の社会参加や施設から地域への移行を進める上で、虐待や権
利侵害を防止するセーフティーネットの役割を果たした。
　・「障害者110番」運営事業
　　設置場所　滋賀県社会福祉協議会内
  　実施体制　相談員1名（嘱託職員）
　　のべ相談件数
　　　　　　　 令和６年度　　72件
　　　　　　　 令和５年度　　44件
　　　　　　 　令和４年度　　40件
　・障害者虐待防止研修（施設従事者向け、行政職員向け）

6,275

障害者からの権利擁護に関する相
談窓口を設置するとともに、虐待
防止に関する研修を実施すること
により、障害者の権利擁護に繋
がっている。

継続（組替）

障害福祉課
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令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－２　　基本施策の推進　２　相談・支援体制の充実

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．総合的な相談窓口の設置・運営
　 　２．専門的な相談窓口の充実
　 　３．相談機関の連携

　４．相談窓口の周知
　５．相談員等の資質向上と体制強化

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

外国人

18 - ○

生活相談
（一部再掲【P69
No.1】） 在住外国人が円滑な日常生活が

送れるよう、６名の相談員等が
外国人の相談を受け、適切なア
ドバイスを行う。

　県国際協会に相談窓口を設置し、外国人県民の抱える問題解決に
寄与することができた。
・月～金　10:00～17:00
・相談員 6名（ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、英語、タ
ガログ語）※日本語を含む13言語で対応
令和２年度相談件数　1,603件　令和３年度相談件数　2,205件
令和４年度相談件数　2,032件  令和５年度相談件数　1,499件
令和６年度相談件数　1,274件

(24,386)

新型コロナウイルス感染症の収束
により相談件数は減少したが、外
国人住民の多国籍化により相談内
容が多様化している。適切な支援
を提供するために関連機関と連携
し、個々の相談者のニーズに応じ
た対応を行っている。

継続

国際課（（公
財）滋賀県国際
協会）

患者

19 -

エイズ相談 専用電話および医療機関での患者・
感染者のカウンセリング

エイズに関するカウンセラーによる相談事業を実施した。
令和6年度実績
　専用電話相談件数　　　　　　  34件
　医療機関でのカウンセリング　  182件
　保健所でのカウンセリング　  　218件
（保健所でのエイズ検査　　　　　643件）

令和5年度実績
　専用電話相談件数　　　　　　  　18件
　医療機関でのカウンセリング　  　201件
　保健所でのカウンセリング　  　　326件(計上方法が変更)
（保健所でのエイズ検査　　　　　　578件）

令和4年度実績
　専用電話相談件数　　　　　　  　16件
　医療機関でのカウンセリング　  　278件
　保健所でのカウンセリング　  　  644件
（保健所でのエイズ検査　　　　　　454件）

5,125

保健所検査のカウント方法の変更
(令和５年４月～)により、保健所
でのカウンセリング件数が減少し
たようにみえるが、保健所にエイ
ズの検査に来所される方は増加傾
向にあり、事業の目的は達成でき
ている。

継続

健康危機管理課

20 - ○

ハンセン病相談
（再掲【P71No.4】

ハンセン病に関する相談 療養所入所者との面接調査・相談を実施した。

(2,926)

療養所を訪問し、入所者との面談
を行うことで、ハンセン病に関す
る相談を実施することができた。

継続

健康しが推進課

21 - ○

医療安全相談室
（再掲【P71No.1】）

患者の苦情、相談等 医療に関する相談や苦情に対応した。
  相談件数
      令和６年度　694件
      令和５年度　684件
      令和４年度　602件

(5,416)

患者や家族からの相談に対応し、
患者や家族に対して助言するとと
もに、患者や家族と医療機関との
信頼関係の構築を支援した。

継続

医療政策課

19



Ⅰ-2

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅰ－２　　基本施策の推進　２　相談・支援体制の充実

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．総合的な相談窓口の設置・運営
　 　２．専門的な相談窓口の充実
　 　３．相談機関の連携

　４．相談窓口の周知
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施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況
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№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

22 -

新型コロナ人権侵害対応
チーム

県各機関への新型コロナウイルス感
染症関連人権侵害相談情報の集約強
化および相談を受けた人権侵害に対
応するため、庁内に対応チームを設
置する。（設置先：総合企画部人権
施策推進課内）

人権施策推進課内に人権侵害対応チームを設置し、関連相談情報の
集約を行ったほか、個々の相談に対する助言や支援を行った。（※
令和6年度は対応が必要な相談なし）

　相談件数　令和6年度　0件

― ―

見直し
（人権相談室（P14No.1）に統
合）

人権施策推進課

その他

23 -

消費生活相談の処理（消費
生活センター）

消費生活に係る相談 消費生活相談員等の設置
　　消費生活センター　計10名（定員10名）
○相談件数　令和６年度　3,498件（速報値）
　　　　　　令和５年度　3,304件
　　　　　　令和４年度　3,337件
 

43,673

　消費生活相談員の定員は確保で
きており、相談件数も同程度で推
移していることから、県民からの
専門的な相談窓口として運営でき
たと評価する。

継続

消費生活センター

24 - ○

こころの電話
（再掲【P15No.5】）

精神的な不安やストレス、こころの
悩みに関する相談

相談時間   10:00～12:00  13:00～21:00
相談延べ件数（一般も含む）
　　令和6年度　4,876件（令和7年3月末）

(11,245)

相談内容は８割が「こころの健康
づくり」に分類され、うち６割が
心の不調の訴えや話し相手を求め
る内容であり、このような相談窓
口が求められている。

継続

精神保健福祉セン
ター（障害福祉
課）

25 -

滋賀県労働相談所 労働条件、雇用、労働組合および労
使関係等労働ならびに職場に関する
相談

賃金、退職金、解雇や労働条件等多様な相談に対応した。
労働相談件数　555件（令和6年度末時点）
【参考：各年度末実績】
令和５年度　630件 令和４年度 642件　令和３年度　486件

2,980

令和２年度より高度な専門性を有
する滋賀県社会保険労務士会への
委託により運営。雇用情勢の変化
に応じた労働雇用に関する様々な
相談に適切な対応をとることがで
きている。引き続き、相談者に寄
り添った相談対応を行っていく必
要がある。

継続

労働雇用政策課

26 -

犯罪被害者等支援事業 　「犯罪被害者総合窓口」や「性暴
力被害者総合ケアワンストップびわ
湖（SATOCO）」による犯罪被害者等
への支援に取り組むとともに、犯罪
被害者等を支える社会を形成するた
めの広報啓発および支援従事者の二
次受傷対策等を実施する。

犯罪被害者総合窓口を設置し、警察や関係機関との連携の下、被害
直後から適切な情報提供や電話相談、付添支援などを行った。
また、性暴力被害者の支援に特化し、24時間ホットラインをはじめ
とした総合的ケアを行う「性暴力被害者総合ケアワンストップびわ
湖(SATOCO)」による支援を行った。
○総合窓口　相談支援件数
令和６年度　　2,061件
令和５年度　　1,821件
令和４年度　　2,030件
　
○SATOCO　相談支援件数
令和６年度　　2,592件
令和５年度　　2,190件
令和４年度　　1,873件

20,541

犯罪被害に遭われた方やそのご家
族に対してニーズに応じた適切な
支援を実施するとともに、相談員
の二次受傷ケアカウンセリングに
より相談支援体制の充実に努め
た。

継続

県民活動生活課
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新規 再掲 施策（事業）名

27 -

犯罪被害者等支援コーディ
ネート事業

専門的知識を有する支援コーディ
ネーターを配置し、被害直後から迅
速かつ的確な支援を受けることがで
きるように支援計画を策定するとと
ともに、関係機関と連絡調整を行
い、途切れのない支援を実施する。

専門的知識を有する支援コーディネーターを配置し、被害者に寄り
添った途切れのない支援を実施した。
○支援計画策定件数
令和６年度　　 57件
令和５年度　　 75件
令和４年度　　 52件

4,027

コーディネーターを配置し、被害
者等に寄り添った跡切れのない支
援を実施できた。

継続

県民活動生活課

28 -

犯罪被害者サポートテレホ
ン

犯罪被害者支援活動として、専門的
知識を有する民間支援団体へ業務委
託し、よりきめ細やかな被害者支援
体制の充実を図り、犯罪被害者等か
らの電話相談及び直接支援（警察署
等への付添い）を行い犯罪被害者等
の被害の回復、軽減に努める。

専門的知識を有する民間支援団体へ業務委託し、犯罪被害者等から
の電話相談及び直接支援を行うことにより犯罪被害者等の被害の回
復、軽減を図るとともに、よりきめ細やかな被害者支援体制の充実
を図った。
○令和６年度相談件数1,361件（令和６年度末）
〇令和６年度直接支援回数122件（令和６年度末）

2,355

業務委託により被害者支援体制の
充実を図ることができた

継続

警察本部
警察県民センター
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表Ⅰ－２　　基本施策の推進　２　相談・支援体制の充実
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３　相談機関の連携（国・県・市町・NPO等）

29 -

人権に関する相談支援体制
の充実

人権施策基本方針に基づき、相談支
援体制の整備を行い、その充実を図
る。
県、国、市町等の相談機関で組織す
る「滋賀県人権相談ネットワーク協
議会」において、参画機関相互の連
携を強化するため、研修会等を開催
する。

人権に関わる相談機関が合同で各課題の動向についての研修や情報
交換を行うことでレベルアップと相互の連携強化を図ってきた。
国や県等の35機関および市町の20機関(令和6年度末現在)で構成する
「滋賀県人権相談ネットワーク協議会」において講座を開催し、参
画機関相互の連携の強化を図った。
　また、相談窓口リーフレットを作成し、相談窓口の周知に努め
た。
　・講座の開催　　2回　参加者　93名
　　テーマ ①「様々な状況下にある子ども」
　　　　　 ②「困難事例に学ぶ～医療・法律・福祉・心理の視点か
ら～」
 
　・相談窓口リーフレットの作成　6,000部
　　令和7年3月末参加機関数　55機関

259

　2回開催の講座での参加者アン
ケートでは、回答者の90%以上が
今後の職務に「役立つ」「ある程
度役立つ」と回答し、95%が研修
に「満足」「ほぼ満足」と回答。
講座を通じて人権に関わる相談機
関のレベルアップと情報交換を行
うことができ、相互の連携強化に
もつながった。
　また、相談窓口リーフレットに
より相談窓口の周知を図れた。

継続

人権施策推進課

22



Ⅱ-1

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－１　　分野別施策の推進　１　女性

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．人権の尊重と安心・安全な暮らしの実現
　 　２．あらゆる分野での実質的な男女共同参画の進展

　３．一人ひとりの多様な生き方・働き方の実現
　４．男女共同参画意識の浸透
　５．総合的・計画的な関連施策の推進

1 1,2,3,4,5

男女共同参画施策の総
合的な推進

男女共同参画計画に基づき男女共同
参画施策を総合的かつ計画的に推進
するとともに、県施策全般に男女共
同参画の視点を浸透させ、県が率先
して男女共同参画に取り組む。

滋賀県男女共同参画計画・滋賀県女性活躍推進計画（パートナーし
がプラン2025）に基づき着実に施策を推進した。
１．審議会等における女性の参画促進
・県の審議会等における登用状況の公表（10月18日）
　女性委員の割合44.1%（R6.4.1時点）
２．男女共同参画審議会の運営
・滋賀県男女共同参画計画・滋賀県女性活躍推進計画の推進、年次
報告等
３．男女共同参画推進本部（庁内体制）
・滋賀県男女共同参画計画・滋賀県女性活躍推進計画の推進
・本部長メッセージ
・推進員研修会の開催
　日時：令和６年９月12日（オンライン(ZOOM)により開催）
　内容：
（１）岸本副知事（男女共同参画・女性活躍推進本部長）訓話
　テーマ：「だれもがどれも選べる滋賀を目指して」
（２）藤野　敦子氏（京都産業大学現代社会学部 教授）講演
　テーマ：「ジェンダーギャップの解消に向けて
～無意識の思い込み（アンコンシャスバイアス）に気付く～」
５．その他
　男女共同参画および女性活躍行政のより一層の推進を図るため、
兼務・併任職員を配置

4,788

「県の附属機関の女性委員の割
合」は44.1%と、パートナーしが
プラン2025に掲げる目標「毎年
40%以上60%以下」を達成。男女共
同参画推進本部長のメッセージの
発出、推進員研修等の開催によ
り、男女共同参画の視点の浸透、
率先行動推進を図ることができ
た。

継続

女性活躍推進課

2 1

啓発・広報事業 学校教育をはじめ、家庭、地域、職
場など多様な機会をとらえて、男女
共同参画への理解を深め、実践につ
なげるため、児童生徒用副読本を作
成・配布する。

１．男女共同参画週間における啓発
・集中啓発期間　6月23日～29日
　庁内パネル展示、庁内放送、共通事務端末ログオン画面情報への
掲載、ホームページへの掲載の実施
２．小中高校生用副読本の作成、配布

879

【結果】
副読本活用率実績(R6)：56.8％
目標値：80.0％

【活用率内訳】
  小学校：65.2％
  中学校：38.1％

  高校：58.7％
 合計：56.8％

【総括】
副読本活用率については目標達成
できなかった。その原因として
「教科書以外の資料を活用する時
間が取れなかった」「教科書以外
の資料を活用する時間が取れな
かった」という回答が活用できな
かった理由として約半数を占めて
いた。男女共同参画社会の実現に
おいて、子どもの時から性別によ
る固定的な役割分担意識にとらわ
れず、主体的に学び、考える機会
を持つことが重要であるため、今
後も授業での活用方法について教
員向けに周知を図ると同時に、よ
り活用しやすい教材となるよう内
容の見直し等を検討する。

継続

女性活躍推進課

R7年度の実施状況
（継続・見直し・廃止・組替等）

担当課施策（事業）の評価№
人権施策

推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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3 1,2,3,4

情報収集発信事業 男女共同参画の取組を支援するため
の拠点施設として情報発信機能を高
めるため、滋賀県の男女共同参画に
関する施策・社会情勢の変化や県民
ニーズに応じた常に新しい情報を掲
載する総合的な啓発・情報誌を発行
するとともに、男女共同参画に関す
る図書・ビデオ等を収集し提供す
る。

・男女共同参画に関する総合的な啓発情報誌の発行
　　　47号 3,000部    48号　3,000部
・女性問題・男性問題や男女共同参画に関する国内の図書・資料を
　充実した。
　また、市の男女共同参画センターへの図書やDVD貸出し、専門図
　書の紹介を行い、利用促進を図った。
　年度末蔵書数　55,332冊
　年間利用者数　7,811名
　貸出　　1,378名　　6,087冊
・G-NETシネマ　6回
    参加者　304名

　

1,070

G-NETシネマの参加者は
　　ホームページや近江八幡市
　　の広報を活用し
　　前年比114.7％
　　前年差+39名

継続

男女共同参画セ
ンター（女性活
躍推進課）

4 1,2,3,4

県民交流エンパワーメ
ント事業

男女共同参画に取り組む県民、団体
等の交流・活動の場づくりや自主活
動への支援を行う。

関係団体等のエンパワーメントを促進するため、自主活動を支援し
た。
１．「G-NETしがフェスタ」の開催
　　12月　1日　参加者　2,986名
２．G-NETしが推進員・しがWO・MANネット会議および交流会
　　4月27日開催　30名
３．６センター連携事業
　　参加者　25名

380

G-NETしがフェスタでは、「出展
者の皆さんとつながりを生むよい
機会になった」「ジェンダーにつ
いて詳しく発表されていてとても
分かりやすかった」「子どもから
大人まで楽しめるものが多く子ど
もたちは楽しんでいた」「子ども
とシニアとの交流もありよかっ
た」など、認知の広がりや、世代
を超えた交流を通じたつながりへ
の評価が多くあった。

継続

男女共同参画セ
ンター（女性活
躍推進課）

5 1,2,3,4

研修講座事業 男女共同参画に関する多様な学習機
会を提供するとともに、地域や職
場、団体等におけるリーダー層の育
成と取組能力等、地域の課題解決に
向けた実践力の向上を図るための研
修講座を開催する。また若者や子育
てに従事する夫婦を対象にセミナー
を開催することで、男女共同参画意
識の浸透を図る。

職場や地域、家庭等での実践力を高めるため、広く男女に係わる現
代的課題を解決するための学習機会を提供した。
１．講座・セミナーの開催（リーダー養成）
　・G－NETほっとセミナー　5回　533名
　・市町男女共同参画担当職員研修　3回　82名
２．デートDV防止啓発セミナーの開催
　・デートDV防止啓発セミナー　1回　39名
　・デートDV防止啓発セミナー(アウトリーチ)　7回　895名

950

　1.G-NETほっとセミナー
　　アンケートより
　・講座のテーマに関心を
　　持ち受講され「今後の
　　活動に生かせる」と答えた
　　方は９割強
　2.市町男女共同参画担当
　　職員研修においても全員
　　の方が「今後の業務に活かせ
　　る」と回答

継続

男女共同参画セ
ンター（女性活
躍推進課）

6 1,2,3,4

若い世代からのジェン
ダー平等推進事業

学生を中心とした若者が、身近な
ジェンダーの問題について学び発信
することを支援するとともに、未来
を担う子ども達にジェンダー平等・
多様性推進を教える教職員を対象と
した講座を開催する。

大学生を中心とした若者世代がさまざまな視点からジェンダーにつ
いて話し合い、課題解決にむけて主体的に取り組むことができるよ
う学習機会を提供した。また、教職員を対象にジェンダー平等、多
様性尊重にむけた理解を深め実践するための研修会を開催した。
１．ジェンダー平等ミーティング　10回　299名
２．教職員対象講座　3回　141名

1,320

ジェンダー平等ミーティングにお
けるアンケートでは、「無意識に
決めつけていること、普通とは何
か」といったことへの気づきや意
識・認識の再考、また「自分らし
い生き方」、「命のつながり」な
ど今ある自分について見つめ直そ
うとする回答が多くあった。

継続

男女共同参画セ
ンター（女性活
躍推進課）

24



Ⅱ-1

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－１　　分野別施策の推進　１　女性

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．人権の尊重と安心・安全な暮らしの実現
　 　２．あらゆる分野での実質的な男女共同参画の進展

　３．一人ひとりの多様な生き方・働き方の実現
　４．男女共同参画意識の浸透
　５．総合的・計画的な関連施策の推進

R7年度の実施状況
（継続・見直し・廃止・組替等）

担当課施策（事業）の評価№
人権施策

推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

7 1,2,3,4

男女共同参画センター
「男女共同参画相談
室」運営事業

男女共同参画心理相談員を配置し、
性別による差別的取扱をはじめとす
る男女共同参画に関する相談全般を
受けつけるとともに、DVカウンセリ
ングや法律相談・男性相談の専門相
談を実施する。

性別による差別的取扱いなど男女共同参画の推進を阻害する問題や
男女のこころと生き方にかかわる相談を実施した。
１．総合相談
　3,421件（うち面接　457件、電話　2,964件）
２．専門相談
　DVカウンセリング　72件　  男性相談　95件
　法律相談　58件
３．スーパーバイザー（相談員に対し、資質向上のためのアドバイ
スや指導助言を行う者）の設置
　相談員がより高い専門性を身につけるため、男女共同参画相談員
へのス－パ－バイズを実施した。

県内の男女共同参画相談窓口のネットワークを運営し、連携を深め
るとともに、相談員スキルアップ講座を開催した。
１．男女共同参画相談ネットワーク会議
　 市町等ＤＶ対策担当者会議 １回　57名
　 相談員スキルアップ講座 ４回　203名

2,602

　1.総合相談
　2.専門相談
　3.スーパーバイザー
　については評価対象外

　相談員スキルアップ講座
　アンケート結果から
　講座を受講して得た知識や
　技能は今後の業務に「活かせ
　る」と答えた方は６割り弱
　「やや活かせる」を入れると
　９割強
　

継続

男女共同参画セ
ンター（女性活
躍推進課）

8 1,2,3,4

ＳＮＳを活用した若年
女性相談事業

孤立・孤独・貧困などの悩みや不安
を抱える若年女性を対象にＳＮＳ相
談を実施する。

相談件数4,529件（うち主訴が家庭問題・男女問題・性別・性自認性
的指向の相談件数　1,337件） 1,256

20歳代以下の若年女性の相談件数
は女性全体の中の35.6％

継続 男女共同参画セ
ンター（女性活
躍推進課）

9 2

県婦人会館ゼミナール
事業費補助金

滋賀県婦人会館を拠点とした、女性
の生涯学習を総合的に推進する事業
に対し補助金を交付する。

現代的課題の男女共同参画への対応など、地域の仲間とともに学び
合い、実践するためのリーダー養成講座等を開催された。

250

しが元気セミナーや地域デビュー
リーダー講座、婦人会館のつどい
における講演会など、活動により
女性の生涯学習の復興に寄与し
た。

継続

生涯学習課

10 2

県地域女性団体連合会
事業費補助金

まちづくりの核となる地域女性団体
の資質の向上や組織の活性化を図る
ための事業等に対し補助金を交付す
る。

「ちふれんリーダー研修会」や男女共同参画社会推進のための研修
会を開催。機関誌、実践記録集等発行された。

360

リーダー研修会、研究大会、年間
２回の広報紙の発行、実践記録誌
の発行など、活動により地域の女
性リーダーの育成に寄与した。

継続

生涯学習課

11 1,2,3

女性の起業トータルサ
ポート事業

自身の得意分野を活かして起業した
い女性や社会課題の解決などにチャ
レンジする女性の起業を他機関とも
連携してトータルでサポートする。

○起業に向けてチャレンジしたい女性やチャレンジ中の女性のス
テップアップとお互いの交流や情報交換、ネットワークづくりを支
援するための各種事業を実施した。また、課題を抱える女性へのサ
ポートのため、ビズ・チャレンジ相談等を実施した。
１．女性のチャレンジ・起業支援セミナー　20回 364名
２．チャレンジショップ　1回 　4名
３．女性のためのビズ・チャレンジ相談　56件
４．女性の起業家交流会（講演・事例発表）　1回85名
５．女性の起業オンライン相談　24回　53名

○インターネット上の市場（オンラインマルシェ）に出店するため
の手法を学ぶセミナー等の開催および起業に関する情報を一元的に
発信するポータルサイトを運営する。
　オンラインマルシェセミナー等参加者　255名

7,055

各種事業を通じて800名を超える
支援等の利用があり、女性の起業
や社会参画等に寄与した。

継続

男女共同参画セ
ンター（女性活
躍推進課）
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12 2,3

母子家庭の母等職業的
自立促進事業

就労経験のないまたは就労経験の乏
しい、いわゆる長期失業状態にある
母子家庭の母等を対象に、民間教育
訓練機関等を活用した職業訓練を実
施し、就職の促進を図る。

母子家庭の母等を対象に、知識・技能を習得するための職業訓練を
実施し就職の促進を図った。
　・実施コース　3～5月間×５コース
　　　　　　　　　　（OA事務基礎科、OA事務・簿記科）
　・応募者　６名　・受講者６名　・修了者５名（受講中１名）
・就職率　75.0%（R7.4.21時点確定コース分（内定含む）のみ）

1,286

人手不足等の影響で受講者が減っ
ているが、訓練を実施することに
より受講者の安定就労に繋げた。

継続

労働雇用政策課

13 2,3

子育て女性等職業能力
開発事業

出産や子育てなどを理由に離職し、
再就職を希望する女性等を対象に、
民間教育訓練機関等を活用した職業
訓練を実施し、就職の促進を図る。

○子育て家庭支援コース
子育て中の女性等を対象に、知識・技能を習得するための職業訓練
を実施し就職の促進を図った。知識等習得コースの一部に託児の定
員枠を設定して実施した。
　・実施コース数　3月間×1コース　（OA事務基礎科）
　・応募者　１名　・受講者　１名　・修了者１名　・就職率
100.0%
○女性の再チャレンジ支援コース
出産や子育てを理由に離職し再就職を希望する女性を対象に、知
識・技能を習得するための訓練を計画していたが、委託先が確保で
きなかったため、実施していない。

309

人手不足等の影響で受講者が減っ
ているが、訓練を実施することに
より受講者の安定就労に繋げた。

継続

労働雇用政策課

14 2.3

働く場における女性の
活躍推進事業

企業における女性の活躍を推進する
ため、働く女性自身の意欲・資質向
上等を図るセミナーとライフプラン
を見据えたキャリアビジョンを描く
ためのセミナーを開催する。

○働く女性のハッピー・キャリアセミナーの開催
　開催日：11月6日（水）　会場：県庁東館7階大会議室（オンライ
ン併用）
　参加者：（会場）41名　（オンライン）30名　（計）71名
　講師：（株）プラウド　代表取締役社長　山本　幸美　氏
〇滋賀の女性を元気にする交流会
　開催日：１月22日(水）
　会場：県庁東館7階大会議室
　参加者：77名
　講師：株式会社 山科精器株式会社　コーポレートデザイン部
　　　　部長　古野　智子 氏
　　　  ヤンマーホールディングス株式会社　技術本部
　　　　技術戦略部　PLM推進部　PLMG　専任課長　中村　愛子 氏
　ファシリテーター：たねやグループ　経営本部　しあわせ推進室
室長　田原 佳代 氏
〇滋賀の女性を元気にするリーダー研修会
　開催日：11月21日(木）
　会場：滋賀県男女共同参画センター
　参加者：50名
　講師：株式会社 キャラウィット　代表取締役/中小企業診断士
上岡　実弥子氏

420

参加定員を大きく超えるセミナー
もあり、参加者の満足度はハッ
ピー・キャリアセミナー89.0％、
交流会80.0％、リーダー研修会
94.0％といずれも高かった。

継続

女性活躍推進課

15 2

農業・農村男女共同参
画推進事業

農村女性の主体的活動の誘導・支援
を通じた能力向上を図るとともに、
農業・農村における男女共同参画社
会の形成に向けた取り組みを推進す
る。

男女共同参画に関する知識習得のための講座や女性農業者の活躍の
現状・農業経営・６次産業化に関する知識の習得および活用のため
の講座を開催した。

　人材育成、能力向上講座の実施
　　　　12回　参加者数　のべ383名

219

各地域で男女共同参画に関連した
研修会・視察を開催し、農業・農
村における男女共同参画社会の形
成に向けた取り組みおよび女性農
業者の活躍を推進できた。

組替
（しがの農業「女性活躍」応援事
業に統合）

みらいの農業振
興課
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表Ⅱ－１　　分野別施策の推進　１　女性

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．人権の尊重と安心・安全な暮らしの実現
　 　２．あらゆる分野での実質的な男女共同参画の進展

　３．一人ひとりの多様な生き方・働き方の実現
　４．男女共同参画意識の浸透
　５．総合的・計画的な関連施策の推進

R7年度の実施状況
（継続・見直し・廃止・組替等）

担当課施策（事業）の評価№
人権施策

推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

16 2

女性新規就農者確保事
業

先輩女性農業者との交流会、現地見
学ツアー、農業短期研修を行うこと
で農業を始めるイメージを具体化す
るとともに、女性農業者同士の学び
とつながりづくりを目的とした農業
や食、生活に関するスクールプログ
ラムを実施することで女性の農業へ
の挑戦を促す。

　農業に関心のある女性、就農を目指す女性を対象に、女性農業者
との座談会、農場見学バスツアー、農業短期研修を実施した。ま
た、女性農業者を対象に学びとつながりの場としてスクールプログ
ラムを実施した。

・座談会（アグリカフェ）＆農場見学バスツアー（アグリツアー）
を４回実施　参加者数計42名
・農業短期研修を６月～２月に随時実施　参加者数３名
・スクールプログラムを４回実施　参加者数33名

2,000

就農を目指す女性が具体的な相談
ができる場を提供できた。また、
女性農業者の新たな知識や技術を
提供することができた。

継続

みらいの農業振
興課

17 2,3

女性の多様な働き方普
及事業

女性の多様な働き方を普及するた
め、外で働くことが困難な女性を対
象とした在宅という働き方を考える
セミナーおよび在宅ワーカー・発注
企業等との業務の受注を目的とした
マッチング交流会等を開催する。

１．在宅ワーク入門セミナー　動画配信＋小冊子（令和2年度作成物
継続利用）
２．在宅ワーカースキルアップセミナー＆交流会
　（ポートフォリオ作成）：21名　（ライティング）：15名
　（住宅業界の仕事）：17名
３．在宅ワーカーと企業のマッチング交流会
　　在宅ワーカー68名　企業10社

1,826

延べ人数125名と多くの女性にご
参加いただき、発注に結びついた
方も13名おられた。交流会へ参加
したワーカーの満足度は85.9％、
企業の満足度は80.0％と高かっ
た。

廃止

女性活躍推進課

18 2,3

子育て期支援事業 男女共同参画センターに託児室を設
置し、センター事業等への参加を促
進し、子育て期の男女の社会参画を
支援する。

男女共同参画センター事業への働く男女や子育て中の男女など多様
な立場の人たちの参加を促進するとともに、子育て期の男女の社会
参画を支援するための託児室を運営した。
　　利用人数  185名　（マザーズジョブステーション利用者除く）

339

前年度163名から利用者増加。
センターで実施している事業への
参加者の利用が継続してありニー
ズを満たしている。

継続

男女共同参画セ
ンター（女性活
躍推進課）

19 2,3

滋賀マザーズジョブス
テーション事業

出産や子育てによる離職後、再就職
を希望する女性等を対象として、仕
事と子育ての両立に向けたアドバイ
ス、一時保育の実施、就労相談、求
人情報の提供や職業紹介など一貫し
た就労支援をワンストップで行う
「滋賀マザーズジョブステーショ
ン」を運営する。

滋賀労働局との連携により、県立男女共同参画センター内とJR草津
駅隣接の商業施設内の2か所の運営を行うとともに、湖北地方での出
張相談を実施した。就労に至るまでの個別相談やアドバイス、保育
情報の提供、職業紹介、託児など一貫した就労支援をワンストップ
で行った。
　　・相談件数　5,333件
　　・就職件数　　890件

53,366

相談件数は昨年度比100.9％とわ
ずかに増加し、就職件数は、昨年
度比99.0％とわずかに減少した。
多様化する相談内容にも対応しな
がら、利用者層の拡大を目指して
いきたい。

継続

女性活躍推進課

20 2,3

女性のわくわく応援事
業

主に子育て中の女性をターゲットに
就労への関心を喚起する広報啓発を
実施し、滋賀マザーズジョブステー
ションでの就労相談等の活用を促す
とともに、多様な業種への関心を引
き出し、お仕事探しの選択肢の幅を
広げることで女性の就労開始を応援
する。

無業の女性を対象に、多様なお仕事へのチャレンジを支援するため
工場等での職場体験ツアーを開催するとともに、そうした体験の感
想等をまとめ、就労をサポートする内容の冊子を作成し広く周知す
ることで、再就労を考える女性のお仕事探しの選択肢を広げ、就労
を支援した。
・スタートアップベント　開催回数 3回　参加者数　19名
・お仕事体験DAY　開催回数6回　参加者数　21名
・無業からの新規就業者数　378件

3,047

製造業や運輸業、福祉サービスな
ど、多様なお仕事へのチャレンジ
の場を提供し、再就労の選択肢を
広げ、就労を後押しすることがで
きた。

廃止

女性活躍推進課
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表Ⅱ－１　　分野別施策の推進　１　女性

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．人権の尊重と安心・安全な暮らしの実現
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　３．一人ひとりの多様な生き方・働き方の実現
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21 2,3

女性のつながりサポー
ト事業

孤独・孤立で不安を抱える女性が、
社会とのつながりを回復することが
できるよう、居場所の提供等を行う
ことで、女性の属性に応じた必要な
支援につなげる。

就業に関する困難や家庭内の問題等による孤独・孤立で不安を抱え
る女性、寄り添った支援が必要にもかかわらず必要な支援が届いて
いない女性に対し、居場所の提供等を行うことで必要な行政等の支
援につなげ、社会とのつながりを回復できるように支援するととも
に、経済的な理由などから生理用品の入手に苦労されている方に生
理用品の提供を行った。
・居場所の提供：722回
・居場所の提供協力団体：33団体
・生理用品の配布施設：県施設15箇所、教育機関約39校

4,704

本事業は、内閣府の地域女性活躍
推進交付金の助成を受けて実施し
ている。
①居場所の提供協力団体の登録
実績：(R05)21団体
　　　(R06)33団体
目標値：(R06)25団体

②協力団体事例発表会・交流会参
加団体数(平均)
実績：(R05)13団体
　　　(R06) 8団体
目標値：(R06)15団体

継続

女性活躍推進課

22 1

ＤＶ被害者総合対策推
進事業

「滋賀県配偶者からの暴力の防止お
よび被害者の保護に関する基本計
画」に基づき、ＤＶを発生させない
ための啓発事業を行うとともに、Ｄ
Ｖ被害者への支援を行う援助機関の
ネットワーク化に向けた取組、相談
機能や一時保護機能の向上に向けた
取組を行うなど、総合的な施策の推
進を図る。

ＤＶに対する啓発事業やＤＶ被害者の心のケア、自立支援に向けて
各種施策を実施した。
①啓発事業の推進
　・ＤＶ防止啓発リボンの配布　  500個
　・ＤＶ防止啓発カードの配布　2,000個
②配偶者暴力相談支援センターの機能強化
　・夜間・土日における電話相談の開設
　・ＤＶ法律相談の実施　年12回
　・ＤＶ等対応相談員研修の実施　延べ259名受講
③一時保護機能の充実
　・一時保護委託の実施
　・一時保護所への夜間警備員配置

14,539

女性への暴力をなくすための運動
期間等において、パープルリボン
やＤＶ防止啓発カードを配布し、
ＤＶ防止に向けた県民の意識醸成
を図ることができた。また、ＤＶ
被害者の相談を受ける相談員の質
の向上のため、各種研修を実施す
ることができた。

継続

子ども家庭支援
課

23 1

女性相談員活動推進事
業

女性相談支援員による相談支援の実
施。

女性相談支援員を中央子ども家庭相談センターに３名、彦根子ども
家庭相談センターへ２名配置し、様々な悩みを抱える女性の相談を
受付けた。
Ｒ６年度　相談延べ件数　1,863件

17,699

ＤＶ被害や性暴力、家庭破綻、貧
困等の悩みを抱える女性に対し相
談支援を実施し、適切な支援につ
なぐことができた。

継続
中央・彦根子ど
も家庭相談セン
ター（子ども家
庭支援課）
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24 1

女性等を犯罪等から守
るネットワーク事業

本県における女性や子どもを犯罪等
の被害から守るために必要な施策に
関して県と県警察相互の情報共有と
連携強化を図り、個々の事案等に対
する適切な対応・支援を行う。

（県民活動生活課）
本年度にあっては、県および県警察の関係部局等で構成する運営会
議を実施し、平素から情報共有等を図り、途切れない支援や適切な
措置を講じるための連携に努めた。また、今後の方針として、運営
会議については、ネットワーク体制は維持しつつ、定期開催はせず
必要に応じて開催することを運営会議において決定した。
○ネットワーク担当者会議開催
令和６年度（未開催）
令和５年度（未開催）
令和４年度（コロナ感染症対策のため未開催）
令和３年度３回
○ネットワーク運営会議開催
令和６年度　１回
令和５年度(未開催）
令和４年度（コロナ感染症対策のため未開催）
令和３年度（コロナ感染症対策のため未開催）

（生活安全企画課）
本年度はコロナ禍以来、４年ぶりに県および県警察の関係部局、関
係団体等で構成する運営会議、警察署単位での担当者会議を開催
し、情報共有を行い、途切れない支援や適切な措置を講じるための
連携に努めた。また、今後の方針として運営会議については「犯罪
被害者等支援推進協議会総会」と同時に開催することを県・県警で
協議した。

-

（県民活動生活課）
平素から情報共有等を図り、途切
れない支援や適切な措置を講じる
ため、今後も必要に応じて連携し
ていくこととした。

（生活安全企画課）
４年振りに運営会議を開催し、施
策遂行に有益な意見交換、情報共
有を行い、各種団体のより良い支
援・対応につながった。

継続

県民活動生活課
警察本部
生活安全企画課

25 1 ○

犯罪被害者等支援事業
（再掲【P20No.26】）

　「犯罪被害者総合窓口」や「性暴
力被害者総合ケアワンストップびわ
湖（SATOCO）」による犯罪被害者等
への支援に取り組むとともに、犯罪
被害者等を支える社会を形成するた
めの広報啓発および支援従事者の二
次受傷対策等を実施する。

犯罪被害者総合窓口を設置し、警察や関係機関との連携の下、被害
直後から適切な情報提供や電話相談、付添支援などを行った。
また、性暴力被害者の支援に特化し、24時間ホットラインをはじめ
とした総合的ケアを行う「性暴力被害者総合ケアワンストップびわ
湖(SATOCO)」による支援を行った。
○総合窓口　相談支援件数
令和６年度　　2,061件
令和５年度　　1,821件
令和４年度　　2,030件
　
○SATOCO　相談支援件数
令和６年度　　2,592件
令和５年度　　2,190件
令和４年度　　1,873件
　

(20,541)

犯罪被害に遭われた方やそのご家
族に対してニーズに応じた適切な
支援を実施するとともに、相談員
の二次受傷ケアカウンセリングに
より相談支援体制の充実に努め
た。

継続

県民活動生活課

26 1 ○

犯罪被害者等支援コー
ディネート事業
（再掲【P21No.27】）

専門的知識を有する支援コーディ
ネーターを配置し、被害直後から迅
速かつ的確な支援を受けることがで
きるように支援計画を策定するとと
ともに、関係機関と連絡調整を行
い、途切れのない支援を実施する。

専門的知識を有する支援コーディネーターを配置し、被害者に寄り
添った途切れのない支援を実施した。
○支援計画策定件数
令和６年度　　 57件
令和５年度　　 75件
令和４年度　　 52件

(4,027)

コーディネーターを配置し、被害
者等に寄り添った跡切れのない支
援を実施できた。

継続

県民活動生活課

29



Ⅱ-1

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－１　　分野別施策の推進　１　女性

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．人権の尊重と安心・安全な暮らしの実現
　 　２．あらゆる分野での実質的な男女共同参画の進展

　３．一人ひとりの多様な生き方・働き方の実現
　４．男女共同参画意識の浸透
　５．総合的・計画的な関連施策の推進

R7年度の実施状況
（継続・見直し・廃止・組替等）
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27 1

女性福祉対策事業費 子ども家庭相談センターにおける女
性の一時保護、施設保護およびこれ
に伴う運営を行う。

子ども家庭相談センターにおいて、要保護女性の一時保護および施
設保護を実施した。

①Ｒ６年度一時保護延べ人員
　要保護女子等　　　85名
　同伴家族　　　　　77名

②Ｒ６年度施設保護延べ人員
   要保護女子等　　　0名
　 同伴家族　　　　　0名

50,237

ＤＶ被害や性暴力、家庭破綻、貧
困等の悩みを抱える女性に対し、
適切に保護を実施することができ
た。

継続

中央・彦根子ど
も家庭相談セン
ター（子ども家
庭支援課）

28 1 ○

犯罪被害者支援事業
（再掲【P90No.20】）

犯罪被害者等の被害回復を図るた
め、被害者の手引の作成・配付、身
体犯罪被害者等に対するカウンセリ
ングの実施等、被害者の視点に立っ
た総合的な施策を推進する。

被害者の手引を配布し、被害者等へ各種相談窓口の情報提供、公費
負担制度や犯罪被害給付制度の概要を周知した。カウンセリングに
ついては152回（令和６年度末）実施した。また、年度始めの４月に
各警察署等で新規に指定された被害者支援要員に対する講習を実施
し、被害者による講演を行った。犯罪被害者等支援推進協議会につ
いては、６月の総会において遺族による特別講演を実施し、また11
月には実務担当者研修会を開催した。

(363)

行事を予定どおり開催することが
できた

継続

警察本部
警察県民セン
ター

29 1

犯罪被害者に対する支
援

犯罪被害に係る診断書料等の公費負
担や、性犯罪被害相談電話による性
犯罪の潜在化防止を図る。

犯罪被害に係る診断書料等を公費負担することにより、犯罪被害者
等の精神的、経済的負担軽減を図るとともに、性犯罪被害相談電話
による性犯罪被害の潜在化防止に努めた。

1,931

犯罪被害者に対する支援施策を実
施し、被害者の負担軽減を図るこ
とができた

継続 警察本部
警察県民セン
ター

30 1

女性マンション等防犯
ネットワーク事業

マンション管理事業者等による防犯
ネットワークを通じて、県内居住の
女性に対して防犯情報を提供し、各
種犯罪被害防止に向け注意を促す。

ネットワーク参加の事業者を通じて、県内のマンション等の居住者
に対し、定期的に防犯情報（なでしこ通信）を発信し、注意喚起し
た。
なお、その他にも、県警のホームページや防犯教室などの機会を通
じて、広く県民に対して各種犯罪被害防止に向け注意を促した。

-

定期的な防犯情報発信を行い、有
益な各種犯罪被害防止啓発を遂行
した。

継続

警察本部
生活安全企画課

31 2

女性の参画による防災
力向上事業

　地域防災力の向上のため、防災関
係組織への女性参画や、「女性の視
点」を通じてこれまでの防災対策の
見直しについて検討する。

　意見交換会を実施し、防災関係組織への女性参画や、「女性の視
点」を通じてこれまでの防災対策の見直しについて、有識者、防災
士、関係団体等と意見交換を行った。
　意見交換の内容を踏まえ、現在の防災で見落とされがちな課題・
対策を検討するとともに、在宅避難に関するワークショップフォー
ラムを開催し、近年注目されている在宅避難について、男女共同参
画の視点も踏まえて考える機会を設けた。
　これらで得られた内容について、啓発カード「しが防災プラスワ
ン」に追加予定

107

ワークショップフォーラムや意見
交換会を通じて得られた意見を活
用し、「しが防災プラスワン」の
更新に活用するなど、より効果的
な周知啓発につなげることができ
た。

継続

防災危機管理局

30
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令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－１　　分野別施策の推進　１　女性

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．人権の尊重と安心・安全な暮らしの実現
　 　２．あらゆる分野での実質的な男女共同参画の進展

　３．一人ひとりの多様な生き方・働き方の実現
　４．男女共同参画意識の浸透
　５．総合的・計画的な関連施策の推進

R7年度の実施状況
（継続・見直し・廃止・組替等）

担当課施策（事業）の評価№
人権施策

推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

32 1.2

安全・安心アプリ導入
事業

身近なエリアの不審者・事件情報等
を表示するマップ機能、現在地送信
機能、防犯ブザー機能、痴漢対策機
能等を備えた防犯アプリを導入し、
県民全体の犯罪抑止力を向上する。

　令和６年度は、警察活動、県や市町、民間企業との連携を図り周
知活動に努めた。また、アプリを通じて最新の犯罪、不審者、特殊
詐欺情報を掲載、通知することでユーザに対する犯罪の未然防止活
動を行った。
 ○主な周知事業
　・県および市町のホームページ、広報誌の掲載
  ・ＪＲ在来線各駅のデジタルサイネージへの投影
　・学生や保護者等へのチラシの配布
　・飲食店や大型商業施設のデジタルサイネージでの広報
　・周知用動画の作成
　・ＳＮＳやＷｅｂ広告の配信
　・県内企業２社のテイクフリーペーパー３回掲載
 ○ダウンロード関係
　令和６年度末 ダウンロード数：25,047件

7,221

　令和６年度末(令和７年３月31
日時点)のダウンロード数は、
25,047件であり、令和６年度の目
標ダウンロード数が14,000件で
あったことから達成済み(達成率
178％）となり、目標ダウンロー
ド数を24,000件に上方修正した。
その後、令和７年２月25日に上方
修正した目標値を引き続き、達成
したことから良好である。

継続

警察本部
生活安全企画課
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令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－２　　分野別施策の推進　２　子ども

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．社会全体で子育ち・子育てを応援
　 　２．社会的養護の推進

　３．子ども・若者の健やかな育ち
　４．不登校への対応
　５．いじめへの対応
　６．ひとり親家庭に対する支援の推進　
　７．子どもの貧困対策の推進
　８．総合的・計画的な関連施策の推進

1 1

「子ども県議会」開催
事業

県政に対する意見等の表明の場とし
て「子ども県議会」を開催し、子ど
もたちが自分の意見を発表できる機
会を設け、社会参画に対する意欲を
高める。

小学校4年生から中学3年生を対象に県政等に対する提言や意見を募
集し、40名の子ども議員を任命。
子ども議員の任命式1回、学習会8回を経て、12月25日に県議会議場
を使用して「子ども県議会」を開催。2月1日にふりかえり交流会も
実施した。

1,600

子ども議員40名が、学習会で学ん
だことや、日々の生活の中で考え
ていること等から、11の質問文と
子ども宣言を県議会議場で発表す
ることができた。ふりかえり交流
会において、子ども議員と県職員
が意見交換を行い、子どもたちが
自分の意見を発表できる機会を設
けることができた。

継続

子ども若者政
策・私学振興課

2 1 ○

子ども・子育て応援セ
ンター
（再掲【P15No.7】）

子育て情報の発信とともに、子ども
の抱える様々な問題への相談・支援
を行う。
電話相談・面談相談実施。

県内全域の青少年、子どもおよび家庭に関する問題等について、電
話および面談等による相談助言活動を行い、子育てや子どもの健全
育成を支援した。
　　相談件数（無言・いたずら除く）
　　　　令和6年度　　2,224件
　　　　令和5年度　　2,703件
　　　　令和4年度　　3,714件
　　　　令和3年度　  3,795件

(39,253)

県内全小・中・高等学校の児童・
生徒に相談カードの配布を行うと
ともに、広報誌、１人１台端末等
により周知を図り、子ども・青少
年やその保護者等の悩みを聴くこ
とができた。

継続

子どもの権利室

3 2

児童虐待防止対策事業 児童虐待の未然防止から、早期発
見・早期対応、子どもの保護・ケア
や親子関係の修復・家庭復帰、子ど
もの自立までの切れ目ない支援を行
う。

・オレンジリボンキャンペーン
　①街頭啓発　1回
　②企業・団体とのタイアップによる啓発　1回
　③企業等へのリボン等配布等　10,000部
　④児童虐待防止のための出前講座　20回
・24時間365日体制強化
・児童虐待相談等関係職員研修　7日間
　受講者　延べ1,044名
　対象者　市町職員、児相職員、児童福祉施設職員

11,329

オレンジリボンキャンペーンの啓
発を団体と協力して実施する等、
児童虐待防止に対して、県民の意
識醸成を図ることができた。

継続

子ども家庭支援
課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－２　　分野別施策の推進　２　子ども

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．社会全体で子育ち・子育てを応援
　 　２．社会的養護の推進

　３．子ども・若者の健やかな育ち
　４．不登校への対応
　５．いじめへの対応
　６．ひとり親家庭に対する支援の推進　
　７．子どもの貧困対策の推進
　８．総合的・計画的な関連施策の推進

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

4 2

児童養護施設等で暮ら
す子どもたちの社会へ
の架け橋づくり事業

児童養護施設等で暮らす子どもたち
に対して仕事体験を実施し、入所中
から働くことへの理解を深めて、子
どもの職業観を育成するとともに、
企業や地域社会の社会的養護への理
解を促進することにより、施設退所
後の自立した生活につなげていくこ
とを目的に、県社協にコーディネー
ターを配置し、就労体験事業を実施
する。

【協力事業所数】
　令和６年度　198社
　令和５年度　193社
　令和４年度　185社
　令和３年度　173社
【令和５年度の実績】
・仕事体験：参加児童数延べ11人　事業所数11社
　工場・職場見学：参加児童数延べ10人　事業所数 8社
・キャリアアップセミナー：参加児童数46人　　　施設職員等数35
人
・プロフェッショナルセミナー（中高生対象）※会場：児童養護施
設等５会場
：参加児童数46人　施設職員等数55人　事業所数22社
・プロフェッショナルセミナー　しがの子ども仕事体験PARK（小中
生対象）※会場：長寿社会福祉センター
：参加児童数54人　施設職員等数23人　事業所数12社　高校生ボラ
ンティア0名
・プレキャリアアップセミナー（児童養護施設職員、里親等対象）
※会場：：児童養護施設等５会場：施設職員等数95人

4,929

児童養護施設等で暮らす子どもた
ちに対して仕事体験を実施し、入
所中から働くことへの理解を深め
て、子どもの職業観を育成するこ
とにつながった。

継続

子ども家庭支援
課

5 1

青少年にふさわしい環
境づくり推進事業

青少年を健全に育成する良好な環境
をつくるため、市町への巡回指導お
よび青少年育成県民会議が実施する
啓発活動等に対して補助を行う。ま
た、青少年を取り巻く社会環境の浄
化を図るため、立入調査の実施、有
害図書・ビデオ等の指定など、条例
の効果的な運用を図る。

各少年センターに立入調査等の健全育成条例運用を委託し、県内全
域における効果的運用を図った。
・立入調査回数（17センター合計）： 年1650回
・包括指定の例示 ： 　 図書　130冊
県民会議に補助を行い、関係業者、団体、市町民会議に有害環境浄
化の指導、情報提供を実施。

1,278

図書等取扱店等に対し、立入調査
を実施、有害図書等を青少年の目
に触れさせない措置を講じるよう
指導を行い、青少年にとって有害
な環境を浄化した。

継続

子ども家庭支援
課

6 1

無職少年等非行防止対
策事業

少年補導に関する諸活動を総合的、
計画的に実施するための拠点である
少年補導センターの非行防止対策事
業に対し指導助成を行う。

県内17少年センターが実施した非行防止事業に対し事業経費等の補
助を実施
　・5,340回の街頭補導を行い、延べ11,901名を補導
　・延べ176名の無職少年を指導し、110名が就職または就学 18,786

就労に就けづずにいた概ね20歳未
満の者に対し、履歴書の書き方の
教示や運転免許取得のための学習
支援、就労体験等を通じ、就労に
つなげた。

継続

子ども家庭支援
課

7 1

非行少年等立ち直り支
援事業

非行を犯した少年を立ち直らせ、再
非行を防止するために、生活習慣の
改善、就学・就労の支援、家庭環境
の改善等に必要なプログラムを策定
し、個々の少年の非行程度や少年を
取り巻く環境に応じ、そのタイプに
あったプログラムによる体系的な支
援を行う。

県内９少年センターが実施した非行少年等立ち直り支援事業に対し
事業経費等の補助を実施
　・140名の少年を支援
　　→48名が就職、就学、生活改善等を達成
スタッフの資質向上のため研修会を実施（計２回）
県で選任した総合コーディネーターの訪問による個別案件に対する
指導助言の実施　９センター×年間3回

58,524

非行や非行に繋がるおそれのある
問題行動をとった少年に対して、
個々に応じた生活改善、就学、就
労支援等の構築を行い、目標達成
や就学、就労につなげた。

継続

子ども家庭支援
課
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表Ⅱ－２　　分野別施策の推進　２　子ども

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．社会全体で子育ち・子育てを応援
　 　２．社会的養護の推進

　３．子ども・若者の健やかな育ち
　４．不登校への対応
　５．いじめへの対応
　６．ひとり親家庭に対する支援の推進　
　７．子どもの貧困対策の推進
　８．総合的・計画的な関連施策の推進

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

8 1

家庭支援推進保育事業
費補助金

日常生活における基本的な習慣や態
度のかん養等について、保育を行う
上で特に配慮を必要とされる児童を
多数受け入れている保育所に対し
て､保育士の加配等に対して補助金
を交付する｡

加配保育士数33名
家庭支援活動31か所　※交付決定時点

39,250

日常生活における基本的な習慣や
態度のかん養等について、保育を
行う上で特に配慮を必要とされる
児童を多数受け入れている保育所
に対し、保育士の加配等に対し
て、必要な補助金を交付した。

継続

子育て支援課

9 1

放課後児童健全育成事
業

昼間保護者が家庭にいない小学生の
授業終了後の遊び場および生活の場
としての放課後児童クラブの運営費
に対して補助を行い、その健全育成
を図る。

県内の放課後児童クラブに対し、その運営にかかる経費の補助を
行った。
　令和６年度　●単位
　令和５年度  561単位
  令和４年度　535単位
　令和３年度　526単位
  令和２年度　507単位
　令和元年度　476単位
　平成30年度　445単位
　平成29年度　414単位

1,915,169

放課後児童クラブ実施にかかる運
営費を補助した。

継続

子育て支援課
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表Ⅱ－２　　分野別施策の推進　２　子ども

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．社会全体で子育ち・子育てを応援
　 　２．社会的養護の推進

　３．子ども・若者の健やかな育ち
　４．不登校への対応
　５．いじめへの対応
　６．ひとり親家庭に対する支援の推進　
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　８．総合的・計画的な関連施策の推進

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

10 1

放課後児童クラブ質の
向上研修事業

放課後児童支援員の認定および支援
員の資質の向上に加え、放課後児童
クラブの職場環境改善や事故防止を
目的とした研修を実施する。

　放課後児童支援員認定資格研修修了者数
　令和６年度　修了者数　304名
　令和５年度　修了者数　275名
　令和４年度　修了者数　237名
　令和３年度　修了者数　237名
　令和２年度  修了者数　213名
　令和元年度　修了者数　265名
　平成30年度　修了者数　286名
　平成29年度　修了者数　276名

8,343

放課後児童支援員の認定および支
援員の資質向上を行うとともに、
放課後児童クラブでの安全管理対
策推進等を行った。

継続

子育て支援課

11 1

施設型給付・地域型保
育給付

保育所等に係る給付費の支給に要す
る費用等の一部を負担する。

市町の認定を受け、教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育
所）を利用した場合の給付
特定教育・保育施設　・・・247施設
市町の認定を受け、地域型保育（家庭的保育事業、小規模保育事
業、事業所内保育事業）を利用した場合の給付
地域型保育事業　・・・132か所

8,380,207

保育所等に係る給付費の安定的な
支給を行った。

継続

子育て支援課

12 1

子育て支援施設等利用
給付

認可外保育施設、一時預かり、病児
保育等に係る利用給付費の支給に要
する費用等の一部を負担する。

市町の確認を受け、認可外保育施設等を利用した場合の利用料を無
償化
○補助対象施設
　・新制度未移行幼稚園…　５施設
　・認可外保育施設…  66施設
　・預かり保育事業… 217施設
　・一時預かり事業… 166施設
　・病児保育事業…  22施設
　・子育て援助活動支援事業…  13施設

73,243

認可外保育施設、一時預かり、病
児保育等に係る利用給付費の支給
に要する費用等の安定的な支給を
行った。

継続

子育て支援課

13 1

淡海子育て応援団 企業に子育てを応援するサービスの
実施等を働きかけ、賛同する企業を
「淡海子育て応援団」」として登録
し、その情報を県民に発信すること
により、子育て家庭を社会全体で支
援する機運の醸成を図る。また、切
れ目のない子育て支援サービスを真
に支援が必要な親子または子どもや
保護者に届け、子どもの健やかな成
長および児童虐待の未然防止を図
る。

協力事業所数
　令和６年度末　2,331店舗
　令和５年度末　2,335店舗
　令和４年度末　2,300店舗
　令和３年度末　2,256店舗
  令和２年度末　2,158店舗

3,889

子育てを応援するサービスの実施
や、子育て中の親子が気軽に外出
できる環境づくりなどの取組を広
く企業や店舗に働きかけるととも
に、その趣旨に賛同した企業等を
応援団として登録し、社会全体で
子育て世帯を応援する機運の醸成
を図った。

継続

子ども若者政
策・私学振興課
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施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

14 1

病児・病後児保育事業 保育所に通所中等の児童が発熱等の
急な病気になった場合に、病院等に
付設された専用スペースや児童が通
う保育所で病児・病後児保育を実施
する。

実施個所数
　令和６年度　●か所（令和７年６月４日頃把握予定）
　令和５年度　118か所
　令和４年度　111か所
　令和３年度　108か所
　令和２年度　75か所
　令和元年度　70か所
　平成30年度　65か所
　平成29年度　51か所

254,982

病児・病後児保育事業実施にかか
る運営費を補助を行った。

継続

子育て支援課

15 1

子育て支援員養成事業 子ども・子育て支援新制度において
拡充された多様な保育サービスを担
う人材を確保し、資質の向上を図る
ため、子育てが一段落した地域の人
材を子育て支援員として養成する。

研修修了者数
　　　　　　　　基本研修　　　専門研修
　令和６年度　　　110名　　　　　221名
　令和５年度　　　107名　　　　　196名
　令和４年度　　　145名　　　　　203名
　令和３年度　　　133名　　　　　198名
　令和２年度　　　121名　　　　　162名

4,425

令和6年度の研修終了者数は令和5
年度より基本研修が3名、専門研
修が25名増加となり、地域におけ
る子育て支援の担い手となる支援
員の資質の確保を図る目的を一定
達成することができた。

継続

子育て支援課
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　６．ひとり親家庭に対する支援の推進　
　７．子どもの貧困対策の推進
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新規 再掲 施策（事業）名

16 1

保育士笑顔サポート事
業

保育士養成校卒業者の県内保育所へ
の就職促進や潜在保育士の就職支援
（保育人材バンク事業により実施）
を行うとともに、県内保育所に勤務
する保育士の就労継続をサポートす
る相談・助言体制を備えた「保育
士・保育所支援センター」を設置す
るなど、県内保育所に就労する保育
士の安定的な確保を図る。

保育士・保育所支援センターを運営し、潜在保育士や養成校卒業者
の県内保育所等への就職促進、現任保育士の就労継続のサポート等
により、保育士の確保を図った。
実施状況(令和７年３月末時点）
　相談件数　延べ415件
  就業継続支援研修　受講者数　延べ317名
　若手保育士保育士合同研修・交流　受講者数　延べ199名
　支援センター事業による就労保育士数　150名
  再就職支援研修　受講者数　延べ69名
　保育補助者向け研修　受講者数　延べ42名
　就職説明会　７回開催、参加者数　延べ390名

35,753

支援センター事業による就労保育
士数は令和５年度実績として、
119名であったのに対して、令和
６年度は150名と+31名増加とな
り、県内保育所に就労する保育士
の安定的な確保を図る目的を一定
達成できた。

継続

子育て支援課

17 1

延長保育促進事業 保育所・認定こども園や小規模保育
事業等において、保育短時間認定、
保育標準時間認定を超えた保育をす
る実施する事業に対して補助する。

実施個所数(民間)
　令和６年度　●か所
　令和５年度　227か所
　令和４年度　213か所
　令和３年度　205か所
　令和２年度　204か所
　令和元年度　194か所
　平成30年度　181か所
　平成29年度　173か所

86,247

保育所・認定こども園や小規模保
育事業等において、保育短時間認
定、保育標準時間認定を超えた保
育をする実施する事業に対して補
助を行った。

継続

子育て支援課

18 1

子どもの笑顔はぐくみ
プロジェクト

子どもを真ん中に置いた地域づくり
活動に対する立ち上げ支援や、運営
のサポート、物資の提供、事業への
人的協力（ボランティア）など、さ
まざまな支援を公私協働で行う。

令和6年度
子ども食堂開設数：231カ所（令和7年3月末時点）
子どもの笑顔はぐくみプロジェクトスポンサー数：454企業・団
体、161名（令和7年3月末時点） -

スポンサーの方々から現金、金
券、物品などの支援を多数いただ
き、子どもたちの居場所づくりに
広がりが見られるとともに、活動
の充実が見られた。

継続

子ども若者政
策・私学振興課

19 1

滋賀県進路保障推進協
議会補助金

新規学卒者の就職等進路保障に関す
る課題の解決を図るため、進路保障
推進協議会に係る人件費および運営
費に対して補助金を交付する。

関係機関と連携した取組が行われた。
代表者会議 1回、幹事会議 2回
事務局会議 4回
就職相談会実行委員会 4回
夏季企業研修 22事業所
夏季企業研修総括会議 1回
自衛隊滋賀地方協力本部との研修会　1回

5,040

事業補助により左記の取組を円滑
に行うことができた。これによ
り、進路保障に係る課題解決に努
めた。また、左記以外にも各種学
校からの相談等に乗ることができ
た。

継続

人権教育課
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20 1

学校・家庭・地域の連
携による教育支援活動
促進事業（地域ぐるみ
の学校安全体制の整
備）

各市町には、事業の実施主体とし
て、スクールガード・リーダーによ
る巡回訪問をはじめ、地域の実情に
沿った効果的な取組を、スクール
ガード活動の充実と継続に向けて推
進していただく。県教育委員会は、
スクールガード活動全体への支援を
行い、スクールガード登録者数の
26,000名体制を維持できるよう取り
組んでいく。

　県内公立小学校98校へスクールガード・リーダーを派遣し、ス
クールガード（学校安全ボランティア）の方々をはじめ、教職員や
保護者の指導や校舎内外等のパトロールを行った。
　県教育委員会はスクールガード活動への支援を行い、スクール
ガード登録者数は、26,749名を確保できた。（令和４年度25,805
人、令和５年度25,379人）

3,823

コミュニティ・スクールが立ち上
がったことで地域の見守り体制が
より強固なものになっているとこ
ろもあるが、高齢等の理由のため
経験のあるスクールガードは減少
している傾向にある。保護者がス
クールガードになっていただいて
いる例もあるが、我が子の進学に
合わせてやめてしまうというケー
スもあり、継続してスクールガー
ドを確保していくことに対し市町
への支援が必要であると考える。

継続

保健体育課

38



Ⅱ-2

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－２　　分野別施策の推進　２　子ども
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（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
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新規 再掲 施策（事業）名

21 1

少年補導職員カウンセ
リングセミナー事業

被害少年に対するカウンセリング等
の支援を積極的に行うため、専門的
な知識や技能の向上を図る。

専門的知識や技術を更に向上させるため、少年補導職員がカウンセ
リングセミナーの受講や研修会に参加した。

310

少年支援を担当する職員の専門的
知識向上のため、積極的に外部研
修を受講した結果、少年の発達特
性の理解が深まり、立ち直り支援
に一定の成果が見られた。

継続

警察本部少年課

22 1

少年サポート事業 警察本部少年課少年サポートセン
ターを核として、大学生ボランティ
ア等との連携の下、少年補導職員に
よる少年相談や不良行為少年等に対
する継続補導、被害少年に対する継
続支援等の少年サポート事業を推進
する。

少年サポートセンターにおいて少年補導職員による少年相談、非行
少年等の継続補導や被害少年等に対する継続支援を行った。
　　　継続補導・継続支援　  　 87名（令和６年度末）

1,951

少年に対する個別支援プログラム
に各種体験活動を取り入れるな
ど、継続的な支援を実施した結
果、少年の問題行動の改善等に効
果が見られた。

継続

警察本部少年課

23 1

社会全体で犯罪被害者
等を支える取り組み推
進事業

犯罪被害者遺族を講師として、県内
の中学校、高校、専門学校、大学等
で講演を開催し、被害者の置かれた
立場や心情への理解を図り、社会全
体で犯罪被害者等を支える気運を醸
成するとともに、受講者の規範意識
向上を図るもの。

中学校２校及び高校２校の合計４校に対して実施し、聴講生は４校
の合計1,866名であった。

60

講演の実施前と実施後でアンケー
トを実施したところ、実施前より
も相手の気持ちや立場に立って物
事を考えることができるようにな
るなど、意識の変化が見られた。

継続

警察本部警察県
民センター

24 1,3 ○

子どもの居場所づくり
支援体制強化事業

子どもの居場所づくりを支援する事
業推進員を配置し、地域特性に応じ
た居場所の立ち上げ支援、居場所に
おける多機能化の促進、支援者や運
営者への伴走支援を行う。

新規立ち上げ：4市7か所
居場所における多機能化：5市町14か所

10,425

各市町・支援者のニーズに合わ
せ、伴走支援を行いながら居場所
の開拓および充実を図ることがで
きた。

継続

子どもの育ち学
び支援課

25 4

美ココロ・パートナー
シップ事業

様々な事情により、学校が行う文化
プログラムに参加しにくい状況にあ
る、適応指導教室や不登校の児童生
徒等を対象に、文化芸術体験プログ
ラムを提供し、様々な文化芸術に触
れる機会を提供することにより、子
どもたちの豊かな心を育む。

県内小中高等学校等の児童・生徒などに対し文化芸術に触れる体験
授業を実施している滋賀次世代文化芸術センターにおいて、適応指
導教室や不登校の児童生徒等を対象に、文化芸術体験プログラムを
実施した。
　プログラム実施件数：41件
　参加児童数：353人

2,038

講師やスタッフ間で状況を共有し
ながら臨機応変に対応したこと
で、児童生徒等が自発的に準備・
片付けや交流をする様子が見ら
れ、文化芸術を通じて子どもたち
の成長を支援することができた。

継続

文化芸術振興課

39
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26 4 ○

「滋賀県子ども・若者
総合相談窓口」設置事
業（再掲
【P15No.8】）

ニート、引きこもり、不登校、発達
障害者等、社会生活を円滑に営む上
で困難を有する子ども・若者の総合
相談窓口を開設し、相談支援ととも
に、適切な支援機関へつなぐ。

ニート、ひきこもり、不登校など、社会生活を営む上で様々な悩み
をお持ちの方（小学生から概ね３９歳まで）や家族、支援者、学校
等関係機関の方を対象に相談事業を実施した。
　電話相談：令和6年度　512　件（R7年3月末時点）
　来所相談：令和6年度　181　件※オンライン含む
※思春期相談（摂食障害、自傷、PTSD）、ひきこもり相談（6か月
以上交流なし、所属なし）を除く。

(3697)

子ども若者の複合的な問題に対し
て、精神保健の知識を含む専門的
アセスメントと多分野の支援機関
との連携した継続的な支援を行う
ことができた。

継続

子どもの育ち学
び支援課

27 4 ○

不登校COCOLOプラン関
連事業（学び・居場所
サポート情報提供調査
委託）

県内の学びの場や居場所に関する民
間施設等の情報を整理し、ホーム
ページに掲載することで保護者等の
民間施設等への理解を促進し、学校
内外の専門機関等で相談・指導を受
けていない不登校児童生徒の支援に
つなげる。

80施設・団体から協力を得ることができ、その情報を「滋賀の多様
な居場所・学びの場リーフレット」（電子版）に整理し、県ホーム
ページに掲載した。（2月13日公開）

1,694

県内のフリースクール、居場所、
親の会等だけでなく、公的支援機
関や医療情報、子どもの接し方に
関する特集等をリーフレットに整
理したことで、学校に行きづらい
子どもやその保護者のみなさんが
安心して支援につながることがで
きる一助となることができた。

継続

子どもの育ち学
び支援課

28 4

不登校児童生徒の学級
への復帰支援

別室へ登校する児童生徒への学習指
導や復帰プログラムの作成などの対
応のため専任の教員をあて、その後
補充として臨時講師（小学校10名、
中学校13名）を配置する。

小学校10校、中学校13校の別室指導推進校では、小学校10校全体で
171名中144名、中学校13校全体で225名中120名に教室復帰等の改善
がみられた。

147,633

不登校児童生徒の学級への復帰支
援について、専任教員を配置した
ことにより、推進校における教室
復帰等の改善が見られた。

継続

教職員課
幼小中教育課

29 4

心の教育相談センター
事業費

不登校についての専門性のある公認
心理師・臨床心理士や精神科医が、
児童生徒、保護者や担当教員に対し
て、不登校や行きしぶりについての
面接による相談（来所相談）や電話
相談およびオンライン相談を行う。

相談者の状況に応じた適切な相談や学校等関係機関との連携によ
り、多くのケースで不登校の状況が改善した。令和６年度は、来所
相談を受けた高校生のうち86％の生徒が、学校復帰やより適切な進
路選択をすることができた。

対応の状況（令和６年度延べ数）
　相談総数　750人 （内訳：来所相談313人、電話相談437人）
 　学校等関係機関連携数　430人

13,991

児童生徒、保護者や担当教員に対
して面接による相談（来所相談）
や電話相談を行い、不登校や行き
しぶりの背景や本人の希望を探
り、本人の課題を整理して自己理
解を促しながら次に踏み出せるよ
うにすることができた。

継続

幼小中教育課
（心の教育相談
センター）

30 4,5

スクールカウンセラー
等活用事業

専門的な知識をもつ公認心理師や臨
床心理士等を公立小学校35校とすべ
ての公立中学校・義務教育学校・高
等学校に配置するとともに､中学校
区内の小学校に派遣し、児童生徒へ
のカウンセリング､教員への指導・
助言にあたる。

令和６年度の実績は小学校35校、中学校全96校、義務教育学校全２
校と県立高等学校全46校、特別支援学校５校に105名のスクールカ
ウンセラーを配置｡児童生徒･保護者から14,933件、教職員から
24,526件の相談と、1,015回の校内研修を実施｡スクールカウンセ
ラーが関わった不登校児童生徒1,226名のうち775名（63.2％）の状
況が好転した｡

183,925

学校内の教育相談体制を充実さ
せ、課題を抱える児童生徒や保護
者の支援につなげることができ
た。

継続

幼小中教育課

40
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31 4,5

スクーリング・ケアサ
ポーター事業

不登校（傾向）児童に多様な学びの
場を確保し、適切な支援を行えるよ
う、各市町が大学生等をケアサポー
ターとして家庭、教育支援セン
ター、小学校へ派遣する事業に対し
て支援する。

※令和６年度の実績については、現在集計中のため、前年度の実績
を記載している。達成度についても現在のところ評価不能とする。
多様な学びの場を確保し、適切な支援を行うことを目指し、子ども
と年齢の近い大学生等を派遣した。支援した多くの児童に好転が見
られた。
11市4町に派遣した。
（令和５年度は延べ109名を、延べ19,100時間派遣した。）

―

困難な状況にある児童に対して、
子どもと年齢の近い大学生等が関
わりを持つことで、「表情が明る
くなる」「教育支援センターに通
所できた」「教室に行くことがで
きた」等の好転につなげることが
できた。

継続

幼小中教育課

32 4,5

スクールソーシャル
ワーカー活用事業

不登校等の課題の大きい小学校にス
クールソーシャルワーカーを配置
し、子ども支援の充実を図るととも
に教員の実践力を高める。

37小学校にスクールソーシャルワーカーを配置。また、市町内活用
および緊急派遣等で支援した学校を含めると、201校（小学校124
校、中学校54校、高等学校13校、特別支援学校10校）に派遣した。 58,945

37小学校にスクールソーシャル
ワーカーを配置し、困難な状況に
ある児童の取り巻く環境の調整・
改善を図ることができた。

継続

幼小中教育課

33 1.4,5

ひとり親家庭総合サ
ポート事業

ひとり親家庭の就業を促進するた
め、雇用の開拓や就業相談、就業支
援講習会の実施、就業情報の提供等
一貫した支援サービスを実施する。
また、ひとり親家庭と市町や様々な
支援機関と連携させるコーディネー
ト機能をもった総合的なサポートセ
ンター体制を構築し、ひとり親家庭
の自立および子どもの貧困対策を推
進する。

令和６年度　114名就業
令和５年度　121名就業
令和４年度　100名就業
令和３年度　128名就業
令和２年度　144名就業

23,220

就業相談、就業支援講習会、就業
情報の提供などを行い、ひとり親
家庭の就業を促進した。また、サ
ポートセンターを中心にひとり親
家庭支援における関係機関と市町
との連携を強化した。

継続

子ども家庭支援
課

34 6

ひとり親家庭等日常生
活支援事業

ひとり親家庭の父・母等が、疾病や
仕事などによって、一時的に生活援
助や保育等が必要な場合、家庭生活
支援員を派遣し、家事や子どもの世
話などの支援を行う。

令和６年度　　　 9件、延べ  44日派遣
令和５年度　　　43件、延べ  188日派遣
令和４年度　　　45件、延べ  138日派遣
令和３年度　　　51件、延べ  214日派遣
令和２年度　    62件、延べ　191日派遣

439

利用者は減少傾向にあるものの、
ひとり親家庭に対して家事援助や
育児支援等の生活支援を提供し、
その役割を一定程度果たした。

継続

子ども家庭支援
課

35 1

つなぐ・みがく子ども
の居場所づくり支援事
業

人と安全・安心につながり続けるこ
とができる居場所のひろがりや子ど
もを真ん中においたソーシャルサ
ポートネットワークの創設、充実を
支援する。

・行政職員および市町社協職員等を対象としたワークショップを実
施し、子ども食堂における課題を共通認識し、それぞれの立場でで
きることを考える機会を設けた。（年３回）
・子ども食堂等実施団体を対象とした交流会・研修会を実施し、子
ども食堂同士は情報交換を行い、好事例の共有やお互いの課題解決
を目指す機会を設けた。（年３回）

2,400

ワークショップで、行政職員や市
町社協職員が日頃の子どもたちの
様子から見取った居場所に関する
思いや考えを交流し、共有でき
た。また、交流会・研修会では、
他府県の好事例を発表いただき、
県内の子ども食堂実施団体に共有
することができた。

継続

子ども若者政
策・私学振興課
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36 1 ○

生きぬく力の礎育み事
業
（再掲【P4No.5】）

困難な状況にある子どもと家庭を支
援するため、学校・園・所・関係機
関、家庭および地域社会との持続可
能な連携体制を図るとともに、子ど
もたち一人ひとりが大切にされる居
場所づくり、自己有用感・自己効力
感等を味わうことのできる出番づく
りに取り組むことによって、生きぬ
く力の礎となる自尊感情を育む。

子どもの生活と学ぶ意欲を支える基本となる自尊感情を高める取組
を推進するとともに、その成果を推進学区に広げた。
　　事業実施　　　　　　 ３０学区
　　推進学区事務局会　　 ３回
    いしずえ交流研究会　 ５回  参加者５１９名

(3,172)

推進学区において、全体会や部
会、いしずえ検討会議等を行い連
携体制が強化された。また、自尊
感情を推し量る指標である「自分
にはよいところがあると思います
か」に肯定的に回答した児童生徒
の割合は着実に上昇した。いしず
え交流研究会では、推進学区の取
組報告を行い、成果等を県域に広
げることができた。

継続

人権教育課

37 1

「すまいる・あくしょ
ん」普及啓発事業

子どもたちの笑顔を増やすための行
動様式「すまいる・あくしょん」に
基づき、子どもたちや関係者の行動
変容を促すための普及啓発を行う。

・こども家庭庁との共催により「こどもまんなかアクションリレー
シンポジウム」を実施。企業・団体等の子ども・若者に関する取組
事例の発信や意見交換を行った。（参加者数：117名）
・「すまいる・あくしょんフェスタ」の実施により、企業・団体等
と連携し、子どもたちに様々な体験を提供。（参加者数：約1,000
名）
・子ども連れや妊娠中の方の外出にやさしい取組の普及啓発や民間
事業者への補助金の交付を実施。
・「すまいる・あくしょん」宣言登録企業団体数：181（累計）

7,000

子ども・子育てにやさしい取組事
例の共有や啓発事業への参画等に
より、地域や企業・団体等におい
て、「すまいる・あくしょん」の
理解が深まり、子ども・子育てを
応援する取組の推進に繋がった。

継続

子ども若者政
策・私学振興課

38 7

生活困窮世帯の子ども
の学習支援事業

貧困の連鎖を断つことを目的に、生
活保護受給世帯等の中学生を対象に
学習支援を実施する。

郡部において生活困窮者世帯の子どもの学習・生活支援を委託実
施。
【利用実績】
日野町：中学3年生:12名（内1名は欠席継続中）、高校1年生:2名
中学卒業後進学が未定の子ども:１名
愛荘町：中学1年生:3名、中学2年生:4名、中学3年生:7名、高校1年
生:1名

4,595

中学３年生全員が進学することが
できた。

継続

健康福祉政策課

39 1

非行・被害防止教室の
実施

学校現場において、児童生徒への
「万引きや薬物乱用防止」「SNS等
の適切な利用」等に関する非行・被
害防止教室を、対面型やオンライン
配信で実施する。

関係ボランティア等と連携し、県内の各教育現場（小中高）におい
て、児童や保護者等に対し、対面型やオンライン配信による非行・
被害防止教室を実施した。

　令和６年度末　実施数
　　・非行防止教室等　　　406校　　463回

1,896

各種教室を受講した児童生徒や保
護者からは犯罪や薬物事犯に対す
る危機意識や規範意識の高揚に関
する感想が寄せられており、また
増加傾向にあった非行少年数にも
歯止めがかかるなど、その効果が
見られた。

継続

警察本部少年課

42
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40 1 ○

安全・安心アプリ導入
事業
（再掲【P32No.32】）

身近なエリアの不審者・事件情報等
を表示するマップ機能、現在地送信
機能、防犯ブザー機能、痴漢対策機
能等を備えた防犯アプリを導入し、
県民全体の犯罪抑止力を向上する。

　令和６年度は、警察活動、県や市町、民間企業との連携を図り周
知活動に努めた。また、アプリを通じて最新の犯罪、不審者、特殊
詐欺情報を掲載、通知することでユーザに対する犯罪の未然防止活
動を行った。
 ○主な周知事業
　・県および市町のホームページ、広報誌の掲載
  ・ＪＲ在来線各駅のデジタルサイネージへの投影
　・学生や保護者等へのチラシの配布
　・飲食店や大型商業施設のデジタルサイネージでの広報
　・周知用動画の作成
　・ＳＮＳやＷｅｂ広告の配信
　・県内企業２社のテイクフリーペーパー３回掲載
 ○ダウンロード関係
　令和６年度末 ダウンロード数：25,047件
　

(7,221)

　令和６年度末(令和７年３月31
日時点)のダウンロード数は、
25,047件であり、令和６年度の目
標ダウンロード数が14,000件で
あったことから達成済み(達成率
178％）となり、目標ダウンロー
ド数を24,000件に上方修正した。
その後、令和７年２月25日に上方
修正した目標値を引き続き、達成
したことから良好である。

継続

警察本部生活安
全企画課
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表Ⅱ－３　　分野別施策の推進　３　高齢者

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．誰もが生き生きと活躍できる共生社会づくり
　 　２．認知症の人や家族等が自分らしく暮らす地域づくり

　３．暮らしを支える体制づくり
　４．総合的・計画的な高齢者施策の推進

1 1

ねんりんピックびわ
こ・レイカディア県民
大会

高齢者の健康づくり、生きがいづく
りに対する意識の高揚を図るため、
健康と福祉と文化に関するイベント
の実施を支援する。

スポーツ等交流大会への支援

6,061

各競技団体によるスポーツ大会の
運営に対しての補助やねんりん
ピックへの選手団派遣等により、
高齢者の健康づくり、生きがいづ
くりを支援した。

継続

医療福祉推進課

2 1

レイカディア大学開催
事業

高齢者に新しい知識と教養を身につ
けるための学習機会を提供し社会参
加を促すとともに、社会活動や地域
づくりの担い手を養成する。

実践的な地域活動につながるカリキュラムにより、地域の担い手養
成を行うことができた。
・受講者 　389名
・草津キャンパス　県立長寿社会福祉センター
・彦根キャンパス　アル・プラザ彦根 32,211

令和５年度調査では、「卒業生の
うち地域活動を行っている人」の
割合が88.1％と高い結果となっ
た。また令和６年10月入学にかか
る学生募集でも、両キャンパスと
もに定員を上回る応募者となって
いる。

継続

医療福祉推進課

3 1

老人生きがい対策費 高齢者の健康、生きがいづくり推進
事業、地域社会貢献事業等、老人ク
ラブが行う活動を支援する。

1 老人クラブ活動費等補助
2 滋賀県老人クラブ連合会事業費補助
3 老人クラブ生活支援サポーター養成事業
4 老人クラブ等介護予防活動支援事業 48,290

県内19市町や県老人クラブ連合会
を通じて、老人クラブが行う老人
クラブについて、活動費補助や健
康づくり、生活支援サポーター養
成、介護予防等に補助を行い、活
動の推進につなげた。

継続

医療福祉推進課

4 1

情報、資料の収集・提
供・相談事業

インターネットを用いた中高年者の
仲間づくり、生きがいづくりの支援
システムを運営するとともに地域社
会の活動に主体的に参画する中高年
者を養成し、その社会参加を支援す
る。

1  「びわこシニアネット」ホームページの運営・充実
2 情報誌の発行　　レイカディア通信（年2回、3,600部・3500部）
他

4,626

ホームページの更新や情報誌の発
行により各種情報を発信し、中高
年者の社会参加につなげた。

継続

医療福祉推進課

5 1

地域支援事業推進のた
めの市町支援事業

地域包括ケアシステム構築に資する
人材を対象とした研修や情報交換等
を実施し、各市町の地域支援事業の
円滑な推進を図る。

・市町に対して、地域ケア会議に係るヒアリングを実施した。
・市町の地域課ケア会議実施状況調査を実施し、結果を共有した。
・国の伴走支援を活用して、地域ケア会議に課題を感じている町に
対して個別支援を実施した。
・介護予防担当者向けの研修会を実施した。

1,304

地域ケア会議に課題を抱えている
市町が多いため、国の伴走支援や
ヒアリングを行い、市町の課題解
決につなげた。

継続

医療福祉推進課

6 1

高年齢者等労働能力活
用事業

シルバー人材センター事業への補助
および家内労働等各種情報の収集・
提供により、高年齢者等の多様な就
業機会の確保、充実を図る。

・臨時的・短期的な就業を希望する高年齢者に対し、希望に応じた
就業の機会を組織的に提供するシルバー人材センター事業に対し、
補助金を交付することで、センターの育成を図った。
シルバー人材センター就業延べ人員
 令和６年度　　　981,849人日
 令和５年度　　  999,380人日
 令和４年度　　1,024,956人日

・家内労働等各種情報の収集・提供により高年齢者等の多様な就業
機会の確保・充実を図った。

8,368

シルバー人材センター事業への補
助により、県内高齢者の就業機会
の拡大と生きがいの充実を図り、
能力を活かした豊かな地域社会づ
くりに寄与することができた。
また、家内労働等各種情報の収
集、提供により高年齢者等の多様
な就労機会の確保、充実に務める
ことができた。

継続

労働雇用政策課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－３　　分野別施策の推進　３　高齢者

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．誰もが生き生きと活躍できる共生社会づくり
　 　２．認知症の人や家族等が自分らしく暮らす地域づくり

　３．暮らしを支える体制づくり
　４．総合的・計画的な高齢者施策の推進

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

7 1 ○

農業・農村男女共同参
画推進事業
（再掲【P27No,15】)

農村高齢者の役割を明確化し、その
能力活用や活躍の場づくりを促進す
るとともに高齢者によるむらづく
り・地域の活性化を図る。

「農の匠」交流会は新規認定者が無かったためR6年度の開催はな
かった。

(219)

ー 見直しして組替
（「農の匠」について、新規認定
は行わないが、制度としては当分
の間継続する）

みらいの農業振
興課

8 1

ユニバーサルデザイン
推進事業

2025年の国民スポーツ大会・全国障
害者スポーツ大会開催をユニバーサ
ルデザイン普及の好機として捉え、
淡海ユニバーサルデザイン行動指針
の基本理念や目指す方向を踏まえ、
ユニバーサルデザインの理解促進や
取組推進を図ることとする。

・県内観光施設等のバリアフリー調査
　県内の障害当事者団体と協働して、県内の人気観光施設や飲食店
100箇所程度のバリアフリー調査を実施して、障害当事者団体が運営
するホームページ（旅しがstyle!）に掲載する。

・だれもが見やすい印刷物の手引き改定
　平成22年度に作成した「だれもが見やすい印刷物の手引き」につ
いて、障害のある方や子ども、外国人とそれぞれの視点から当事者
や当事者団体に意見を伺い、反映を行う。
　また、印刷物だけでなく、ホームページや音声コードの作成、会
議への当事者の参画における配慮などの内容の充実を図り、実用的
な手引きを作成する。

4,237

県内観光施設等の調査箇所数は１
４４箇所であり、掲載が可能な施
設については、すべて掲載済みで
ある。
こうした、県内のバリアフリーの
状況を発信することで、だれもが
滋賀県の観光地等を訪れやすくな
るような環境を拡充するととも
に、バリアフリーやユニバーサル
デザインへの関心にも寄与でき
た。
また、だれもが見やすい印刷物の
手引きを当事者の意見を参考にす
ることで、より実効性のある手引
きへと改定できた。

一部見直し
（令和６年度に調査した内容や策
定した手引きを関係機関や県民に
広げていけるような取組を予定）

健康福祉政策課

9 1

福祉のまちづくり推進
事業

だれもが住みたくなる福祉のまちづ
くりの推進およびユニバーサルデザ
インの普及啓発を推進する。

パーキングパーミット制度の推進
駐車区画数
　　車いす優先区画　1,259区画
　　思いやり駐車区画　669区画
利用証発行数（３月末時点）
　　車いす優先区画用　389枚
　　思いやり駐車区画用　1,787枚

568

地域の民生委員児童委員協議会と
協力の上、地域において制度案内
のチラシ配布を行い、普及啓発を
推進することができた。

継続

健康福祉政策課

10 1

福祉用具センター運営
事業

高齢者や障害者のよりよい生活を支
援するために福祉用具の展示や使用
方法に関する相談対応等を行う福祉
用具センターを運営する。

（令和７年３月末時点）
１　福祉用具の展示・相談・普及に関する事業
・福祉用具に関する相談件数　118件
・団体見学の対応件数　17件
２　福祉用具等の改造および製作ならびに技術の開発業務
・福祉用具の改造・製作件数　10件
３　福祉用具・住宅改修等に関する研修実施業務
・主催研修　開催回数　32回　参加人数　654人
・外部団体等からの依頼研修　5件　参加人数　109人
４　その他福祉用具センターの設置の目的を達成するために必要な
業務
・高齢者疑似体験セットの貸出　3件

50,107

運営管理目標の達成状況
①年間利用者5,215人以上
⇒2,699人
②年間施設利用料収入1,136,050
円以上
⇒942,000円
③福祉用具改造・製作の依頼から
作業の完了まで３週間以内
⇒すべて３週間以内に完了
④研修等参加者の満足度90%以上
⇒96.3%

継続

健康しが推進課
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表Ⅱ－３　　分野別施策の推進　３　高齢者

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．誰もが生き生きと活躍できる共生社会づくり
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施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

11 3

要介護認定等介護保険
推進事業

介護保険制度の円滑な運営を図るた
め、各市町で実施される要介護認定
が適正かつ公正に行われるよう、認
定調査員や審査会委員等の資質の向
上を図るため、各種の研修事業を実
施する。

1 認定調査員研修　　65名
2 審査会委員研修　　48名

357

新規に認定調査に従事される者に
対して認定調査員研修を実施し、
必要となる知識を伝えることがで
きた。また、介護認定審査会委員
に委嘱される者に対して審査会委
員研修を実施し、必要な知識を伝
えることができた。

継続

医療福祉推進課

12 3

介護保険サービスの質
の確保と向上支援事業

事業者によるサービス評価の取組や
資質の向上のための取組、利用者が
サービス選択の際に必要な情報の公
表等の取組を推進する。

1 苦情対応の円滑推進事業
2 介護サービス情報の公表環境整備事業
3 外部評価調査員研修事業
4 サービス評価推進事業

4,769

介護保険サービスの利用に関する
苦情処理業務を行うための体制整
備にかかかる補助をはじめ、各事
業について適切に実施した。

見直し（苦情対応の円滑推進事業
について、実績に見合った補助額
へと見直しを行った。） 医療福祉推進課

13 3

介護サービス従事者資
質向上事業

介護サービス事業所の管理者や従事
者を対象とした研修事業を支援し、
広く、介護職員の質の向上を図り、
利用者のニーズに応じた介護サービ
スを提供する。

介護サービス事業所・施設管理者等研修会
開催日：令和7年3月7日（アーカイブ配信あり）
内　容：「同和問題解決への歩みと現状～差別しないから関係な
い？～」
参加者：のべ441名（ウェブ参加・アーカイブ配信含む）

6,500

介護サービス事業者の管理者層に
研修を行い、トップ層に正しい人
権意識を持ってもらうことができ
た。

継続

医療福祉推進課

14 3

老人福祉施設職員研修
事業費補助金

　老人福祉施設に求められる今日的
な役割への対応に必要となる人材の
育成などをテーマにした研修を実施
し、サービスの質の向上を含む施設
機能の総合的な強化を図る。

人権問題研修
　開催日：令和6年6月25日
　内容：「人権問題を考える～同和問題について～」
　参加人数：56名 700

ネット社会における部落差別の実
態など日々変化する差別現状を学
ぶことで今日ってきな役割への対
応に必要なる人材の育成につな
がった。

継続

医療福祉推進課

15 1

高齢者交通安全対策事
業

高齢ドライバーの重大事故が全国的
な問題となる中、高齢ドライバーが
運転免許を返納しやすい社会環境を
構築し、運転免許の自主返納を促進
することで、高齢者の交通事故を抑
止する。

支援メニューを一本化した「運転免許証自主返納高齢者支援制度」
案内パンフレットを作成するとともに、県警HPに掲載し、本制度の
周知を図った。また、自主返納により、様々な特典を受けられる支
援協賛店等の拡充を図るため、企業と交渉した結果、令和７年２月
１日から信楽高原鐵道株式会社が支援協賛に賛同し、高齢者が望む
公共交通機関割引支援の充実を図ることができた。
【実績】
 ・ 協賛事業所及び自治体
　　令和７年度末の協賛事業所数418事業所(前年比ー34）
    自治体11（前年比＋１）
【結果】
 ・ 高齢者の自主返納者　令和６年：5,032人（前年比＋684人)

-

協賛事業所は前年より減少したも
のの、協賛自治体数、高齢者の自
主返納者数は前年よりも増加し
た。
高齢者はバスやタクシー等公共交
通機関の更なる割引支援の充実を
望んでおり、継続して自治体、企
業等と連携して、サービスの充実
に努めている。

継続

警察本部交通企
画課

16 1

信号機の改良事業等 高齢者等の通行が多い信号交差点に
視覚障害者用付加装置及び歩行者支
援装置（高度化ＰＩＣＳ）を整備す
る等とともに、エリアを選定して標
識標示を整備する等して、高齢者の
交通事故防止を図る。

視覚障害者用付加装置２基を新設、５基を更新及び歩行者支援装置
（高度化ＰＩＣＳ）２基を新設整備するとともに、エリアを選定し
て標識標示を整備する等して、高齢者の交通事故防止を図った

142,745

歩行者支援装置（高度化ＰＩＣ
Ｓ）の設置により、歩行横断時の
青時間の延長など高齢者の安全な
横断の支援を図った。

継続

警察本部交通規
制課
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17 1

消費者教育啓発 高齢者を狙った消費者被害の未然防
止や被害の拡大防止のための情報提
供、身近な支援者等との連携などの
取組を進める。

関係団体の協力により、高齢者を対象に啓発チラシ等を配布し、高
齢者の消費者被害の未然防止を図った。
○協定に基づく消費生活情報啓発
　コープしが、しが健康医療生協との協定に基づき、同生協が高齢
者宅を訪問する際等に、消費者被害情報や相談窓口を記載した啓発
チラシ、カレンダーを配布いただき、高齢者の消費者被害防止を
図った。
　　配布先：7,100世帯
○宅配事業者等と連携した消費生活情報啓発
　(株)平和堂等と連携を図り、夕食等の宅配時に消費者被害情報や
相談窓口を記載した啓発チラシ等を配布いただき、高齢者の消費者
被害防止を図った。
　　配布先：16,000世帯

  県内郵便局と連携を図り、消費者被害情報や相談窓口を記載した
啓発チラシ等を配架いただき、高齢者の消費者被害防止を図った。
　　配布先：230局（県内全郵便局）

○その他協力団体による啓発
　交通安全協会女性団体連合会と連携し、見守り活動時に消費者
ホットダイヤル１８８が記載された啓発品等を配布し、高齢者の消
費者被害防止を図った。　　配布先：4,800世帯

345

　協力団体の宅配事業で対象であ
る会員に配布することで、効率の
良い啓発活動を行うことができ
た。
　また、協力団体の見守り活動に
併せて啓発品を配付してもらい、
消費者ホットライン１８８が高齢
者の目につきやすい場所に配置さ
れ、トラブル時の連絡先が容易に
確認できるようになったことか
ら、高齢者の消費者被害の拡大防
止という目的は達成できたと評価
する。

継続

県民活動生活課
消費生活セン
ター

18 2

認知症に関する専門的
研修および介護支援専
門員研修事業

認知症に関わる保健・福祉の関係者
に対し、認知症についての理解を深
めるための研修等を実施する。

滋賀県社会福祉協議会にて実施
 認知症介護実践者研修 3回　修了者　245名
 認知症介護実践リーダー研修 1回　修了者　　64名
 認知症介護実践リーダーフォローアップ研修 1回　修了者　12名
 認知症介護基礎研修　2回　修了者　101名
 e-ラーニング　修了者　812名

 主任介護支援専門員研修  受講者　74名(令和7年2月20日現在)
 主任介護支援専門員更新研修 修了者 100名
 介護支援専門員実務研修　受講者  208名(令和7年2月20日現在)
 介護支援専門員現任研修・更新研修 等　 修了者  553名

7,636

認知症に関する専門的研修の実施
により、認知症の疾患の理解の深
化や認知症本人主体の介護の質向
上、地域の関係機関・団体とも連
携できる認知症介護の専門職の養
成を図った。

継続

医療福祉推進課

19 2

認知症医療・相談支援
事業

認知症の早期発見・早期対応を図る
ため、認知症疾患医療センターの指
定・委託等の事業を行うほか、滋賀
県認知症施策推進会議を開催する。

1 認知症疾患医療センター医療相談支援事業　7病院、1診療所

30,642

認知症疾患医療センター運営事業
の実施より、保健医療・介護機関
等と連携しつつ、認知症の早期発
見・早期対応や地域生活の維持な
どに必要な医療を提供できる機能
体制の構築を図った。

継続

医療福祉推進課
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20 2

認知症地域総合支援事
業

認知症になっても安心して暮らせる
地域づくりを推進するため、地域の
医療・福祉・保健関係者等による多
職種のネットワークを構築するとと
もに、認知症の介護者等へのフリー
ダイヤル電話相談等の活動をしてい
る公益社団法人認知症の人と家族の
会に委託して介護相談を行うほか、
認知症の人やその家族等からの意見
聴取等を行う。

1 もの忘れ介護相談室（フリーダイヤル：週 5日開設）
2 各圏域における地域連携・多職種協働推進事業の実施
3 「認知症バリアフリー」地域づくり推進事業

3,410

各地域の多職種のネットワークを
構築し連携を図ったほか、認知症
の方・家族への相談支援の実施、
企業や認知症の方・家族との意見
聴取しつつ「認知症バリアフ
リー」に向けた取り組みを行うこ
とにより、認知症になっても安心
して暮らせる地域づくりに寄与し
た。

継続

医療福祉推進課

21 2

認知症介護対策推進事
業

認知症の人が安心して医療と介護が
受けられるよう人材の育成を図るた
め、認知症に関わる医療福祉の連携
を支援する認知症に関わる保健・医
療・福祉の関係者が認知症について
の理解を深めることができるよう研
修を行う。

1 医療従事者向け認知症対応力向上研修
　　看護職員認知症対応力向上研修　　68名修了
2 認知症初期集中支援チーム員研修　25名修了
3 認知症サポート医養成事業　　　11名修了(うち公費派遣11名)
4 歯科医師認知症対応力向上研修　　31名修了
5 薬剤師認知症対応力向上研修　　58名修了
6 認知症フォーラム　令和7年1月26日開催

9,607

研修の実施による保健・医療・福
祉等の関係者の認知症対応力向
上、また、多職種間の相互理解・
連携を深めることにより、認知症
の人が安心して医療と介護が受け
られるための人材育成、医療介護
連携体制の構築等を推進した。

継続

医療福祉推進課

22 2

若年性・軽度認知症総
合支援事業

若年性認知症の人と家族を身近な地
域で支えられるよう、支援について
の適切なサービスのあり方を検討
し、支援方策を構築する。

1 若年性認知症総合支援事業
　・総合相談支援体制の整備事業　2センター
　・若年性認知症支援コーディネーター養成・フォローアップ事業
　  1名
　・若年性・軽度認知症居場所づくり支援事業　２事業所
　・若年性・軽度認知症支援者研修会　令和6年11月5日開催
　・若年性認知症支援者見える化事業　参加事業所55か所 2,369

若年性認知症の人・家族等に対し
て専門的・総合的な支援を行うた
めの体制の整備、支援に携わる関
係者が若年性認知症について理解
を深め、適切な支援を行えるよう
研修実施により資質向上を図っ
た。また、社会参加等を促進する
活動・居場所の創設の支援、若年
性認知症の人等を支援可能な施
設・事業所の周知により地域での
支援方策の構築を推進した。

継続

医療福祉推進課

23 2

認知症医療対策推進事
業

県内の病院で、院内デイケア等によ
り入院中の認知症高齢者等の身体機
能や認知機能の低下を防止し、生活
の活性化を図り、円滑な在宅療養へ
の移行につなげる取組を支援すると
ともに、病院において中心的な役割
を担う、認知症看護認定看護師の養
成を支援するほか、認知症疾患医療
センターの医療介護連携を推進す
る。

1 認知症高齢者等への院内デイケア実施支援事業
　　5病院
2 認知症看護認定看護師養成
　　1病院

1,335

一般病院における認知症患者の適
切な検査や治療体制を確保すると
ともに、身体機能や認知機能の低
下を防止し、生活の活性化を図る
ことで、円滑な在宅生活への復帰
につながった。

継続

医療福祉推進課
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24 1

高齢ドライバー「バイ
タリティ・プラス！」
事業

運転免許証の返納をためらう高齢ド
ライバーに対して、車を運転しない
生活を体験する「お試し自主返納」
を体験してもらい、自主返納を促進
する。

参加者数が、令和７年２月17日、定員200人に達した。
　・令和６年５月７日から令和７年２月17日までに参加した
　200人のうち44人が運転免許証を自主返納（返納率：22.0％）

2,358

アンケートの結果、「バス停が近
くになく、通院や買い物が不便に
なる」「頼れる家族がいないた
め、返納が難しい」といった不安
の声も聞かれた。一方で、免許を
返納すると車の維持費やガソリン
代の負担が軽減されることや、同
居する家族や近くに住む子どもに
送迎を頼めるようになったことを
評価する前向きな意見が寄せられ
た。
お試し自主返納体験者の免許自主
返納率は20％を超えており、県内
の高齢者全体の自主返納率（約
２％）と比較しても一定の効果が
あった。

継続（事業名が地域連携・協働に
よるお試し自主返納事業に変更）

警察本部交通企
画課

25 1

高齢運転者交通事故防
止対策事業

高齢ドライバーの交通事故防止対策
として、新型運転技能自動評価シス
テム(通称新型オブジェ)を活用し、
出前方式の講習会を行うことにより
交通事故防止を図る。

令和６年５月に受講の拡充を目指して導入した本機器（新型オブ
ジェ）を活用し、運転に不安を感じている高齢運転者を対象に「出
前型の運転適性講習会」を県下一円で開催した。また、県民に対し
チラシやSNSを通じて同講習会の周知を図った。
【実績】（令和６年４月～令和７年３月末）
　・新型　講習回数　26回　受講者数 108人
　・旧型　講習回数　６回　受講者数　24人
【結果】
　・令和６年中の高齢ドライバー事故は発生件数、死者、傷者とも
に前年より増加したが、重傷者数は前年より減少
　・高齢ドライバー事故件数　665件（前年比＋40件）
　　死者　　　　 ８人（前年比＋１人）
　　傷者　　　　786人（前年比＋34人）
　　うち重傷者　100人（前年比－４人）

2,200

高齢ドライバーが活力ある生活を
送るため、自身の身体能力や運転
技能を自覚したうえで「交通事故
を起こさない運転」を促進し、高
齢ドライバーの交通安全意識高揚
及び交通事故防止を一層、推進し
た。
新型オブジェにグーグルマップを
導入したことにより、走行軌跡を
受講者とともに振り返ることが可
能になった他、受講者自身が左右
の安全確認等の運転のクセを画面
で確認することができるようにな
り、講習効果が上がった。

継続

警察本部交通企
画課

26 1

高齢運転者安全・安心
事業

危険予測トレーニング機器（ ＫＹ
Ｔ）により、自身の危険予測感覚を
チェックし、参加者全員で双方向に
意見交換を行うことにより、高齢ド
ライバーの危険予測能力や危険回避
能力の向上につなげ、交通事故防止
を図る。

本機器（KYT）を活用し、高齢ドライバーを対象に、加齢に伴う身体
能力の低下や安全運転への気付きを促す「参加・体験・実践型の講
習会」を県下一円で開催した（平成30年４月から導入、令和元年に
は１台→３台に拡充）。
【実績】（令和６年４月～令和７年３月末）
 ・ 講習回数　53回　受講者数　756人
【結果】
 ・令和６年中の高齢ドライバー事故は発生件数、死者、傷者ともに
前年より増加したが、重傷者数は前年より減少
　・高齢ドライバー事故件数　665件（前年比＋40件）
　　死者　　　　 ８人（前年比＋１人）
　　傷者　　　　786人（前年比＋34人）
　　うち重傷者　100人（前年比－４人）

-

受講者からは「自分が危険を察知
するのが遅いことに気づいた」、
「これからはより注意して運転し
ようと思った」と言った声が寄せ
られ、ボタンを押すことで自身の
危険察知のタイミングを可視化
し、ディスカッション通じて多角
的な視点を学ぶことで、より実践
的な危険予測力の向上が図れた。

継続

警察本部交通企
画課
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27 3

高齢者・障害者の生活
支援権利擁護推進事業
（権利擁護センター運
営事業費補助金）

県社協が認知症高齢者、知的障害
者、精神障害者等判断能力が十分で
ない人々の権利擁護のために実施す
る相談援助等に対して補助金を交付
する。

1　権利擁護相談業務(令和7年3月末日現在）
　 一般相談　8件
2　生活支援事業
①地域福祉権利擁護事業実施市町社協への指導、援助、補助の実施
　　利用契約数　1,486件　（全19市町社協が実施）（令和7年3月末
現在）
　②地域福祉権利擁護事業関係会議の開催
　　専門員会議　R6.8.19（出席者21名・15社協）、R6.12.13（出席
者25名・19社協）
　　市町社協事務局長会議・権利擁護支援担当部課長合同研修
　　　R6.12.24　（出席者31名・17社協）
3　研修事業
　①生活支援員・新任職員研修
　　1日目　R6.6.20（参加者22名）、2日目　R6.6.27（参加者16
名）
　②生活支援員・新任職員フォローアップ研修　R6.11.22（参加者
12名）

129,100

権利擁護相談受付、実施主体への
指導、援助、補助の実施、研修事
業の開催により、認知症高齢者や
知的障害者、精神障害者など判断
能力の不十分な方が、地域におい
て自立した生活が送れるよう支援
や体制整備を行うことができた。

継続

健康福祉政策課

28 3

あんしん・なっとく委
員会（滋賀県運営適正
化委員会）

福祉施設、在宅の福祉サービスの苦
情解決

1　苦情問い合わせ等  144件（苦情受付4件　相談・問合せ140件）
(令和7年3月末日現在）
2　全体委員会　開催  1回
3　運営監視合議体　開催　3回、現地調査 10団体
4　苦情解決合議体　開催　4回
5　広報・啓発活動　パンフレット配布
6　巡回指導　2か所
7　研修会の開催　福祉サービス苦情解決研修会
　R6.9.30開催（応用編）70名参加、R6.12.11開催（中級編）53名参
加

10,000

福祉サービスにかかる苦情解決の
ための相談、助言、調査、あっせ
ん等を行うことにより、福祉サー
ビスの適切な利用または提供を支
援することができた。また、地域
福祉権利擁護事業にかかる市町社
協への運営監視により、福祉サー
ビス利用援助事業の透明性、公平
性を確保し、福祉サービス利用者
の権利擁護の推進を図ることがで
きた。

継続

健康福祉政策課

29 3

高齢者権利擁護推進事
業

高齢者虐待防止および身体拘束廃止
に向け、高齢者権利擁護支援セン
ターの委託等の事業を行う。

1 高齢者権利擁護支援センターの運営委託
・高齢者虐待対応研修会
　　R6.7.18　44名参加、7.19　47名参加
・意思決定支援研修会　R6.10.1　47名参加
・高齢者虐待防止セミナー　R6.11.30　21名参加

4,899

高齢者虐待の防止に向け、一般住
民への啓発を行うとともに、市町
行政をはじめとする保健福祉関係
者への技術的助言および人材育成
に寄与した。

継続

医療福祉推進課

30 1

防災と保健・福祉の連
携促進モデル展開事業

災害時において、被災者になる可能
性が高い高齢者や障害者等の要配慮
者の避難対策に取り組む。

高齢者や障害者等の避難行動要支援者のための個別避難計画につい
て、計画策定支援のための『滋賀モデル』の取組を県内全域に横展
開し、「市町の庁内連携」や「優先度の考え方」などの課題を解決
し、実効性のある個別避難計画の作成を推進するために、人材育成
研修会や情報交換プラットホームの設置を行った。
・インクルージョン・マネージャー養成研修会　31名参加
・滋賀モデル推進会議　46名参加

663

個別避難計画については、今年度
中に全市町で計画が策定される目
途が立っており、取組が着実に進
んでいると認識。
今後は、計画に基づく訓練の実施
事例などの横展開や、助言等など
を通じて、計画の実効性が確保で
きるよう市町を支援する。

継続

防災危機管理局
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表Ⅱ－３　　分野別施策の推進　３　高齢者

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．誰もが生き生きと活躍できる共生社会づくり
　 　２．認知症の人や家族等が自分らしく暮らす地域づくり

　３．暮らしを支える体制づくり
　４．総合的・計画的な高齢者施策の推進

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

31 1 ○

安全・安心アプリ導入
事業
（再掲【P32No.32】）

身近なエリアの不審者・事件情報等
を表示するマップ機能、現在地送信
機能、防犯ブザー機能、痴漢対策機
能等を備えた防犯アプリを導入し、
県民全体の犯罪抑止力を向上する。

　令和６年度は、警察活動、県や市町、民間企業との連携を図り周
知活動に努めた。また、アプリを通じて最新の犯罪、不審者、特殊
詐欺情報を掲載、通知することでユーザに対する犯罪の未然防止活
動を行った。
 ○主な周知事業
　・県および市町のホームページ、広報誌の掲載
  ・ＪＲ在来線各駅のデジタルサイネージへの投影
　・学生や保護者等へのチラシの配布
　・飲食店や大型商業施設のデジタルサイネージでの広報
　・周知用動画の作成
　・ＳＮＳやＷｅｂ広告の配信
　・県内企業２社のテイクフリーペーパー３回掲載
 ○ダウンロード関係
　令和６年度末 ダウンロード数：25,047件

(7,221)

　令和６年度末(令和７年３月31
日時点)のダウンロード数は、
25,047件であり、令和６年度の目
標ダウンロード数が14,000件で
あったことから達成済み(達成率
178％）となり、目標ダウンロー
ド数を24,000件に上方修正した。
その後、令和７年２月25日に上方
修正した目標値を引き続き、達成
したことから良好である。

継続

警察本部生活安
全企画課
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表Ⅱ－４　　分野別施策の推進　４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．共生社会づくり
　 　２．ともに暮らす

　３．ともに育ち・学ぶ
　４．ともに働く
　５．ともに活動する
　６．障害者施策の総合的な推進

1 2

発達障害者支援セン
ター設置事業

発達障害にかかる相談支援実施およ
び発達相談従事者の資質の向上。

〇発達障害児・者およびその家族、支援関係機関に対する支援を実
施した。
相談支援  令和６年度　4,299件（令和５年度3,808件、令和４年度
4,862件）
就労支援  令和６年度　431件（令和５年度527件、令和４年度939
件） 59,724

令和元年より三次支援機関として
の県発達障害者支援センターの支
援件数は減少傾向であり、身近な
地域で相談できる重層的な支援体
制の周知に取り組んできた成果で
ある。また、相談支援の実人数に
対して相談件数が増えており、三
次支援機関としてより困難なケー
スを担当するケースが増えてい
る。

継続

障害福祉課

2 2

発達障害者支援ケアマ
ネージャー研修事業

発達障害者支援を専門的に実施する
ことができる人材の専門性を高める
ことにより、福祉圏域における発達
障害に関する相談支援の充実を図
る。

ベーシックコースには定員30名に対し37名の申し込みがあり、37名
が受講した。全ての講座を修了した者は22名だった。
アドバンスコースには６名の申し込みがあった。全ての講座を受講
した５名は発達障害者支援ケアマネージャーとして認証された。

846

昨年度に引き続き、発達障害に関
する研修として「ベーシックコー
ス」と「アドバンスコース」の２
つのレベルの研修を設定し、定員
を上回る申し込みがあった。両
コースを修了した５名に、発達障
害者支援ケアマネージャーとして
認証することができた。

継続

障害福祉課

3 2

障害者生活支援セン
ター事業

各福祉圏域の障害者自立支援協議会
を中心とした福祉・医療・教育・保
健等の関係機関の連携により、相談
支援体制の充実を図る。

各福祉圏域にネットワークアドバイザーを配置し、地域関係者の
ネットワーク強化を図った。
7箇所

42,000

地域における障害福祉分野の課題
に対し、相談支援専門員の有資格
者による助言を行うとともに滋賀
県障害者自立支援協議会の相談支
援NW部会で共有することにより相
談支援体制の充実が図れた。

廃止

障害福祉課

4 2

障害者地域生活移行促
進事業

地域ケアサービスの推進や障害者芸
術文化の振興により、障害者の地域
生活への移行を促進する。

文化芸術に親しむ取組を通じた社会参加の効果的な支援方法の検討
等を行ったほか、ボーダレス・アートミュージアムNO-MAの運営、糸
賀一雄記念賞音楽祭の開催支援などにより、障害者芸術文化の振興
を行った。

90,837

左記の内容を実施することにより
障害者の地域生活への移行を促進
した。

継続

障害福祉課

5 2

重度障害者地域包括支
援事業

重度障害者の入所支援および通所支
援を一体的に実施することにより、
重度障害者が地域生活を継続できる
地域基盤の充実を図る。

重症心身障害者等が入所施設および通所施設において適切なサービ
スを受けることができるように事業所が人員体制の強化を図ること
を目的に補助を行うほか、医療的ケア児者に対応する事業所の開設
促進、重症心身障害者の施設整備の補助を行った。

266,555

重度障害者の支援体制の強化とい
うソフト面と、受け皿の拡充とい
うハード面の両輪で充実を図るこ
とができた。

継続

障害福祉課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

52



Ⅱ-4 

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－４　　分野別施策の推進　４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．共生社会づくり
　 　２．ともに暮らす

　３．ともに育ち・学ぶ
　４．ともに働く
　５．ともに活動する
　６．障害者施策の総合的な推進

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

6 1,2,3,4,5

障害者差別解消総合推
進事業

平成31年4月に施行した滋賀県障害者
差別のない共生社会づくり条例に基
づき、障害を理由とする差別の解消
を推進し、全ての県民が障害の有無
によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いなが
ら共生する社会の実現に寄与するこ
とを目的に事業を実施する。

・相談体制の整備
　障害者差別解消相談員2名と地域アドボケーター26名を配置すると
ともにあっせん等を行う「障害者差別のない共生社会づくり委員
会」を設置した
・県民・事業者等への周知・啓発
パンフレット・ガイドライン等の周知・啓発
条例フォーラムの開催：
「障害のある人もない人も”ともに働く”ために」
　日時：令和６年９月13日(金)
　場所：栗東市芸術文化会館さきら　小ホール
　参加者数：70名
条例説明・出前講座（61回）
合理的配慮の助成事業（10件）

5,494

障害当事者等からの相談を受け付
け関係者との調整を行うととも
に、合理的配慮の提供等に関する
啓発、合理的配慮の提供に係る助
成等を行うことにより障害者差別
の解消に繋がった。

継続（組替）

障害福祉課

7 2.5 ○

防災と保健・福祉の連
携促進モデル展開事業
（再掲【P52No,30】）

災害時において、被災者になる可能
性が高い高齢者や障害者等の要配慮
者の避難対策に取り組む。

高齢者や障害者等の避難行動要支援者のための個別避難計画につい
て、計画策定支援のための『滋賀モデル』の取組を県内全域に横展
開し、「市町の庁内連携」や「優先度の考え方」などの課題を解決
し、実効性のある個別避難計画の作成を推進するために、人材育成
研修会や情報交換プラットホームの設置を行った。
・インクルージョン・マネージャー養成研修会　31名参加
・滋賀モデル推進会議　46名参加

(663)

個別避難計画については、今年度
中に全市町で計画が策定される目
途が立っており、取組が着実に進
んでいると認識。
今後は、計画に基づく訓練の実施
事例などの横展開や、助言等など
を通じて、計画の実効性が確保で
きるよう市町を支援する。

継続

防災危機管理局

8 3

特別支援教育振興費
（職員費を含む）

障害のある子ども一人ひとりの障害
に応じた望ましい学びの場が柔軟に
選択できるよう、多様な学びの機会
を確保するとともに、インクルーシ
ブ教育システムの構築に向けた取組
を推進する。

○「地域で学ぶ」支援体制強化事業
・障害のある子どもが在籍する市町の小中学校への人員配置支援
　　合理的配慮コーディネーター　6市、計21人
　　看護職員　11市町、計18人
・副籍（副次的な学籍）制度の実施
　　副籍校指定人数　特別支援学校→小学校 317人
　　　　　　　　　　小学校→特別支援学校　22人
・就学相談に係る研修会の実施　全体研修 1回、専門研修 5回
○特別支援教育の視点に立った「個別最適な学び」推進事業
・各市町への発達障害支援アドバイザーの派遣　10市町
・各市町担当者等を対象としたワークショップの開催　3回
○高等学校特別支援教育推進事業
・県立高等学校への特別支援教育支援員（学習支援）の配置 9人
・県立高等学校への巡回指導員の派遣
○（新）高等学校特別支援教育体制整備事業
・県立高等学校における特別支援教育の充実を図るため、地域の高
等養護学校との連携による体制づくりの推進
○医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業
・看護師同乗車両による通学時の送迎　対象79人、延べ529回利用

84,409

障害のある子どもへの指導・支援
の充実を図るとともに、障害のあ
る子どもとない子どもが地域で共
に学ぶための体制づくりを進める
ことができた。
令和６年度の個別の教育支援計画
および個別の指導計画に係る「活
用率」は、次のとおりとなった。
・個別の教育支援計画（連携率）
　小73.2％、中54.8％、高25.8％
・個別の指導計画（作成活用率）
　小97.8％、中97.9％、高48.8％

継続

特別支援教育課
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表Ⅱ－４　　分野別施策の推進　４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．共生社会づくり
　 　２．ともに暮らす

　３．ともに育ち・学ぶ
　４．ともに働く
　５．ともに活動する
　６．障害者施策の総合的な推進

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

9 3,4

特別支援学校教育振興
費（教職員給与費を含
む）

県立特別支援学校における教育振興
のため、教科活動や職業教育の充実
を図るとともに、スクールバスの運
行、就学奨励費の支給などを実施す
る。

○職業的自立と社会参加をめざした職業教育充実事業
・企業の知見を生かした授業改善の推進
・「しがしごと検定」の実施
　　4種目各2回開催、受検者数計 401人
・「しがしごと応援団」の活用促進
　　登録企業数 372件（令和7年3月31日時点）
・就労アドバイザーの配置　1人
○学習指導上必要な教材、教師用指導書等の充足
○スクールバス等の運行
・知肢併置特別支援学校 8校・2分教室、聾話学校（借上車）
○就学奨励費の支給

813,830

企業の知見を生かした授業改善な
ど、企業の参画を得て、多面的に
職業教育の充実を進めることがで
きた。
また、就学奨励費の支給により、
特別支援学校への就学に要する保
護者の経済的負担の軽減を図るこ
とができた。

企業の知見を生かした授業改善等
の事業を再編し、令和7年度以
降、小・中学部の早期の段階から
キャリア教育の充実に取り組む。

特別支援教育課

10 4

就労移行支援促進事業 障害者の一般就労を促進するため、
就労移行支援事業所職員に対して企
業での現場実習を行うとともに、就
労移行支援事業所の職員など就労支
援を担う職員に対する就労アセスメ
ント手法の普及を図る研修を実施す
る。

企業の人材ニーズなどを知ることにより、就労移行支援事業所での
的確な就労支援を行える職員を育成。
障害福祉サービス事業所などの就労支援を担う職員の就労アセスメ
ントの能力向上を図ることにより障害者の就労移行を促進。
・就労アセスメント手法研修・現場実習事前研修（3回）
・企業等現場実習（1～2日間）
・実習事後・アセスメント研修（3回）
　　修了者：12名
・就労支援に係る出前講座（2回）
　　①就労選択支援について考える意見交換会
　　　参加者：81名
　　②企業向け研修会
　　　参加者：約20名

3,600

障害者が一般企業等へ就職するた
めの支援を行うにあたって必要と
なる「就労アセスメント」につい
て研修を実施したことで、障害福
祉サービス事業所等の職員の支援
力向上につながった。

継続

障害福祉課

働き・暮らし応援セン
ター事業

9,671

障害のある方の仕事・生活面の支
援を行い、登録者と在職者ともに
増加している。また、職場開拓な
どのサービスを通して、障害のあ
る方の就職機会の確保等に寄与し
た。

継続

労働雇用政策課

9,671

各圏域の障害者に対し、一般就労
への移行および職場定着に向けた
就業面・生活面の一体的な支援を
行うことにより、障害者の地域で
の自立と社会参加の促進につな
がった。

継続

障害福祉課

11 4

障害者の就労の場の確保と職場定着
およびこれに伴う日常生活または社
会生活上の支援を福祉と労働の両面
から提供する「働き・暮らし応援セ
ンター」の支援により、障害者の地
域での自立と社会参加の促進を図
る。

一般就労が困難な障害者に対する就労および職場定着に向けた支援
や、これに伴う日常生活上または社会生活上の支援、および職場開
拓などのサービスを行った。
　　利用登録者　7,150名（令和６年度末時点）
【参考：各年度末時点】
　　令和５年度6,987名、令和４年度6,791名、令和３年度6,598名
令和２年度6,347名　令和元年度6,206名

　　在職者数    3,795名（令和６年度末時点）
【参考：各年度末時点】
　　令和５年度3,677名、令和４年度3,553名、令和３年度3,314名
令和２年度3,245名　令和元年度3,102名　平成30年:2,887名
※滋賀県障害者プラン
　働き・暮らし応援センターで支援する在職者数
　　令和８年度目標:4,300名
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　 　２．ともに暮らす
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№
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施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

12 4

障害者トライワーク支
援事業

職場体験の実施を通じて、事業所と
障害者がともに障害者雇用の可能性
を発見し、より多くの就労につなげ
ることで、法定雇用率の達成と障害
者の職業生活における自立と社会参
加の促進を図る。

令和６年度末実績
利用企業：　129社
利用者：　  190名
就職者： 　　75名

過去３年間の実績（各年度末）
利用企業： 令和５年度177社　令和４年度196社　令和３年　147社
利用者：　 令和５年度262名　令和４年度304名　令和３年　228名
就職者：　 令和５年度110名　令和４年度126名　令和３年　127名

4,550

トライワーク事業を通して、受入
企業の障害者雇用に係る理解促進
とトライワーク利用している方の
就労意欲の促進を図ることができ
た。
また、障害特性を踏まえ、できる
作業の見極め等を行えた。

継続

労働雇用政策課

13 4

チャレンジドWORK運動
推進事業

障害者の就労について事業所や県民
の関心を深め、障害者雇用が促進さ
れるよう普及啓発事業を実施する。

　障害者雇用優良事業所等知事表彰や就職面接会等を開催すること
により、障害者雇用の理解促進を図った。

1 障害者雇用支援月間において、障害者雇用優良事業所等知事表彰
の表彰式を開催した。
　９/17 場所：県庁新館７階大会議室
  障害者雇用優良事業所等表彰式（知事表彰）
　障害者雇用優良事業所１事業所、優秀勤労障害者10名、
　チャレンジドWORK推進事業所１事業所
 
2 障害者就職面接会を10月、２月に実施し、企業と障害者のマッチ
ングを進めた。
　10月開催　マリアージュ彦根、クサツエストピアホテルで実施
　参加企業：46社　参加求職者：188名　就職者：27名

　２月開催　ホテルニューオウミ、クサツエストピアホテルで実施
　参加企業：44社　参加求職者：159名　就職者：22名
 

3　県内事業所における障害者雇用の具体的な好事例と、障害者雇用
に関連する助成制度等を掲載した事業主向けのガイドブックを発行
し、障害者雇用の促進を図った。
　　発行部数：5,000部

4　県内企業の経営者・人事担当者を対象に障害者雇用促進・定着推
進セミナーを２回開催した。
　第1回　参加者45名　　　　第2回　参加者35名

1,593

知事表彰やガイドブックの作成、
セミナーの開催により、障害者雇
用に係る理解促進・啓発を図るこ
とができた。
また、就職面接会の開催により、
障害のある方の就業機会を確保
し、就労につなげることができ
た。

継続

労働雇用政策課

14 4

障害者総合実務訓練事
業

障害者の就職の促進を図るため、高
等技術専門校の施設内において、知
的障害者を対象とした職業訓練を実
施する。

　総合実務科（販売実務コース・ＯＡ事務コース）の訓練を実施し
た。
　令和６年度４月生（訓練期間：令和７年３月末まで）
　　 入校者数２名　就職退校者数０名
　　 修了者数２名(うち就職者数２名）
　令和６年度10月生（訓練期間：令和７年９月末まで）
　　 入校者数０名　就職退校者数０名
　　 修了者数０名

1,492

　受講者数が減っているが、受講
者全員就労に繋げることができ
た。

継続

労働雇用政策課
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15 4

障害者委託訓練事業 障害者の雇用の促進を図るため、企
業、ＮＰＯ法人、民間教育訓練機関
等の多様な委託先を活用し、障害者
の態様に応じた職業訓練を実施す
る。

個々の障害者の多様なニーズに対応した訓練内容等のコーディネー
トを行い、企業等での実践能力習得訓練（11名）を実施し、就職の
促進を図った。就職率は87.5%。

2,892

人手不足等の影響で受講者が減っ
ているが、訓練を実施することに
より受講者の安定就労に繋げた。

継続

労働雇用政策課

16 4

ビルメンテナンス研修
による障害者就労促進
事業

障害者を対象としたビルメンテナン
ス業務に関する研修および障害者雇
用を行っている企業に対する障害特
性理解や環境整備に係る研修を実施
することにより、障害者の一般就労
移行および雇用の場の拡大を促進す
る。

○障害者を対象としたビルメンテナンス研修　12名
○企業を対象とした研修
　第１回：13名
　第２回：17名
〇検討委員会を設置し、ビルメンテナンス研修のカリキュラム、実
習先、受講生等への支援方法等を検討（3回）。

6,908

障害者に対し専門的な知識・技能
を学ぶ研修を実施することによ
り、一般企業等への就職の可能性
を高めることができた。また、企
業に対して研修を実施することで
障害の特性理解・環境整備等につ
ながった。

継続

※令和６年度から「介護の場等に
おける障害者就労促進事業」を
「ビルメンテナンス研修による障
害者就労促進事業」に変更してい
る。

障害福祉課

17 5

障害者社会参加促進事
業

障害者の社会参加を促進するため、
コミュニケーション支援、移動支
援、生活訓練、相談等の各種事業を
実施する。

障害種別に対応した各種生活行動訓練、身体・知的障害者相談員研
修、知的障害者に向けたレクレーション教室開催などを実施した。

2,806

左記の内容を実施することにより
障害者の社会参加を促進した。

継続

障害福祉課

18 1,5

視覚障害者社会参加促
進事業

視覚障害者に対する情報提供や生活
訓練、移動支援等の事業を総合的に
実施し、視覚障害者の社会参加を促
進する。

視覚障害者の社会参加に向けた点字広報発行事業、点字情報ネット
ワーク事業、点訳・音訳ボランティア養成・研修事業、視覚障害者
指定居宅介護事業者情報提供事業、同行援護従事者養成事業、家
庭・社会生活訓練事業、生活行動訓練事業、家族教室等開催事業を
実施した。

5,415

左記の内容を実施することにより
視覚障害者の社会参加を促進し
た。

継続

障害福祉課

19 1,5

盲ろう者社会参加促進
事業

盲ろう者の社会参加を促進するた
め、通訳・介助者に係る事業や生活
訓練事業等をNPO法人しが盲ろう者友
の会に委託して実施する。

盲ろう者の社会参加を促進するためにコミュニケーションおよび移
動を支援する盲ろう者通訳・介助者を派遣した（盲ろう者向け通
訳・介助者派遣事業）。
また、重度障害者に対して、身辺家事・コミュニケーションスキル
等の日常生活上必要な訓練・指導を実施した（盲ろう者生活訓練事
業）。
その他、盲ろう者相談支援事業、盲ろう者向け通訳・介助者資質向
上研修事業、盲ろう者向け通訳・介助者養成事業、盲ろう者啓発事
業を実施した。

22,846

左記の内容を実施することにより
盲ろう者の社会参加を促進した。

継続

障害福祉課

20 1,5

聴覚障害者コミュニ
ケーション確保対策事
業

聴覚障害者のコミュニケーション確
保のための事業(手話通訳、要約筆
記、字幕入りビデオ等）を総合的に
行い、聴覚障害者の社会参加の促進
を図る。

聴覚障害者の社会参加に向けた、手話通訳者養成・研修事業、要約
筆記者養成・研修事業、意思疎通支援者（手話通訳者・要約筆記
者）派遣事業、市町域・都道府県域を超える意思疎通支援者派遣調
整事業、手話通訳者設置事業、聴覚障害者生活訓練事業、字幕入り
ビデオ制作・貸出事業、映像配信事業、手話通訳士養成事業、聴覚
障害児および保護者サポート事業、県民向け手話啓発等事業を実施
した。

17,403

手話通訳者・要約筆記者の養成・
研修の実施により意思疎通支援の
充実を図るとともに、県民向けの
手話啓発等を行い県民の理解を広
めることにより、聴覚障害者の社
会参加の促進につながった。

継続

障害福祉課
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21 1,5

手話通訳者設置事業 県庁を訪れ、また県事業に参加する
聴覚及び言語障害者のコミュニケー
ションの円滑化を図るとともに情報
提供を行うため、手話通訳者を配置
する。

県庁（障害福祉課）  1名

3,914

手話通訳者を１名配置すること
で、県庁を訪れ、また県事業に参
加する聴覚障害者のコミュニケー
ションの円滑化につながった。

継続

障害福祉課

22 5

障害者社会参加推進セ
ンター運営事業

障害者の地域における社会参加を促
進するため、関係団体による協議会
を開催することにより協力体制を確
保し、障害者の社会参加に対する
ニーズの把握や必要な事業の実施・
調整を行うとともに、社会参加推進
施策の体系的・効果的な実施方法等
について検討を行う。

障害者関係団体からなる障害者社会参加推進協議会を開催するとと
もに、障害者週間の普及・啓発を行った。
　　日時：令和６年12月８日（日）
　　場所：イオンモール草津
　　内容：体験会開催・啓発物品配布
　　来場者数：353名

7,200

障害者の地域における社会参加を
促進するため、関係団体による協
議会を開催した。また、障害者週
間に合わせて街頭啓発とイベント
を実施し、県民に対して啓発をし
た。

継続

障害福祉課

23 5

市町地域生活支援事業 障害者の社会参加を促進するため、
市町単位で地域ニーズに即した各種
メニュー事業を実施する経費に対し
て助成を行う。

市町地域生活支援事業への補助により、身近な市町における障害の
ある人の社会参加の促進を図った。
  ・補助金交付先　19市町
  ・補助率　1/4以内

276,962

左記の内容を実施することにより
障害者の社会参加を図った。

継続

障害福祉課

24 5

障害者ＩＣＴ活用総合
推進事業

障害者ＩＣＴ利用支援センターを設
置し障害に対応したＩＣＴ講習会を
実施するほか、ボランティアの養
成・派遣事業等により、障害者の社
会参加とＩＣＴ利用の促進を図って
いく。

ＩＣＴ支援センターを中心として総合的に障害者ＩＣＴの利用を促
進した。
・視覚障害者向けＩＣＴ講習会
　委託先：県視覚障害者福祉協会
・ＩＣＴ支援センター設置事業
　委託先：（特非）滋賀県社会就労事業振興センター
　ＩＣＴ利用訪問支援、ＩＣＴ利用相談等の実施
・ＩＣＴサロン事業
　障害のある人が身近な地域でＩＣＴにふれる機会を作るために、
県内７箇所でＩＣＴサロンを開催した。

18,140

左記の内容を実施することにより
障害者のICT機器等の利用による
社会参加を促進した。

継続

障害福祉課

25 1

聴覚障害者向け県政テ
レビ番組の放送

手話やテロップを活用し、県の施策
や情報を紹介する聴覚障害者向けテ
レビ番組を制作、放送する。

テレビ番組「手話タイムプラスワン」を年間 20回放送した。
（金曜日18時00分～18時10分）
（令和２～６年度：20回／年） 8,470

左記の実施により、聴覚障害者や
その関係者に有益な県政情報や県
内のニュースを発信できた。

継続

広報課

26 1

視覚障害者向け県政広
報誌の発行

点字版および音声版の県政広報誌を
制作し配布する。

県政広報誌「滋賀プラスワン」を１回につきCD版236本、点字版を
146部を制作し、配布した。
（令和２年度　CD版268本、点字163部)
（令和３年度　CD版264本、点字155部）
（令和４年度　CD版248本、点字150部）
（令和５年度　CD版240本、点字148部）
（令和６年度　CD版236本、点字146部）

1,182

左記の実施により、視覚障害者や
その関係者に県政情報を発信でき
た。

継続

広報課
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表Ⅱ－４　　分野別施策の推進　４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．共生社会づくり
　 　２．ともに暮らす

　３．ともに育ち・学ぶ
　４．ともに働く
　５．ともに活動する
　６．障害者施策の総合的な推進

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

27 1

視覚障害者向け県議会
広報紙の発行

点字版・音声版の県議会広報紙を作
成し、配布する。

県議会広報紙「議会だより」の音声版、点字版を作成し、配付し
た。
　・音声版　203本×年5回発行
　・点字版　142部×年5回発行
（令和５年度：音声版 207本、点字版 146部）
（令和４年度：音声版 216本、点字版 148部）
（令和３年度：音声版 227本、点字版 153部）

743

県議会広報紙「議会だより」音声
版および点字版について、それぞ
れ計画どおり作成・配布すること
ができた。

継続

議会事務局

28 1

福祉の現場から生まれ
た造形の魅力発信事業

県民をはじめより多くの方が、福祉
の現場から生まれた造形の魅力に触
れられるよう、県内施設で作品の展
示等を推進する。

　民間施設10箇所において作品の展示を実施した。また制作現場や
作品に出会えるスポットを紹介するリーフレットとポスターを制作
し、配布した。 4,262

民間施設での展示により、福祉の
現場から生まれた造形の魅力が発
信することができた。

継続

文化芸術振興課

29 1

連携ネットワーク組織
事業

アートと障害について考える多様な
分野の関係者で構成するネットワー
クの活動等を推進する。

　全国規模の組織となる「アートと障害を考えるネットワーク」の
取組として、メールマガジンの発行、フォーラムの開催を行った。
　　会員：772名　※令和７年３月31日現在
　　メールマガジンの発行　（22回）　　※令和７年３月31日現在
　　フォーラム
　　開催日：令和６年６月23日（日）（アーカイブ配信あり）
　　参加者：76人

1,206

アートや障害の関係者に対し、障
害のある人による美術表現を軸
に、多様な表現や鑑賞のあり方の
可能性、共生社会の実現にも資す
る情報発信ができた。

一部見直し
（フォーラムによる情報発信は廃
止し、随時実施しているメールマ
ガジンの配信のみに変更）

文化芸術振興課

30 1

文化芸術による共生社
会づくり事業

共生社会の実現に向け、障害の有無
等にかかわらず誰もが文化芸術に親
しみ、交流を通じて相互理解を深め
る機会を創出するとともに、障害者
等の文化芸術活動を支える人材の育
成等を図る。

障害者等の文化芸術活動を支える拠点づくり事業
　県内の文化施設等において、誰もが楽しめる文化芸術プログラム
を実施するとともに、ノウハウの習得や共有を図ることで、文化芸
術活動者の人材育成を図った。
　・誰もが参加し楽しめる文化芸術プログラムの開催
　　 ３地域（東近江市、大津市、高島市）開催、参加者1,203名

13,145

県内の文化施設等と連携し、障害
の有無に関係なく、誰もが参加し
楽しめる文化芸術プログラムを実
施するとともに、企画・運営を通
して、県内文化施設のノウハウの
習得を図った。

継続

文化芸術振興課

31 1

障害者スポーツ推進事
業

障害者が身近な地域でスポーツに取
り組めるよう、地域スポーツの拠点
である総合型地域スポーツクラブ等
での障害者スポーツの取組の定着を
図る。

　総合型地域スポーツクラブにおいて障害者スポーツの実践を行
い、地域における障害者の身近なスポーツ活動を促進した。
R6　15団体　135回開催　のべ1,507人参加

　さらに、先進的に事業に取り組む団体により、障害者スポーツの
実施団体の拡充や担い手育成を行った。
R6　2団体　17回開催　のべ294人参加

4,546

多くの障害のある方に運動機会を
提供し、障害者スポーツの裾野拡
充に繋げられた。
また、クラブ等の教室に他団体か
らの視察の受け入れや指導者の派
遣を行うことで、教室運営のノウ
ハウを共有し、障害者スポーツに
携わることができる人材や団体の
育成を図ることができた。

継続

スポーツ課

32 1

障害者スポーツ共生社
会プロジェクト

障害のあるなしに関わらず誰もがス
ポーツを楽しむ機会を設けることで
障害者スポーツに対する理解促進を
促す。また、障害者スポーツ実施環
境の構築を一層促進するため、諸課
題への対応方策について検討を進め
るとともに、障害者スポーツ事業の
相互連携等を図るためマッチング機
能の強化を図る。

　障害者スポーツに関する知見を有する大学が中心となり、教室開
催等を通じて、諸課題への対応方策を検討した。
R6　3大学

　障害者スポーツ関連団体において障害者スポーツの体験会や研修
会を開催し、理解促進・普及啓発に取り組んだ。
R6　9回　のべ634人

　福祉コーディネーターを（一社）障害者スポーツ協会に設置し、
県障害者スポーツ関連事業の周知と参加者の誘導を行った。

3,290

障害者スポーツに触れる機会の少
ない県民に対し、認知向上や理解
促進に繋がるイベントが実施でき
た。
また、大学と連携し障害のある方
が身近な地域でスポーツに親しめ
る環境を整えるための解決策を実
践を通して洗い出せた。

継続

スポーツ課
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表Ⅱ－４　　分野別施策の推進　４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．共生社会づくり
　 　２．ともに暮らす

　３．ともに育ち・学ぶ
　４．ともに働く
　５．ともに活動する
　６．障害者施策の総合的な推進

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

33 1 ○

障害者スポーツ普及啓
発事業

わたＳＨＩＧＡ輝く障スポを前年に
控え、多くの県民に障害者スポーツ
に興味を持っていただき、大会の観
戦等につなげるため、各種イベント
で障害者スポーツの普及啓発を行
い、大会の機運醸成を図る。

　障害者スポーツへの普及啓発のために、以下の通りプロモーショ
ンを実施した。
・プロモーション映像作成　1動画
・リーフレットの作成および配布
　軒並配布　7,000部
　新聞折込　127,000部
・障スポロゴ作成
・Youtube広告宣伝

4,576

プロモーション動画には滋賀県に
ゆかりのあるパラアスリートに出
演いただくなど、滋賀県らしさの
ある障害者スポーツの普及啓発に
むけたコンテンツの作成できた。
作成されたロゴは汎用性が高く、
今後持続的に様々な場面で障害者
スポーツの普及啓発に活用でき
る。

継続

スポーツ課

34 1 ○

ユニバーサルデザイン
推進事業
（再掲【P47No.8】）

2025年の国民スポーツ大会・全国障
害者スポーツ大会開催をユニバーサ
ルデザイン普及の好機として捉え、
淡海ユニバーサルデザイン行動指針
の基本理念や目指す方向を踏まえ、
ユニバーサルデザインの理解促進や
取組推進を図ることとする。

・県内観光施設等のバリアフリー調査
　県内の障害当事者団体と協働して、県内の人気観光施設や飲食店
100箇所程度のバリアフリー調査を実施して、障害当事者団体が運営
するホームページ（旅しがstyle!）に掲載する。

・だれもが見やすい印刷物の手引き改定
　平成22年度に作成した「だれもが見やすい印刷物の手引き」につ
いて、障害のある方や子ども、外国人とそれぞれの視点から当事者
や当事者団体に意見を伺い、反映を行う。
　また、印刷物だけでなく、ホームページや音声コードの作成、会
議への当事者の参画における配慮などの内容の充実を図り、実用的
な手引きを作成する。

(4,237)

県内観光施設等の調査箇所数は１
４４箇所であり、掲載が可能な施
設については、すべて掲載済みで
ある。
こうした、県内のバリアフリーの
状況を発信することで、だれもが
滋賀県の観光地等を訪れやすくな
るような環境を拡充するととも
に、バリアフリーやユニバーサル
デザインへの関心にも寄与でき
た。
また、だれもが見やすい印刷物の
手引きを当事者の意見を参考にす
ることで、より実効性のある手引
きへと改定できた。

一部見直し
（令和６年度に調査した内容や策
定した手引きを関係機関や県民に
広げていけるような取組を予定）

健康福祉政策課

35 1 ○

福祉のまちづくり推進
事業
（再掲【P47No.9】）

だれもが住みたくなる福祉のまちづ
くりの推進およびユニバーサルデザ
インの普及啓発を推進する。

パーキングパーミット制度の推進
駐車区画数
　　車いす優先区画　1,259区画
　　思いやり駐車区画　669区画
利用証発行数（３月末時点）
　　車いす優先区画用　389枚
　　思いやり駐車区画用　1,787枚

(568)

地域の民生委員児童委員協議会と
協力の上、地域において制度案内
のチラシ配布を行い、普及啓発を
推進することができた。

継続

健康福祉政策課
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表Ⅱ－４　　分野別施策の推進　４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．共生社会づくり
　 　２．ともに暮らす

　３．ともに育ち・学ぶ
　４．ともに働く
　５．ともに活動する
　６．障害者施策の総合的な推進

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

36 1 ○

高齢者・障害者の生活
支援権利擁護推進事業
（権利擁護センター運
営事業費補助金）
（再掲【P52No.28】）

県社協が認知症高齢者、知的障害
者、精神障害者等判断能力が十分で
ない人々の権利擁護のために実施す
る相談援助等に対して補助金を交付
する。

1　権利擁護相談業務(令和7年3月末日現在）
　 一般相談　8件
2　生活支援事業
①地域福祉権利擁護事業実施市町社協への指導、援助、補助の実施
　　利用契約数　1,486件　（全19市町社協が実施）（令和7年3月末
現在）
　②地域福祉権利擁護事業関係会議の開催
　　専門員会議　R6.8.19（出席者21名・15社協）、R6.12.13（出席
者25名・19社協）
　　市町社協事務局長会議・権利擁護支援担当部課長合同研修
　　　R6.12.24　（出席者31名・17社協）
3　研修事業
　①生活支援員・新任職員研修
　　1日目　R6.6.20（参加者22名）、2日目　R6.6.27（参加者16
名）
　②生活支援員・新任職員フォローアップ研修　R6.11.22（参加者
12名）

(129,100)

権利擁護相談受付、実施主体への
指導、援助、補助の実施、研修事
業の開催により、認知症高齢者や
知的障害者、精神障害者など判断
能力の不十分な方が、地域におい
て自立した生活が送れるよう支援
や体制整備を行うことができた。

継続

健康福祉政策課

37 1 ○

あんしん・なっとく委
員会（滋賀県運営適正
化委員会）
（再掲【P52No.29】）

福祉施設、在宅の福祉サービスの苦
情解決

1　苦情問い合わせ等  144件（苦情受付4件　相談・問合せ140件）
(令和7年3月末日現在）
2　全体委員会　開催  1回
3　運営監視合議体　開催　3回、現地調査 10団体
4　苦情解決合議体　開催　4回
5　広報・啓発活動　パンフレット配布
6　巡回指導　2か所
7　研修会の開催　福祉サービス苦情解決研修会
　R6.9.30開催（応用編）70名参加、R6.12.11開催（中級編）53名参
加

(10,000)

福祉サービスにかかる苦情解決の
ための相談、助言、調査、あっせ
ん等を行うことにより、福祉サー
ビスの適切な利用または提供を支
援することができた。また、地域
福祉権利擁護事業にかかる市町社
協への運営監視により、福祉サー
ビス利用援助事業の透明性、公平
性を確保し、福祉サービス利用者
の権利擁護の推進を図ることがで
きた。

継続

健康福祉政策課

38 1

障害児・者地域活動推
進事業

地域における障害者理解を促進する
取り組みに対し補助を行う。

障害児・者の地域社会への参加と自立を促し、また、障害児・者に
対する地域の理解と認識を深めることを目的に障害者団体等の各地
域における地域活動事業や地域啓発事業に対し補助を行った。 3,185

左記の内容を実施することにより
障害者の地域活動の推進を図っ
た。

見直し

障害福祉課

39 1 ○

自殺予防普及啓発事業
（再掲【P85No.2】）

心の健康を考える機会とするための
集いを開催するためのアドバイザー
派遣事業を行った。

・心の健康を考える啓発事業
　「救急現場が教えてくれた命の輝き～心を支える人のつながり
～」というテーマの講演会を実施し、自分自身のストレスケアの大
切さ、できることは傾聴、何気ない日常でも感謝を伝えるなど、
「大切な人に言葉をかける」メッセージを受け取る機会となった。

(221)

啓発講演会では内容の評価は良
かったが、参加者が少なかったた
め、広報を検討していく。

廃止
（孤独孤立対策事業に統合）

障害福祉課

40 1

地域精神保健福祉対策
促進保健所事業

地域の実情に応じたきめ細やかな施
策を実施することにより、精神障害
者の社会復帰及び自立と社会参加の
促進並びに県民の精神的健康の保持
増進を図る。

各圏域の必要性に応じて、当事者・家族の学習や支援従事者の人材
育成を目的として各種研修事業等を実施し、精神障害者が安心して
暮らせるまちづくりに取り組んだ。

285

各種研修会等を実施したことで、
福祉圏域毎の相談機能の充実と支
援ネットワークの確立が図れた。

継続

障害福祉課
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表Ⅱ－４　　分野別施策の推進　４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．共生社会づくり
　 　２．ともに暮らす

　３．ともに育ち・学ぶ
　４．ともに働く
　５．ともに活動する
　６．障害者施策の総合的な推進

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

41 1

保健所における精神保
健福祉基本対策事業

保健所による精神保健相談および訪
問指導を実施する。

7圏域で実施
随時の保健師による精神保健福祉相談や訪問および定期の精神科医
による相談を実施した。

2,464

保健師による精神保健福祉相談や
訪問および定期の精神科医による
相談を実施したことで、精神障害
者の早期治療の促進と自立や社会
復帰に向けた支援が行えた。

継続

障害福祉課

42 1

精神保健福祉センター
事業

精神障害者に対する偏見や差別を解
消するため、精神保健福祉に関する
知識の普及・啓発を図るとともに、
各種の相談業務等を行う。

県内保健所等と連携を図りながら各種健康教育への講師派遣やパン
フレット等の作成・配布を通して普及啓発を行った。
また、特定相談事業（思春期・依存症）を含む精神保健福祉相談お
よび各種講座・研修会を行った。

26,533

自殺対策や依存症対策において、
保健所との協働により相談窓口の
周知や正しい理解の普及を図ると
ともに、思春期精神保健福祉にお
いても啓発資材の作成配布や公開
講座や研修開催等を通して相談業
務の強化を図った。

継続

障害福祉課

43 1

糸賀一雄記念財団運営
費補助事業

生涯を通じて障害者の福祉の向上に
取り組んだ糸賀一雄氏の実践と思想
を共生社会の実現に向けた普遍の思
想として広く啓発するとともに、障
害者福祉を支える人材の育成を図
る。

授賞式：令和６年11月16日
受賞者：糸賀一雄記念賞　　　１者
　　　　糸賀一雄記念未来賞  ２者

8,759

障害福祉等の分野で活躍する方に
糸賀一雄記念賞・未来賞を授与す
ることにより、社会福祉の実現に
寄与した。

継続

障害福祉課

44 1 ○

障害者権利擁護対策事
業
（再掲【P18No.17】）

障害者虐待の未然防止や早期発見、
迅速な対応、その後の適切な支援の
ために、県域における関係機関や団
体、関係者等の協力体制の整備や支
援体制の強化を図る。
障害者の権利擁護にかかる相談等に
対応するため、常設の相談窓口を開
設するとともに、弁護士等による相
談チームを編成して専門相談を行
う。

障害者の社会参加や施設から地域への移行を進める上で、虐待や権
利侵害を防止するセーフティーネットの役割を果たした。
　・「障害者110番」運営事業
　　設置場所　滋賀県社会福祉協議会内
  　実施体制　相談員1名（嘱託職員）
　　のべ相談件数
　　　　　　　 令和６年度　　72件
　　　　　　　 令和５年度　　44件
　　　　　　 　令和４年度　　40件
　・障害者虐待防止研修（施設従事者向け、行政職員向け）
　

（6,275)

障害者からの権利擁護に関する相
談窓口を設置するとともに、虐待
防止に関する研修を実施すること
により、障害者の権利擁護に繋
がっている。

継続（組替）

障害福祉課

45 1

発達障害者支援県民啓
発事業

発達障害者週間等での啓発・研修活
動などにより、発達障害に対する県
民の理解を深める。

国宝彦根城のブルーライトアップ４/２～４/４
発達障害啓発横断幕の作成・設置
発達障害啓発リーフレットの作成・配布
発達障害啓発研修の実施
　４月２日　１５:００～１７:００　　　９７名
　　　　　　　　　　（１２月末現在：後日配信６７６回再生）
　４月２８日　１３:３０～１６:３０　　４８名
　９月１５日　１４:００～１６:００　　８３名
　10月２７日　１０:００～１２:３０　１０９名
　　　　　　　　　　　　　　　　　（会場およびオンライン）
　11月２４日　１３:３０～１６:３０　　６１名
　２月　２日　１３:００～１６:００　１１０名（オンライン）
　

933

啓発研修においては、会場だけで
なくオンラインや後日配信を実施
することにより、多くの方に参加
いただくことができた。研修後の
アンケートでは、「発達障害につ
いて理解することができ、どのよ
うな対応をしていくとよいか、新
たな学びを得ることができた」な
どの回答がみられ、一定の啓発効
果があったと考えられる。

継続

障害福祉課
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表Ⅱ－４　　分野別施策の推進　４　障害者

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．共生社会づくり
　 　２．ともに暮らす

　３．ともに育ち・学ぶ
　４．ともに働く
　５．ともに活動する
　６．障害者施策の総合的な推進

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

46 1 ○

信号機の改良事業
（一部再掲
【P47No.16】）

視覚障害者の通行が多い信号交差点
に視覚障害者用付加装置及び歩行者
支援装置（高度化ＰＩＣＳ）を整備
する等して、障害者の交通事故防止
を図る。

視覚障害者用付加装置２基を新設、５基を更新及び歩行者支援装置
（高度化ＰＩＣＳ２基を新設整備するとともに、エリアを選定して
標識標示を整備する等して、高齢者の交通事故防止を図った

(142,745)

歩行者支援装置（高度化ＰＩＣ
Ｓ）の設置により、歩行横断時の
青時間の延長など高齢者の安全な
横断の支援を図った。

継続

警察本部交通規
制課

47 1

障害者アート公募展開
催事業

知的障害や精神障害など、従来作品
出展の機会が少なかった県内の造形
作品を広く公募し、展示会を開催す
ることにより、障害のある方の社会
参加の促進および造形活動の裾野を
広げ、県民の理解と認識を深めるこ
とを図る。

第14回ぴかっtoアート展の開催（11/29～12/8）
会場：イオンモール草津イオンホール
作品応募者数：306点
来場者数：2,464名

4,798

左記の内容を実施することにより
障害者の作品の発表の機会を設け
るとともに県民に対する理解促進
を図った。

継続

障害福祉課

48 1

障害者造形活動推進事
業

ボーダレス・アートミュージアムＮ
Ｏ－ＭＡの運営及び県内外の作品の
調査・支援、アール・ブリュットに
関する情報発信等を行う。

企画展開催
（展示会５企画、観覧者数4,431人）

15,000

ボーダレスアートミュージアム
NO-MAの実施する企画展、作品保
管等に対し補助することで、障害
者の芸術文化活動の推進を図っ
た。

見直し（補助率の変更）

障害福祉課

49 1 ○

医療福祉拠点整備事業 「Nothing about us without us」
という障害者権利条約の理念のも
と、（仮称）第二大津合同庁舎整備
に当たり、子どもから高齢者までの
あらゆる世代や障害当事者と、計画
段階から利用者のニーズ把握や意見
交換を行い、ユニバーサルデザイン
の考え方に基づいて、（仮称）第二
大津合同庁舎の整備を行う。

障害当事者団体のほか子育て関係団体、老人クラブ連合会、国際協
会の全８団体から、第二大津合同庁舎新築設計の内容に対する意見
を聴き取った。（7/1、7/31開催）

134

聴き取りで得られた意見を参考に
して新築設計を行うなど、誰もが
利用しやすい施設整備を進めるこ
とができた。

廃止

健康福祉政策課
建築課
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表Ⅱ－５　　分野別施策の推進　５　部落差別（同和問題）

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．同和問題に対する正しい理解と認識、人権尊重の実践的態度の育成に向けた教育・啓発
　 　２．地域におけるまちづくりと人づくりへの支援

　３．インターネット上の差別書き込み等への対応
　４．えせ同和行為の排除
　５．同和行政の総合的な推進

1 1 ○

人権啓発活動推進費
（同和問題啓発活動
分）
（一部再掲
【P9No.3】）

県民の同和問題に対する理解・認識
を深めるため、同和問題を人権問題
の重要な柱として捉え、9月の「同和
問題啓発強調月間」を中心にイベン
トの開催等効果的な啓発活動を推進
する。

県民の人権尊重意識の高揚を図るため、手法や内容を工夫しながら、多彩な
人権啓発事業を実施した。
1　メディアミックス啓発事業
　県人権啓発キャラクター「ジンケンダー」の活用等により、テレビスポッ
ト放送や、新聞広告、ポスターなどを通じて、身近なところから改めて人権
について考えてもらえるように啓発に努めた。
・テレビスポット 1種（79回）
・ラジオ番組「ジンケンダーラジオ」（3回）　・新聞広告  1回（6紙）
・ポスター 1種  2,700枚　・交通広告（バス2社、鉄道1社）
・啓発物品作成　メモ帳（同和問題啓発強調月間・人権週間)合計16,600冊
・地域情報誌掲載　1回（1誌）・インターネット広告掲出(スマホ向け1種、
YouTube1種、X（旧Twitter）・Facebook・Instagram・TikTok各1種)
・デジタルサイネージ広告 県内1事業者の協力により、店舗・施設等のデジ
タルサイネージに啓発広告を表示
・ふれあい啓発の実施　4回
2　広報誌「ふれあいプラスワン」
　県政広報誌「滋賀プラスワン」に合冊し、インタビュー記事などを掲載
し、啓発に努めた。（7月「不適正な質問にNO! 就職差別をなくそう」）
3　じんけんミニフェスタ
　子どもから大人まで、身近なところから人権について考え、行動すること
の大切さが感じられるよう、啓発イベント「じんけんミニフェスタ」を開催
した。
・開催回数　3回（9/7（ビバシティ彦根）、9/28（ブランチ大津京）、
10/27（びわこ文化公園））
4　市町人権啓発活動委託事業（19市町）
5　インターネット人権啓発事業
　研修会の開催（2/10、参加者90名）
　リーフレット「スマホでな・か・よ・し」を制作・配布、県内の新小学４
年生 13,000部
6　人権啓発活動ネットワーク協議会事業
　プロバスケットボールチーム「滋賀レイクス」と連携し、人権啓発広告の
掲出やブース出展を行った。

(44,280)

1～2　県政モニターアンケート調
査では、テレビスポット広告・ラ
ジオ番組・ポスター・新聞広告等
を見た人の7割以上が「人権につ
いて考えるきっかけとなった」と
回答しており、一定の啓発効果が
ある広告を発信することができ
た。
3　じんけんミニフェスタ
　参加者アンケートでは、回答し
た全ての方が人権のことを考え行
動するきっかけに「なった」「少
しなった」と回答。人権について
考え行動する大切さを周知・啓発
することができた。
4　各市町における地域住民への
人権啓発につながった。
5　研修会の参加者アンケートで
は、満足度が90%以上であった。
6　ブース出展の参加者アンケー
トでは、人権について関心を持っ
たと回答した方は9割を超えた。

継続

人権施策推進課

2 1,3

滋賀県人権センター事
業推進費

（公財）滋賀県人権センターに対
し、同和問題をはじめとする人権問
題解決のための啓発、教育、相談等
の事業を円滑に推進するための補助
を行う。

・人権センター運営費
　　人件費（18名）および事務費
・人権相談事業費
　　人権相談委員会および差別事象連絡会、広報活動費
・県民啓発事業費
　　「県民のつどい」開催費
・啓発ライブラリー運営事務費
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上における人権侵害対応事業

93,324

（公財）滋賀県人権センターが実
施する啓発、教育、相談等の事業
に補助することにより、県民の人
権意識の向上を図ることができ
た。

継続

人権施策推進課

施策（事業）の評価
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
担当課№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－５　　分野別施策の推進　５　部落差別（同和問題）

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．同和問題に対する正しい理解と認識、人権尊重の実践的態度の育成に向けた教育・啓発
　 　２．地域におけるまちづくりと人づくりへの支援

　３．インターネット上の差別書き込み等への対応
　４．えせ同和行為の排除
　５．同和行政の総合的な推進

施策（事業）の評価
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
担当課№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

3 1

農業協同組合中央会事
業活動促進事業

農協の人権対策の効果的な推進を図
るために県農協中央会が行う農協人
権対策事業に助成する。

農協の人権対策の効果的な推進を図るために県農協中央会が行う農
協人権対策事業に助成した。

1　組合員啓発広報活動
　・啓発リーフレット「やさしさ・ふれあい」の作成
　　　年２回　各105,400部発行
　・啓発チラシ「みのり」の作成
　　　年12回　各2,680部発行
　・啓発手引き「あなたとわたしの人権(2024年度版)」の作成
　　　年１回　600部発行
　・啓発資料の配布

2　各農協における組合員研修・啓発事業

723

県農協中央会が行う農協人権対策
事業に助成することにより、予定
していた啓発広報活動等を実施す
ることができ、多くの農協の組合
員に対して、人権意識の向上を図
ることができた。

継続

農政課

4 2

地域総合センター運営
助言事業委託料

地域総合センターが、関係機関との
連携のもとに、生活上の各種相談事
業や人権課題の解決のための各種施
策を総合的に推進できるよう、その
助言等を（公財）滋賀県人権セン
ターに委託する。

・運営重点助言訪問
　　8/29～11/8、8センター訪問
・事業活動巡回訪問
　　随時訪問
・全隣協、県センター連協および各ブロック連協との連携
　　総会・役員会・研修会への出席
・就労対策事業・地域福祉事業助言調整
・総括会議 ： 2/25　22名出席
・職員研修会
　　基礎講座         　　  5/31　　24名出席
    相談援助技術講座　　第1回7/24、第2回8/28、第3回10/4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延べ42名出席
    実践力強化講座 　　　1/23　　8名出席

867

　地域総合センターに運営状況等
の調査を行うとともに必要に応じ
て訪問し、地域総合センター機能
の充実・強化を図ることができ
た。
　また、職員研修会の受講者アン
ケート結果では、約90％の受講者
が研修内容に「満足」「やや満
足」と回答しており、事業の目的
を達成することができた。

継続

人権施策推進課
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表Ⅱ－５　　分野別施策の推進　５　部落差別（同和問題）

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．同和問題に対する正しい理解と認識、人権尊重の実践的態度の育成に向けた教育・啓発
　 　２．地域におけるまちづくりと人づくりへの支援

　３．インターネット上の差別書き込み等への対応
　４．えせ同和行為の排除
　５．同和行政の総合的な推進

施策（事業）の評価
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
担当課№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

5 2

地域総合センター運営
費等補助金

人権課題解決のため市町が設置する
地域総合センターの活動の充実と、
計画的運営を促進するため、運営費
に対して補助金を交付する。

11市町、20センターに対して補助金を交付した。

140,330

地域総合センターの運営費等を補
助することにより、センターの活
動の充実と計画的運営を促進し
た。

継続

人権施策推進課

6 4

えせ同和行為に対する
取り組み

同和問題に対する誤った意識を植え
付け、同和問題解決の大きな阻害要
因となっている、えせ同和行為の排
除に向けた取り組みを進める。

「えせ同和行為防止滋賀県民会議」において、えせ同和行為の排除
に向け情報収集や意見交換、研修等を行った。

-

本県民会議の構成団体に向け総会
を開催し、現状の共有・研修等を
通じて、えせ同和行為の排除に向
け意識の向上を図ることができ
た。

継続

人権施策推進課

7 5

私立学校人権教育代替
教員給与費補助金

人権教育の成果を高めるため、人権
主任に代わって他の教員が授業を行
う私立高等学校に対して補助金を交
付する。

人権教育の成果を高めるため、人権主任に代わって他の教員が授業
を行う私立高等学校７校に補助金を交付した。

1,856

人権主任に代わって他の教員が授
業を行うことで、主任が人権教育
に取り組む時間を確保することが
でき、私立学校における人権教育
推進につながっている。

継続

子ども若者政
策・私学振興課

8 5

人権保育推進研究活動
事業費等補助金

滋賀県人権保育研究協議会が保育内
容の充実および入所児童の福祉の増
進を図ることを目的に実施する研修
事業等に対して補助金を交付する。

各種研修事業等に対し補助
　・人権保育研修事業：関連研修・講座を計11回開催　総計369人参
加
　・人権保育研究事業：関連研究会等を計９回開催　総計294人参加

1,200

人権保育推進研究活動事業にかか
る補助を遺漏なく行った。

継続

子育て支援課

9 5

人権保育推進懇話会運
営費

人権保育に関する意見・情報交換を
行い、保育の充実と推進を図ること
を目的に設置されている人権保育推
進懇話会を開催する。

１回開催
　・保育事業の概要、関係団体の事業計画などについて意見交換

65

最近の状況・課題について共有が
できた。

継続

子育て支援課

10 5

修学奨励資金管理事業 修学が困難な同和関係者の子弟に対
して貸与した修学奨励資金の返還等
に伴う債権管理を行う。（貸与事務
は終了している。）

修学奨励資金貸与事業に伴う債権管理
　　総貸与者数　延べ 5,672名

9,042

債務者に対する督促や催告等の返
還指導を粘り強く実施したほか、
免除申請対象者に対する免除手続
きを行い、適正な債権管理に努め
た。

継続

人権教育課

11 1，5 ○

市町人権教育推進協議
会等事業費補助金
（再掲【P6No.5 】）

同和問題をはじめとする人権問題の
解決に向けた人権教育を地域ぐるみ
で推進するため、市町人権教育推進
協議会等が行う事業に対して補助金
を交付する｡

各市町における人権教育推進協議会等に対する補助を行った。市町
人権教育推進協議会等が中心となり、自治会単位の地区別懇談会や
学区住民のつどい等の事業が実施された。
県内全市町で人権教育推進協議会等を設置
人権教育推進員（補助対象） 5,959名配置
住民を対象としたリーダー養成研修　17回実施　1,118名参加
住民を対象とした啓発・研修　164回実施　16,860名参加

(4,912)

事業補助により、各市町で人権教
育に関する研究協議・交流会・研
修会が実施されたことで人権問題
について、地域ぐるみで推進し、
人権意識の高揚を図ることができ
た。

継続

生涯学習課

12 1，5 ○

県人権教育推進協議会
事業費補助金
（再掲【P6No.6 】）

人権意識の高揚と人権教育の推進を
図るため県人権教育推進協議会が実
施する事業に対して補助金を交付す
る。

県人権教育推進協議会に対する補助および支援を行った。人権教育
に関する研究協議・実践交流、研修会等が実施された。
研究協議（会議・委員会等）　８回実施　179名参加
ブロック単位の研究交流集会　９回実施　388名参加
ブロック単位の研修会　７回実施　233名参加

(800)

事業補助により、各市町で人権教
育推進協議会が中心になって、交
流集会や研修会が実施されたこと
で県域にわたる人権意識の高揚と
人権教育の推進を図ることができ
た。

継続

生涯学習課

65



Ⅱ-6

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－６　　分野別施策の推進　６　外国人

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．こころが通じるコミュニケーション支援
　 　２．安心して暮らせる生活支援

　３．外国人材の活躍支援
　４．次世代を担う人材の育成
　５．活力ある多文化共生の地域づくり
　６．総合的・計画的な多文化共生施策の推進

1 1,2,3,4,5

多文化共生推進事業 1 多文化共生地域人材等育成事業
　多文化共生の地域づくりを推進す
るための人材を育成し、関係機関・
団体との連携・協働を図る。

2 外国人相談窓口業務
　在住外国人が円滑な日常生活が送
れるよう、６名の相談員等が外国人
の相談を受け、適切なアドバイスを
行う。

3 外国人向け情報紙発行事業
　生活情報紙を発行し、身近な生活
情報を10言語で提供する。

4 地域日本語教育の総合的な体制づ
くり推進事業

1
(1)多文化共生講座
　多文化共生社会の形成を推進するための講座を開催した。
　テーマ：「入管法改正について」
　開催日：令和７年１月24日　参加人数：45名
(2)災害時外国人サポーター養成講座
　災害発生時の外国人住民支援を行うサポーター（ボランティア）
の養成のための講座を開催し、地域における多文化共生の推進を
図った。
　開催日：令和７年２月21日　参加人数：42名

2　県国際協会に相談窓口を設置し、外国人県民の抱える問題解決に
寄与することができた。
・月～金　10:00～17:00
・相談員 ６名（ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、英語、タ
ガログ語）※日本語を含む13言語対応
R2年度：1,603件　R3年度：2,205件　R4年度：2,032件
R5年度：1,499件　R6年度：1,274件

3　日本語の理解が十分でない外国人住民に対して、母語による生活
情報を提供することにより、生活利便の向上を図った。
生活情報紙「みみタロウ」10言語　20,000部　年４回発行

4　外国人県民が生活に必要な日本語能力が習得できる地域日本語教
育の体制づくりを推進するために、専門家を活用した日本語教育モ
デル事業の実施、日本語学習支援者養成研修の実施等を行った。
(1)専門家を活用した日本語教育モデル事業の実施
日野町と連携し、日本語教育の専門家を活用した日本語教育モデル
事業を実施。
対面：R6.9.18(水)～12.20(金)　全20回
オンライン：R6.12.1(日）～R7.2.16(日)　全20回
(2)日本語学習支援者養成のための研修開催
日本語学習支援者の確保・育成を目的としたセミナーを５回実施。

33,591

1
講座を通じて、参加者が多文化共
生に関する理解を深め、多文化共
生意識を向上することで、多文化
共生の地域づくりを推進する人材
の育成に寄与した。
2
新型コロナウイルス感染症の収束
により相談件数は減少したが、外
国人住民の多国籍化により相談内
容が多様化している。適切な支援
を提供するために関連機関と連携
し、個々の相談者のニーズに応じ
た対応を行っている。
3
継続的に多言語での生活情報を発
信していることで、日本語の理解
が十分でない外国人県民の生活の
利便性向上につながっている。
4
モデル事業の受講者は計14名で、
講座修了後には日本語能力の向上
が見られたほか、今後も継続して
学習に取り組む意欲が見られた。
学習支援者セミナーは入門編とス
キルアップ編に分けて計５回開催
し、計128名が参加した。既に日
本語学習支援に携わっている方だ
けでなく、日本語学習支援に興味
のある方にも参加いただき、学習
支援者の確保・育成につながって
いる。

継続

国際課

2 4

公立小中学校外国人児
童生徒在籍校に係る非
常勤職員配置

小中学校における日本語指導が必要
な外国人児童生徒に対する指導の充
実を図るため非常勤講師を派遣し、
日本語指導・教科の指導・生活適応
の指導を行う。

日本語指導の必要な外国人児童生徒が2名以上在籍する小中学校85校
（小60校、中25校）に非常勤講師を配置した。

46,970

日本語指導の必要な外国人児童生
徒が在籍する小中学校に対して、
非常勤講師に加え、日本語指導加
配を配置し、必要な支援を行うこ
とができた。

継続

教職員課

3 4

国際理解教育推進 国際理解教育推進のため、帰国・外
国人児童生徒教育指導者連絡協議会
や外国人児童生徒教育担当者配置校
連絡会議を開催した。

帰国・外国人児童生徒教育指導者連絡協議会（６月、11月）
・外国人児童生徒等への支援の在り方として、「日本語指導の授業
づくり」について大学教授を招聘して研修を行ったり、「外国人児
童生徒等への日本語指導指導者養成研修」の内容を伝達したりし
た。また、各学校や市町における取組や課題等についてグループ別
で協議し、今後の各市町や各学校での実践につなげることができ
た。

81

連絡協議会の開催により、各市町
や各校の担当者に支援の在り方等
の周知および実践交流を通した情
報共有をすることができた。

継続

幼小中教育課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

66



Ⅱ-6

令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－６　　分野別施策の推進　６　外国人

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．こころが通じるコミュニケーション支援
　 　２．安心して暮らせる生活支援

　３．外国人材の活躍支援
　４．次世代を担う人材の育成
　５．活力ある多文化共生の地域づくり
　６．総合的・計画的な多文化共生施策の推進

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

4 4

外国人児童生徒に対す
る総合的な教育支援事
業

県立学校等において外国人児童生徒
に対して、母語による支援が喫緊で
あると判断される場合、母語を理解
することのできる指導協力者を派遣
し、児童生徒やその保護者等と円滑
なコミュニケーションが図れるよう
に支援する。

［R4年度実績］
　派遣校 22 校　派遣回数延べ79回
　派遣支援員　27名（登録者）
［R5年度実績］
　派遣校 18 校　派遣回数延べ78回
　派遣支援員　27名（登録者）
［R6年度実績］
　派遣校 25 校　派遣回数延べ97回
　派遣支援員　27名（登録者）

821

昨年度よりも多くの学校へ支援員
を派遣することができ、保護者懇
談会等における円滑なコミュニ
ケーションの支援をすることがで
きた。

継続

高校教育課

5 2

コミュニティＦＭ放送
を活用した生活安全広
報実施事業

コミュニティＦＭ放送と連携し、外
国語による生活安全情報を提供す
る。

県内の地域ＦＭ局で、それぞれ火・木曜日の１日２回、ポルトガル
語、中国語、ベトナム語、インドネシア語等を使用して情報発信し
ている。内容は、県警広報重点に基づく防犯情報等を毎月内容を変
え、年間を通じて提供している。 －

放送による反響を得るには至って
いないが、生活に密着した安全情
報を発信する観点から、放送局の
担当者とは大切な活動であるとの
認識で推進している。

継続

警察本部組織犯
罪対策課
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表Ⅱ－７　　分野別施策の推進　７　患者

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．医療福祉提供体制の整備
　 　２．安全、安心な医療福祉サービスの提供

　３．正しい知識の普及啓発等
　４．難病患者への支援の充実
　５．総合的な保健・医療・福祉施策の推進

1 2

医療安全相談室の運営 医療に関する患者の苦情や相談等に
迅速に対応する体制を整備し、医療
の安全と信頼の確保に努め、医療機
関の患者サービスの向上と医療の質
の向上を図る。

医療に関する相談や苦情に対応した。
  相談件数
　　　令和６年度　694件
　　　令和５年度　684件
　　　令和４年度　602件

5,416

患者や家族からの相談に対応し、
患者や家族に対して助言するとと
もに、患者や家族と医療機関との
信頼関係の構築を支援した。

継続

医療政策課

2 3

エイズ対策促進事業 エイズに関する正しい知識を普及・
啓発するため啓発を行うとともに、
エイズの早期発見と二次感染の予防
のため、相談・検査事業を行う。

エイズに関する正しい知識を啓発するとともに、早期発見・早期治
療のための相談・検査事業を実施した。
　相談件数      令和６年度　2,100件
              　令和５年度　2,353件
　　　　　　　　令和４年度　2,251件
　
　検査件数　    令和６年度　　643件
                令和５年度　　718件
　　　　　　　　令和４年度　　589件

6,733

相談、検査件数の推移から見ても
事業に対する目的は達成できてい
る。

継続

健康危機管理課

3 3

結核対策特別促進事業 結核に対する正しい理解と予防意識
の高揚を図るため、県民を対象に啓
発事業を実施する。

結核・呼吸器感染症予防週間（9月24日～30日）に市町、医師会、健
康づくり財団および地域女性団体連合会等と協力し、各種広報媒体
を活用した啓発を実施した。
　・啓発ポスター　37部配布
　・啓発リーフレット　280部配布

-

当該期間において各協力機関と連
携し、各協力機関による各種広報
媒体を活用し啓発を行うことがで
きた。

継続

健康危機管理課

4 3

ハンセン病啓発事業 ハンセン病についての正しい知識を
普及し、差別や偏見をなくすため、
啓発を実施するとともに、療養所に
入所されている本県出身者の訪問、
一時帰省招待事業を行う。

ハンセン病や療養所の歴史や実態を学ぶため、現地学習会を開催し
た。、さらに、療養所入所者訪問を実施した。
啓発リーフレット　6,000部作成配布

2,926

現地学習会や療養所訪問、講演会
等を通じて、ハンセン病に対する
正しい知識の普及・啓発すること
ができた。

継続

健康しが推進課

5 4

難病対策推進事業 難病患者等への福祉施策の推進を図
るため、相談事業、研修事業など
や、難病相談支援センターの設置運
営を行う。また、重症難病患者に対
する入院施設の確保事業等を行う。

・難病相談支援センターにおいて、難病患者およびその家族を対象
に講演会や交流会、ピア・サポートを実施した。
・難病医療連携協議会において、ハイブリッドによる従事者研修会
を実施した。
・保健所において、圏域内の関係機関調整や、在宅支援者等に対す
る研修会、災害対応における検討等を行った。
・県において、重症難病患者一時入院事業を継続して実施した。
・難病にかかる福祉サービスや相談窓口を記載した「難病社会資源
ガイド」の改訂を行い、広く周知した。
・難病相談支援センター相談件数　令和６年度（428件）、令和５年
度（342件）、令和４年（345件）
・難病医療連携協議会相談件数　令和６年度（569件）、令和５年度
（484件）、令和４年（299件）

23,775

難病相談支援センターおよび難病
医療連携協議会の相談件数は増加
傾向にあり、難病患者の多様な相
談に対応できた。
また、講演会や研修会をオンライ
ン開催にすることにより、研修参
加者が増加しており、支援者への
啓発や資質向上につながった。
難病社会資源ガイドについては、
様々な機会を捉えて関係機関への
周知を行い、各機関を通して必要
な患者に対し配布することで、相
談窓口やサービスの情報提供につ
ながった。

継続

健康しが推進課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－８　　分野別施策の推進　８　犯罪被害者等

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．平穏な日常生活への復帰の支援
　 　２．犯罪被害者等を支える社会づくり

1 1 ○

犯罪被害者等支援事業
（再掲【P20No.26】）

　「犯罪被害者総合窓口」や「性暴
力被害者総合ケアワンストップびわ
湖（SATOCO）」による犯罪被害者等
への支援に取り組むとともに、犯罪
被害者等を支える社会を形成するた
めの広報啓発および支援従事者の二
次受傷対策等を実施する。

犯罪被害者総合窓口を設置し、警察や関係機関との連携の下、被害
直後から適切な情報提供や電話相談、付添支援などを行った。
また、性暴力被害者の支援に特化し、24時間ホットラインをはじめ
とした総合的ケアを行う「性暴力被害者総合ケアワンストップびわ
湖(SATOCO)」による支援を行った。
○総合窓口　相談支援件数
令和６年度　　2,061件
令和５年度　　1,821件
令和４年度　　2,030件
　
○SATOCO　相談支援件数
令和６年度　　2,592件
令和５年度　　2,190件
令和４年度　　1,873件
　

(20,541)

犯罪被害に遭われた方やそのご家
族に対してニーズに応じた適切な
支援を実施するとともに、相談員
の二次受傷ケアカウンセリングに
より相談支援体制の充実に努め
た。

継続

県民活動生活課

2 1,2 ○

犯罪被害者等支援コー
ディネート事業
（再掲【P21No.27】）

専門的知識を有する支援コーディ
ネーターを配置し、被害直後から迅
速かつ的確な支援を受けることがで
きるように支援計画を策定するとと
ともに、関係機関と連絡調整を行
い、途切れのない支援を実施する。

専門的知識を有する支援コーディネーターを配置し、被害者に寄り
添った途切れのない支援を実施した。
○支援計画策定件数
令和６年度　　 57件
令和５年度　　 75件
令和４年度　　 52件

(4,027)

コーディネーターを配置し、被害
者等に寄り添った跡切れのない支
援を実施できた。

継続

県民活動生活課

3 1 ○

犯罪被害者支援事業
（再掲【P90No.20】）

犯罪被害者等の被害回復を図るた
め、被害者の手引の作成・配付、身
体犯罪被害者等に対するカウンセリ
ングの実施等、被害者の視点に立っ
た総合的な施策を推進する。

被害者の手引を配布し、被害者等へ各種相談窓口の情報提供、公費
負担制度や犯罪被害給付制度の概要を周知した。カウンセリングに
ついては152回（令和６年度末）実施した。また、年度始めの４月に
各警察署等で新規に指定された被害者支援要員に対する講習を実施
し、被害者による講演を行った。犯罪被害者等支援推進協議会につ
いては、６月の総会において遺族による特別講演を実施し、また11
月には実務担当者研修会を開催した。

(363)

行事を予定どおり開催することが
できた

継続

警察本部警察県民
センター

4 1 ○

犯罪被害者サポートテ
レホン
（再掲【P21No.28】）

犯罪被害者支援活動として、専門的
知識を有する民間支援団体へ業務委
託し、よりきめ細やかな被害者支援
体制の充実を図り、犯罪被害者等か
らの電話相談及び直接支援（警察署
等への付添い）を行い犯罪被害者等
の被害の回復、軽減に努める。

専門的知識を有する民間支援団体へ業務委託し、犯罪被害者等から
の電話相談及び直接支援を行うことにより犯罪被害者等の被害の回
復、軽減を図るとともに、よりきめ細やかな被害者支援体制の充実
を図った。
○令和６年度相談件数1,361件（令和６年度末）
〇令和６年度直接支援回数122件（令和６年度末）

(2,355)

業務委託により被害者支援体制の
充実を図ることができた

継続

警察本部警察県民
センター

5 1 ○

犯罪被害者に対する支
援
（再掲【P31No.28】）

犯罪被害に係る診断書料等の公費負
担や、性犯罪被害相談電話による性
犯罪の潜在化防止を図る。

犯罪被害に係る診断書料等を公費負担することにより、犯罪被害者
等の精神的、経済的負担軽減を図るとともに、性犯罪被害相談電話
による性犯罪被害の潜在化防止に努めた。 (1,931)

犯罪被害者に対する支援施策を実
施し、被害者の負担軽減を図るこ
とができた

継続

警察本部警察県民
センター

6 1 ○

児童からの司法面接に
関する知識・技能の向
上

大学との連携により「司法面接に係
る調査研究の推進に関する協定」を
締結し、司法面接に係る研修や訓練
を実施して継続的に職員の技能向上
を図るもの。

・協定締結 摂南大学
・司法面接研修会の実施　受講者　16人
・実践的司法面接訓練の実施　実施者　６人

0

有識者の知見をいただきながら、
職員の児童からの司法面接に関す
る知識や技能の向上が図られた。

継続

警察本部少年課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－８　　分野別施策の推進　８　犯罪被害者等

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．平穏な日常生活への復帰の支援
　 　２．犯罪被害者等を支える社会づくり

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

7 2 ○

社会全体で犯罪被害者
等を支える取り組み推
進事業
（再掲【P41No.23】）

犯罪被害者遺族を講師として、県内
の中学校、高校、専門学校、大学等
で講演を開催し、被害者の置かれた
立場や心情への理解を図り、社会全
体で犯罪被害者等を支える気運を醸
成するとともに、受講者の規範意識
向上を図るもの。

中学校２校及び高校２校の合計４校に対して実施し、聴講生は４校
の合計1,866名であった。

(60)

講演の実施前と実施後でアンケー
トを実施したところ、実施前より
も相手の気持ちや立場に立って物
事を考えることができるようにな
るなど、意識の変化が見られた。

継続

警察本部警察県民
センター
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表Ⅱ－９　　分野別施策の推進　９　刑を終えた人・保護観察中の人等

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．国・市町・民間団体等との連携強化
　 　２．就労・住居の確保

　３．保健医療・福祉的支援の充実
　４．非行の防止と就学支援の実施
　５．民間協力者の活動の推進、広報・啓発活動の推進

1 2

滋賀県地域生活定着支
援センター事業

　高齢または障害により刑務所等を
出所後に自立した生活を送ることが
困難な方に対し、福祉サービスの手
続きや受け入れ先の調整などの支援
を行うため、地域生活定着支援セン
ターを設置する。

○個別支援
コーディネート　19件（新規14、継続5）
フォローアップ　26件（新規9、継続17）
相談支援　　　　83件（新規51、継続32）
被疑者等支援（検察庁から保護観察所依頼の相談）10件(新規6、継
続4）

○居住支援（住居確保の取り組み）
・改正住宅セーフティーネット法等に関する全国説明会（9/19）
・居住支援地域連携セミナー（10/8）
・滋賀県居住支援地域連携強化研修会（1/24）
・住宅確保要配慮者居住支援コーポ心友見学（2/14）
・居住支援法人 ワイ・エス・メディア意見交換（2/25）

○地域ネットワーク強化支援
①市町相談連絡会、情報交換会出席 4 回（6/18、6/24、7/17、
1/27）
②弁護士連携会議 ３回（4/19、4/23、10/18）
③司法関係機関との協議・情報交換 13 回
④新規開拓事業所見学・情報交換 2 回（9/20、11/22）
⑤地域支援のための司法福祉アセスメント委員会関連 4 回
⑥性的課題向けプログラム(Keepsafe)実施 5 回（2/1、2/8、2/22、
3/1、3/29）
⑦性的課題向けプログラム(Keepsafe)運営会議 3 回（4/15、5/10、
11/25）
⑧依存症支援ネットワーク会議への参加 1 回
⑨事業説明、事例検討会 ６回（6/12、7/19、7/22、1/16、2/7、
2/27）
⑩再犯防止担当者会議 1 回、再犯防止推進会議１回
⑪全定協事業への協力：近畿ブロックセンター長会議への参加 3 回
（4/24、11/1、3/10）
 全定協総会 1 回（6/25）
⑫全定協近畿ブロック研修企画運営 1 回（2/13）
⑬「性を権利の視点から捉えなおす」研修開催（1/23）

30,212

高齢や障害などの福祉的支援が必
要な方に対して、個別支援を実施
しているところであり、なかでも
今年度から性的課題のある人に対
する個別プログラムの実施を開始
できた。

継続

健康福祉政策課

新規 2 ○

　セーフティネット住
宅の登録促進

　住宅確保要配慮者の入居を拒まな
い賃貸住宅「セーフティーネット住
宅」の登録を促進する。

セーフティーネット住宅の登録戸数　12,778戸（R7.3月末時点）

-

登録戸数は着実に伸びている。 継続

住宅課

新規 2 ○

　居住支援法人の指
定・活動促進

　住まい探しや契約のサポート、見
守り等の支援を行う居住支援法人の
指定を行うとともに、その活動を促
進する。

・居住支援法人指定数：13者（R7.3月末時点）
・居住支援法人同士や市町との連携強化のための意見交換会の開催
　２回（５月・11月） -

法人指定数は着実に伸びており、
連携も強まっている。

継続

住宅課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－10　　分野別施策の推進　10　性的指向・ジェンダーアイデンティティ

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．性の多様性に関する理解の増進のための教育・啓発の推進
　 　２．相談体制の整備等の当事者支援の取組の推進

1 2

「滋賀県パートナー
シップ宣誓制度」の導
入

様々な状況により困難な状況にある
県民に対し、安全・安心につながる
支援を行うことを目的に、「滋賀県
パートナーシップ宣誓制度」の実施
に向けた調査を行い制度の導入を行
う。

令和6年9月に「滋賀県パートナーシップ宣誓制度」を導入し、宣誓
受付を開始。宣誓書受領証を13組に交付した。

24

宣誓された方々からは「認められ
たことが嬉しい」、「暮らしやす
くなる」などの感想をいただいて
いる。

継続

人権施策推進課

2 2 ○ ○

性の多様性に関する理
解の増進のための啓発
等
（一部再掲【P9No.3】
）

性の多様性に関する県民の理解の増
進を図るため、啓発パンフレットの
作成・配布や、各相談機関の相談員
を対象とした研修を実施するほか、
令和6年度中に導入予定の「滋賀県
パートナーシップ宣誓制度」の運
用・周知啓発等を行う。

1　メディアミックス啓発事業
　県人権啓発キャラクター「ジンケンダー」の活用等により、テレ
ビスポット放送や、新聞広告、ポスターなどを通じて、身近なとこ
ろから改めて人権について考えてもらえるように啓発に努めた。
・テレビスポット 1種（30回）
・ラジオ番組「ジンケンダーラジオ」（2回）　・新聞広告  1回（6
紙）
・ポスター 1種  2,730枚　・交通広告（バス2社、鉄道1社）
・啓発物品作成　メモ帳（同和問題啓発強調月間・人権週間)合計
18,300冊
・インターネット広告掲出(スマホ向け1種、YouTube1種、X（旧
Twitter）・Facebook・Instagram・TikTok各1種)
・デジタルサイネージ広告 県内1事業者の協力により、店舗・施設
等のデジタルサイネージに啓発広告を表示
・ふれあい啓発の実施　4回
2 広報誌「ふれあいプラスワン」
　県政広報誌「滋賀プラスワン」に合冊し、インタビュー記事など
を掲載し、啓発に努めた。（10月「誰もが暮らしやすい滋賀に ～
パートナーシップ宣誓制度を開始しました～」）
3　新聞を活用した人権啓発
　インターネット・SNS等のデジタル媒体への接触機会が少ない人・
接触が困難な人にも身近なところで人権について考え、様々な人権
問題についての理解と認識を深める機会をより多く提供するため、
新聞各紙に啓発記事を掲載した。
・啓発広告の掲載　1回（6紙）
4　じんけんミニフェスタ
　子どもから大人まで、身近なところから人権について考え、行動
することの大切さが感じられるよう、啓発イベント「じんけんミニ
フェスタ」を開催した。
・開催回数　3回（9/7（ビバシティ彦根）、9/28（ブランチ大津
京）、10/27（びわこ文化公園））
5　市町人権啓発活動委託事業（19市町）

(44,280)

1～3　県政モニターアンケート調
査では、テレビスポット広告・ラ
ジオ番組・ポスター・新聞広告等
を見た人の7割以上が「人権につ
いて考えるきっかけとなった」と
回答しており、一定の啓発効果が
ある広告を発信することができ
た。
4　じんけんミニフェスタ
　参加者アンケートでは、回答し
た全ての方が人権のことを考え行
動するきっかけに「なった」「少
しなった」と回答。人権について
考え行動する大切さを周知・啓発
することができた。
5　各市町における地域住民への
人権啓発につながった。

継続

人権施策推進課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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令和６年度滋賀県人権施策基本方針および推進計画関連施策

表Ⅱ－11　　分野別施策の推進　11　インターネット上の人権侵害

人権施策推進計画の具体的施策
　 １．インターネット上の人権侵害の防止のための教育・啓発
　 ２．差別書き込みや動画の投稿、誹謗中傷等への対応

３．国・関係機関等と連携した取組の推進

1 1

サイバー犯罪対策経費 サイバーボランティアとサイバーセ
キュリティ教室や啓発活動等を協働
し、被害者や加害者にならないため
の見識を高めて、安全・安心なサイ
バー空間の利用を推進する。

サイバーボランティアと連携し、サイバー犯罪防止教室や街頭啓発
を実施することにより、被害者にも加害者にもならない安全・安心
なサイバー空間の構築を図った。
　令和６年度末
　　　　　サイバー犯罪防止教室　75回
　　　　  啓発活動　10回(ラジオ出演　街頭啓発)

5

サイバーボランティアとの協働等
により、サイバー犯罪防犯教室等
を例年並みの回数で実施すること
ができた。特に防犯教室では、受
講者の見識が高まるよう、学齢に
応じた分かりやすい内容となるよ
う工夫するなどして、好評を得
た。

継続

警察本部サイバー
犯罪対策課

2 1 ○

インターネット人権啓
発事業
（一部再掲
【P66No.3】）

インターネット上における差別書き
込み等の現状や問題点を把握すると
ともに、差別書き込み等の防止に向
けた対応策などについて理解を深め
るため、行政や関係団体の職員を対
象に研修会を開催する。また、イン
ターネットを利用する上でのルール
とマナーについて、広く県民に啓発
するため、リーフレットを配付す
る。

インターネット啓発リーフレット「スマホでな・か・よ・し」を制
作し、新小学４年生全員に配布した。
また、市町、人権相談ネットワーク協議会などの関係機関・団体の
職員を対象とした研修会を開催し、インターネット上における差別
書込み等の現状や問題点を把握するとともに、差別書込み等の防止
に向けた対応策などについて理解を深めた。

啓発事業
・インターネット人権啓発事業
　研修会の開催（2/10、参加者90名）
　リーフレット「スマホでな・か・よ・し」制作・配布、 県内新
小学４年生 13,000部

(1,048)

近年の子どものスマートフォン所
有開始の低年齢化等に伴い、従来
の中学生向けリーフレットから、
新たに小学生向けのリーフレット
を制作した。小学校に配布し、活
用いただいている。

継続

人権施策推進課

3 2 ○

インターネット上にお
ける人権侵害対応事業
（一部再掲
【P65No.2】）

インターネット上における誹謗中
傷・差別書き込み等の人権侵害が多
発している現状であることから、そ
の状況把握を行い、それに対しての
対応窓口の確立、通報システムや相
談体制の整備、および未然防止や事
後対応に対しての取組を行うため、
（公財）滋賀県人権センターが実施
する関連事業に対し補助を行う。

・インターネット人権マスター講座として、6回講座を開催した。
（6/20、7/25、8/22、9/5、10/17、10/24）
 講座を通して、モニタリングの手法や実際の差別書き込みへの対
応方法を啓発するとともに、ネットを利用するうえでの注意点や
ネット社会の最新事象について啓発し、施策の推進に努めた。

(205)

　（公財）滋賀県人権センターが
実施するインターネット上におけ
る人権侵害対応事業に補助するこ
とにより、講座を通して、モニタ
リングの手法や実際の差別書き込
みへの対応方法等を啓発すること
ができた。
　また、講座開催後の参加者アン
ケートでは、約92％の参加者が講
座内容について、「非常によかっ
た」「よかった」と回答してお
り、講座を通して、啓発がするこ
とができた。

継続

人権施策推進課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－12　　分野別施策の推進　12　新たな感染症（新型コロナウイルス感染症等）

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．正しい知識の普及
　 　２．教育・啓発

　３．相談・支援体制の充実

1 1,2

新型コロナウイルス感
染症に関する人権啓発

新型コロナウイルス感染症に関連し
た人権侵害の防止を目的とした人権
啓発を行う。

新型コロナウイルス感染症に関連した人権侵害を防止するため、過
年度に作成したテレビCM・ラジオCM等を県ホームページやYouTube上
で引き続き公開するとともに、以下のような取組を行った。

１　人権啓発ラジオ番組「ジンケンダーラジオ」の放送
　人権啓発ラジオ番組「ジンケンダーラジオ」（e-radioで毎週火曜
日に放送）において、以下のとおり啓発番組を１回放送した。
　・「新型コロナウイルス感染症と人権」（R6.7.16）

-

番組では、新型コロナウイルス感
染症流行時に発生した人権侵害を
振り返った。
新たな感染症が発生した際に、同
じ過ちを繰り返さないよう、啓発
をすることができた。

見直し

人権施策推進課

2 2 ○

新型コロナ人権侵害対
応チーム
（再掲【P20No.22
】）

県各機関への新型コロナウイルス感
染症関連人権侵害相談情報の集約強
化および相談を受けた人権侵害に対
応するため、庁内に対応チームを設
置する。（設置先：総合企画部人権
施策推進課内）

人権施策推進課内に人権侵害対応チームを設置し、関連相談情報の
集約を行ったほか、個々の相談に対する助言や支援を行った。（※
令和６年度は対応が必要な相談なし）
→人権センターに統合

　相談件数　令和６年度　0件

―

― 見直し
（人権相談室（P14No.1）に統
合）

人権施策推進課

施策（事業）の評価
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
担当課№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－13　　分野別施策の推進　13　ヘイトスピーチ

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．ヘイトスピーチの解消・防止のための教育・啓発
　 　２．国・関係機関等との連携による相談対応

該当なし

R7年度の実施状況
（継続・見直し・廃止・組替等）

担当課施策（事業）の評価№
人権施策

推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－14　　分野別施策の推進　14　ハラスメント

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．ハラスメント防止のための教育・啓発
　 　２．関係機関と連携した相談対応の充実

1 ○

企業内人権啓発推進等
事業費
（再掲【P11No.1】）

企業に対して公正な採用選考の実
施、差別のない明るい職場づくりな
どを推進する。

事業所内公正採用選考・人権啓発担当者の設置率が96.1％になるな
ど、一定の成果を上げてきた。
(1)事業所内公正採用選考・人権啓発推進班の設置
・国、県、市町、経済団体から班員を構成
　（令和６年度推進班員数 ：2,271名）
・従業員20名以上の事業所を重点的に啓発指導（令和５年度末対象
企業数：3,126社）
(2)研修会の開催
・推進班員リーダー養成講座 （39名参加）兼推進班員研修会（オ
ンライン）
・企業関係者に対する研修 1,715名参加
　（うち、滋賀人権啓発企業連絡会に委託分 770名）
　（うち、（公財）滋賀県人権センターに委託分 945名※実施中の
ため暫定値、3/31以降に確定）
(3)企業内公正採用・人権啓発推進月間の実施
・啓発文の送付、ポスターの作成、配布・掲示
・啓発物品の配布
・街頭啓発
(4)啓発DVDの購入、貸し出し
(5)市町等が行う啓発事業に対する助成
（企業内人権啓発推進事業費等補助金）
・補助率1/3

(8,093)

・令和６年度は3,125社に対して
啓発指導を実施した。
・研修受講後の参加者アンケート
では、人事労務担当者研修会の
94％が、経営者研修会の77％が
「参加して良かった」と回答し
た。
・推進月間においては、街頭啓発
での啓発物の配布やポスターの作
成・掲示を行った。
上記の結果から、事業の目的を概
ね達成することができた。

一部見直し
・啓発物品の変更
・滋賀人権啓発企業連絡会への委
託料の変更

施策（事業）の評価
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
担当課№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－15　　分野別施策の推進　15　災害発生時の人権問題

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．要配慮者の避難支援体制の強化
　 　２．広報および教育・啓発の推進

　３．総合的・計画的な関連施策の推進

1 １

災害時要配慮者支援体
制整備事業

災害時において、高齢者・障害者等
避難支援が必要な方に対し、迅速か
つ的確な対応が行えるよう、市町の
取組を促進するとともに、大規模災
害時における広域的な避難体制の整
備を推進することにより、災害対策
の強化を図る。

・チーム員の養成および体制整備のため、下記の研修を実施
・滋賀県災害派遣福祉チーム（しがDWAT）チーム員養成研修
　10/9　53名
・しがDWATフォローアップ研修　1/9 66名
・しがDWATリーダー研修　3/19 4,977

多くの新規チーム員の登録や、能
登への派遣のふりかえりを踏まえ
た研修を行うことができた。

継続

健康福祉政策課

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－16　　分野別施策の推進　16　人身取引（性的サービスや労働の強要等）

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．人身取引防止のための教育・啓発および相談支援

該当なし

施策（事業）の評価
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
担当課№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－17　　分野別施策の推進　17　アイヌの人々

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．アイヌの人々に対する理解を深めるための教育・啓発

該当なし

施策（事業）の評価
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
担当課№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－18　　分野別施策の推進　18　拉致被害者等

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．拉致問題解決に向けた関心と認識を深めるための教育・啓発

1 １

北朝鮮当局による人権
侵害問題に対する理解
を深めるための啓発事
業

北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12月
10日～16日）を中心として、県広報
誌、ポスター、パネル、映画上映に
より周知・広報を実施する。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12月10日～16日）を中心として、県
広報誌、ポスター、パネルにより周知・広報を実施した。

-

幅広く拉致問題の早期解決に向け
た啓発を実施することができた。

継続

健康福祉政策課

2 １ ○

北朝鮮当局による人権
侵害問題に対する理解
を深めるための啓発事
業

政府拉致問題対策本部、滋賀県議会
拉致問題解決促進議員連盟、甲賀市
政府拉致問題対策本部と共催で啓発
映画「めぐみ－引き裂かれた家族の
30年」の上映会を開催し、北朝鮮に
よる拉致問題の早期解決に向けた啓
発を行う。

甲賀市 碧水ホールで映画会を開催し、１４０名の参加を得た。ま
た、当日、６９名の参加者から拉致問題の解決を求める署名をいた
だき、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会に送
付した。

-

幅広く拉致問題の早期解決に向け
た啓発を実施することができた。

廃止の方向

健康福祉政策課

施策（事業）の評価
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
担当課№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－19　　分野別施策の推進　19　個人情報の保護

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．個人情報流出等による人権侵害防止のための教育・啓発および相談窓口の周知

1 1

個人情報保護どこでも
講座

平成７年10月に滋賀県個人情報保護
条例を施行し、平成17年４月には個
人情報の保護に関する法律が全面施
行された。さらに、平成27年９月に
改正された個人情報の保護に関する
法律の施行（平成29年５月30日）を
受けて、事業者や県民の個人情報の
保護に関して、県内の事業者等が開
催する研修会等へ講師を派遣する
「個人情報保護どこでも講座」を実
施する。

（休止中）

－ －

廃止
(個人情報の保護の法律が施行さ
れ、事業者等が主催する研修会等
への講師派遣は個人情報保護委員
会において行っているため。)

県民活動生活課県
民情報室

2 1

個人情報保護制度説明
会

個人情報保護制度においては、近
年、保有個人情報開示請求が増加し
ていること、また、個人情報の漏え
い等の事案が増加傾向にあることか
ら、本県の個人情報保護制度を再確
認するとともに、個人情報を取り扱
う際のルールを十分に理解してもら
うため、職員向けに制度説明会を開
催する。

・全職員向けの個人情報保護ハンドブックを作成し、改めて個人情
報の取扱いについて周知・徹底を図った。
・情報公開制度および個人情報保護制度の運用についての所属長向
け等の階層別の資料を作成し、配布した。
・新規採用職員研修に講師として参加し、新規採用職員に個人情報
保護制度を理解させたほか、個人情報取扱担当者には、地方公共団
体情報システム機構による個人情報取扱担当者のための研修を受講
できるようにした。

－

所属長や新規採用職員向けや全職
員向けなど、対象に合わせて、個
人情報保護制度の周知・研修を行
い、各職員の個人情報保護法に対
する理解を深めた。

継続

県民活動生活課県
民情報室

施策（事業）の評価
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
担当課№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅱ－20　　分野別施策の推進　20　その他の人権に関わる諸問題

人権施策推進計画の具体的施策
　 　１．孤独・孤立
　 　２．自殺問題
　 　３．ひきこもり
　 　４．依存症
　 　５．ホームレス

1 ５

ホームレス対策事業 ホームレスの自立等に向けて、生活
保護や生活困窮者自立支援制度によ
り対応を図る。また、平成18年度か
ら毎年度実施されることとなった概
数調査によりホームレスの状況を把
握するとともに、必要に応じて生活
状況や施策の実施状況等についての
連絡調整を行う関係機関連絡調整会
議を開催し、ホームレスの自立支援
を図る。

　保護等を必要とするホームレスに対して適切な対応を図ることが
できた。
　「ホームレスの実態に関する全国調査」を令和７年１月に実施。
前回調査（令和６年１月）では１名であり、今回は2名であった。

-

　保護等を必要とするホームレス
に対して適切な対応を図ることが
できた。

継続

健康福祉政策課

2 2

自殺予防普及啓発事業 心の健康を考える機会とするための
集いを開催するためのアドバイザー
派遣事業を行った。

・心の健康を考える啓発事業
　「救急現場が教えてくれた命の輝き～心を支える人のつながり
～」というテーマの講演会を実施し、自分自身のストレスケアの大
切さ、できることは傾聴、何気ない日常でも感謝を伝えるなど、
「大切な人に言葉をかける」メッセージを受け取る機会となった。

221

啓発講演会では内容の評価は良
かったが、参加者が少なかったた
め、広報を検討していく。

廃止
（孤独孤立対策事業に統合）

障害福祉課

施策（事業）の評価
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
担当課№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅲ－１　　推進体制　１　庁内における推進体制

人権施策推進計画の具体的施策

1 －

人権施策推進本部の運
営

人権が尊重される社会の実現を目指
し、人権が尊重される社会づくりに
関する施策について有機的な連携を
図りつつ、総合的かつ効果的に推進
するため人権施策推進本部を設置、
運営する。

・令和５年度人権施策基本方針等関連施策の実施状況等について取
りまとめ
・令和６年度人権施策基本方針等関連施策について取りまとめ
・人権施策推進本部　幹事・連絡員合同会議　１回（R6.5.27）
・人権施策推進本部　本部員会議　１回（R6.6.3）

-

庁内における人権施策の実施状況
等についてとりまとめを行った。
また、人権施策推進計画の改定お
よびパートナーシップ宣誓制度の
導入に伴い、幹事・連絡員合同会
議および本部員会議を開催した。

継続

人権施策推進課

R7年度の実施状況
（継続・見直し・廃止・組替等）

担当課施策（事業）の評価№
人権施策

推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅲ－２　　推進体制　２　人権に関わりの深い職業従事者の人権研修

人権施策推進計画の具体的施策

１　公務員

1 －

部門研修 各部局または各地域ブロックを単位
とする20部門で人権研修を実施する｡

次のとおり人権研修を実施した。
　実施部門　20部門（20部門中）
　参加人数　2,034名
　実施期間　令和６年８月19日～令和７年３月６日
　内　　容　講義、現地視察、動画配信による学習会等

332

研修受講後のアンケートでは、
「部落差別の歴史や実態について
学ぶことで、人権課題を解決しよ
うという意識を強め、自らが行動
するきっかけとなった」や「誰も
が人権侵害の被害者にも加害者に
もなり得る可能性があることにつ
いて具体的な事例を通じて学ぶこ
とができた」との回答があった。
同和問題をはじめとする人権全般
についての正しい理解を醸成し人
権尊重の精神を培うという研修目
的を達成することができた。

見直し
（本庁各部局が実施する人権研修
について、令和７年度から地方機
関等の職員も対象者とする。併せ
て本年度から全職員を対象とした
現地視察研修を政策研修センター
で実施し、同和問題等の人権問題
について、より多くの職員が理解
を深められる機会を設ける。)

人事課

2 － ○

個人情報保護制度説明
会
（再掲【P84No.2】）

個人情報保護制度においては、近
年、保有個人情報開示請求が増加し
ていること、また、個人情報の漏え
い等の事案が増加傾向にあることか
ら、本県の個人情報保護制度を再確
認するとともに、個人情報を取り扱
う際のルールを十分に理解してもら
うため、職員向けに制度説明会を開
催する。

・全職員向けの個人情報保護ハンドブックを作成し、改めて個人情
報の取扱いについて周知・徹底を図った。
・情報公開制度および個人情報保護制度の運用についての所属長向
け等の階層別の資料を作成し、配布した。
・新規採用職員研修に講師として参加し、新規採用職員に個人情報
保護制度を理解させたほか、個人情報取扱担当者には、地方公共団
体情報システム機構による個人情報取扱担当者のための研修を受講
できるようにした。

-

所属長や新規採用職員向けや全職
員向けなど、対象に合わせて、個
人情報保護制度の周知・研修を行
い、各職員の個人情報保護法に対
する理解を深めた。

継続

県民活動生活課
県民情報室

3 －

人権研修指導者養成研
修

人権研修指導を担える職員を養成す
るため、課長補佐級、主幹級、係長
級および主査級の職員のうち、部局
等の長が推薦する職員に対し研修を
行う。

人権研修指導を担える職員を養成するための研修を次のとおり実施
した。
　参加人数　18名
　実施日　　令和７年１月27日、１月30日、２月３日

372

大学教授等の人権各分野を専門と
する講師11名に登壇いただいた。
研修受講後のアンケートでは、
「グループディスカッションで
様々な考え方に触れる機会を作る
こと、新しい情報や面白さを加え
ることでより興味を持って聞いて
もらえることなど、研修の企画に
活かしていきたい。」などの回答
があり、研修目的を達成すること
ができた。

継続

政策研修センター

4 －

ステップアップ研修 ステップアップ研修（各階層別研
修）の中で、人権についての研修を
行う。

県職員として果たすべき役割についての認識を深め、行動に移せる
よう、人権感覚を磨くための研修を実施した。
　講義内容　人権研修等
　研修数　  10階層11研修
　参加人数　1,309名 44

研修受講後のアンケートでは、
「人権に関する認識を深めるた
め、必要な知識を再確認できた」
や「事例検討で、実際の業務にお
いて配慮すべき点を学ぶことがで
き、今後の業務に生かしたいと
思った」などの声があり、研修目
的を達成することができた。

見直し
（集合研修の科目を増やし、職員
同士が意見交換する機会を充実さ
せることで、より効果的な研修を
実施する。） 政策研修センター

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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表Ⅲ－２　　推進体制　２　人権に関わりの深い職業従事者の人権研修

人権施策推進計画の具体的施策

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

5 －

統一テーマによる職場
研修

統一テーマを設定の上、職員全員を
対象に各所属のＯＪＴ推進員等を指
導者とする職場研修を実施する。

職員一人ひとりが改めて人権の大切さを理解し、人権尊重の視点に
立って業務を遂行できるよう、次のテーマにより研修を実施した。
テーマ　　　人権尊重の視点に立った行政の推進
　　　　　 ・心のバリアフリーと人権
　　　　　　　～わたSHIGA輝く国スポ・障スポに向けて～
　　　　　 ・部落差別（同和問題）について
　実施期間　令和６年10月８日～令和７年２月21日 -

国スポ・障スポ滋賀2025に向けて
「心のバリアフリー」と、「同和
問題」について、各所属において
職場研修を実施した。研修実施後
のアンケートでは、「人権尊重に
ついてそれぞれが改めて考える良
い機会になった」や「具体的な事
例等があり、より切実感をもって
課題に向き合うことができた」な
ど、職員一人ひとりが考える良い
機会となり、研修目的を達成する
ことができた。

継続

人事課

２　学校教育関係者、３社会教育関係者

6 －

私学団体教職員研修事
業補助金

私学団体が実施する人権研修に対し
補助金を交付し、私学教職員の資質
の向上を図る。

　私学2団体が実施する人権研修に補助金を交付し私学教職員の資質
の向上に努めた。
・8/21 滋賀県私立中学高等学校連合会主催人権研修
・2/12 滋賀県私立幼稚園・認定こども園協会主催人権研修

303

私学2団体が人権研修を実施し職
員の資質を向上させて成果を上げ
ることができた。

継続

子ども若者政策・
私学振興課

7 －

人権教育推進会議 各私学における人権教育の実践に対
する指導、助言や研修機会の提供を
行うため、人権教育推進会議を開催
する。

　私学における人権教育の実践に対する指導、助言を行い、研修機
会を提供するため人権教育推進会議を開催した。
・12/16 開催　参加者：私立学校（園）の教職員等60名

28

人権研修推進会議を開催し私立学
校園から約60名の教職員が参加し
た。講師を招聘して講演会を実施
して研修の機会を提供することが
でき成果をあげた。

継続

子ども若者政策・
私学振興課

8 －

教職員研修 教職員が様々な人権問題について、
正しい理解と認識を持ち、学校にお
ける人権教育を効果的に進めるため
に、ステージに応じた研修を実施す
る。

新規採用教職員研修、中堅教諭等資質向上研修、職務研修におい
て、「人権教育推進プラン」（改訂版）に基づいた研修を受講。

Ｒ４　新規採用教職員研修　552名
　　　中堅教諭等資質向上研修　405名
　　　職務研修　23名　　　　　　　　合計980名

Ｒ５　新規採用教職員研修　551名
　　　中堅教諭等資質向上研修　389名
　　　職務研修　28名　　　　　　　　合計968名

Ｒ６　新規採用教職員研修　563名
　　　中堅教諭等資質向上研修　409名
　　　職務研修　31名　　　　　　　　合計1,003名

4,776

研修講師が、人権教育の大切なこ
とについて具体例を用いて分かり
やすく説明いただいたことで、受
講者が自分自身の人権感覚を振り
返り、日々、自身の人権感覚を高
め、児童生徒にとって生き方の
ロールモデルとなることが大切で
あることを学ぶことができた。

継続

総合教育センター
（高校教育課）

9 －

人権教育教職員等指導
事業

加配教員連絡協議会や、人権教育校
長研修会などを開催することによ
り、各校における人権教育の充実を
図る。

　管理職をはじめ、人権教育を担当する職員に対し研修を実施する
ことにより、人権問題に対する理解と認識を深めた。
・小・中学校児童生徒支援加配教員連絡協議会　2回
・高等学校教育推進加配教員連絡協議会　1回
・市町教委担当者会議　2回
・小中高特別支援学校人権教育校長研修会　１回（オンデマンド開
催）
・人権教育担当者研修会　1回（参集＋オンデマンドによるハイブ
リッド開催）

879

小・中学校児童生徒支援加配教員
連絡協議会では、趣旨およびその
任務と役割を共通認識し、今後の
指導の充実を図れた。
人権教育担当者研修会では、本年
度の滋賀県における人権教育推進
の重点および任務と役割を理解
し、各学校における人権教育の充
実が図れた。

継続

人権教育課
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表Ⅲ－２　　推進体制　２　人権に関わりの深い職業従事者の人権研修

人権施策推進計画の具体的施策

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

10 － ○

人権教育指導力育成 事
 業
（再掲【P4No.4】）

人権教育に関する効果的な指導方法
等について講義や演習・研究協議等
を行うことにより、若手世代教員の
人権感覚と実践力･指導力の向上と、
人権教育推進の中核となる中堅世代
教員のリーダーの育成を図る。

外部講師による講義・指導や班別課題研究での学びあい等を通し
て、さまざまな年代の教員に対応した人権教育の推進と人材育成が
図られた。
・人権教育基礎講座　２回　受講者　273名
・人権教育ミドルリーダー育成講座　３回　受講者　57名

(449)

基礎講座では、参加者同士の意見
交流を中心とした研修を通して、
経験浅い教員の人権感覚と実践
力・指導力の向上が図れた。ミド
ルリーダー育成講座では、研修で
の学びを自校に持ち帰り、人権教
育推進の中核となり課題解決に向
け活動する姿を増やすことができ
た。

継続
一部見直し

人権教育課

４　医療関係者

11 －

医療関係職員養成所に
おける人権学習

医療関係職員養成所の教職員および
学生に対して患者の人権問題につい
て正しく理解するための研修を実施
する。

医療従事者養成機関に対して人権問題に関する研修会を実施するよ
う働きかけた。
　関係養成機関
　　令和６年度　●校　　研修参加数　延べ  ●名
　　令和５年度　11校　　研修参加数　延べ4379名
　　令和４年度　11校　　研修参加数　延べ4097名
　

-

継続

医療政策課

12 －

医療機関立入検査の実
施

医療機関立入検査の中で同和問題研
修啓発等の積極的な取り組みを指導
する。

県内の病院、診療所に立入検査を実施し、同和問題に関する体制や
研修の実施状況等について確認をするとともに、実施に努めるよう
指導している。
　　令和６年度　43病院、７診療所
　　令和５年度　43病院、９診療所

－

同和問題に関する体制や研修の実
施状況等について確認と指導が行
えた。

継続

医療政策課

５　福祉関係者

13 －

民生委員児童委員研修 　同和問題をはじめとする人権問題
に対する正しい認識と理解を深める
ための研修を実施する。

・人権問題研修会　　　令和6年10月25日開催
337名参加＋動画配信
　テーマ　「秋の風は二度吹く」
・新任フォローアップ研修　令和6年9月3日開催
995名+動画配信
「相談対応の基本～相談者への気遣い・思いやり～」
・民生委員・児童委員指導者（会長）研修　令和7年1月21日開催
129名参加
テーマ「委員活動の魅力が伝わる民児協運営」
・主任児童委員研修　令和7年2月6日開催
191名参加
テーマ「発達障害の子どもとの生活～様々な人たちと共存しながら
社会で生きるために～」

952

人権研修会では、障害のある方を
含む劇団員が行う演劇を通して、
障害について考え、当事者の思い
や、周囲の人の支えを得ながら前
向きに生きる姿について、民生委
員は学ぶことができた。

継続

健康福祉政策課

14 － ○

介護サービス従事者資
質向上事業
（再掲【P48No.13】）

介護サービス事業所の管理者や従事
者を対象とした研修事業を支援し、
広く、介護職員の質の向上を図り、
利用者のニーズに応じた介護サービ
スを提供する。

介護サービス事業所・施設管理者等研修会
開催日：令和7年3月7日（アーカイブ配信あり）
内　容：「同和問題解決への歩みと現状～差別しないから関係な
い？～」
参加者：のべ441名（ウェブ参加・アーカイブ配信含む）

(6,500)

介護サービス事業者の管理者層に
研修を行い、トップ層に正しい人
権意識を持ってもらうことができ
た。

継続

医療福祉推進課

15 －

訪問介護員育成定着推
進事業

介護保険の訪問介護サービス事業に
従事する訪問介護員等に対し、人権
問題に係る研修を行う。

訪問介護員人権研修
開催日：令和7年2月8日
内容：人権研修「ヘルパー職員として≪介護現場≫で大切なこと」
参加者：10名

1,748

利用者と1対1での対応が基本とな
る訪問介護員に対し、一人一人が
人権意識をしっかりと持てるよ
う、必要が人材育成を実施でき
た。

継続

医療福祉推進課
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表Ⅲ－２　　推進体制　２　人権に関わりの深い職業従事者の人権研修

人権施策推進計画の具体的施策

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名

16 －

障害者相談員研修 障害者相談員を対象に、人権につい
ての理解促進や活動強化を目的に研
修会の開催等を行う。

身体障害者相談員研修会（２回）
　　日時：令和６年10月30日13:30～16:00　63名
　　　　　令和６年11月２日13:30～16:00　44名
知的障害者相談員研修会（２回）
　　日時：令和６年６月28日13:00～15:30　33名
　　　　　令和７年２月20日10:30～14:30　35名

892

左記の内容を実施することにより
障害者相談員の理解促進、活動強
化を図った。

継続

障害福祉課

17 －

児童委員研修 児童委員の活動を活性化し、求めら
れる課題に的確に応え、その解決に
取り組むキーパーソンとしての役割
を果たせるよう、事例に即した実践
的な研修を委託する。

児童委員を対象とした研修会を実施

テーマ  「ネットいじめの現状と課題～子どもたちに何がおきてい
るのか～」
開催日：令和６年７月３０日
参加者：２８７名

140

児童委員を対象とした研修を実施
し、相談対応に必要な知識・技術
の習得を支援した。これにより相
談体制の充実を図った。

継続

子ども家庭支援課

18 －

滋賀県保育協議会研修
事業費補助

県内の保育関係職員の研修の実施に
かかる経費を補助する。

保育所職員に対する研修会の開催
　　・研修会実施回数　19回　参加者3,938人 6,695

滋賀県保育協議会研修事業にかか
る補助を遺漏なく行った。

継続

子育て支援課

６　消防職員

19 －

教育訓練実施事業 消防職員に対する各種教育の中で、
人権についての研修を行う。

初任教育と中級幹部職員に対して、職責の自覚と人権意識の高揚を
図ることを目的として講義を行った。
・初任教育　 実施回数 2回、2時間、受講者数72名
・消防職員幹部教育初級幹部科　実施回数 1回、2時間、受講者数14
名

13

新規採用職員対象の初任教育およ
び組織の中核を担う幹部教育で人
権の講義を行い、消防組織に人権
意識を高める効果があると認識。
今後も初任教育および幹部教育で
人権にかかる講義を継続実施。

継続

防災危機管理局

７　警察職員

20 －

犯罪被害者支援事業 警察署等の犯罪被害者支援担当者に
対する講習会を実施し、公費負担制
度、犯罪被害者遺族等の特別講演に
よる教養等を推進するとともに、カ
ウンセリング業務充実のための研修
に職員を派遣する。

年度始めの４月に各警察署等で新規に指定された被害者支援要員に
対する講習を実施し、被害者による講演を行った。また、カウンセ
ラーの専門知識とカウンセリングの技能向上を図るため、カウンセ
リング関係研修会としては、日本心理臨床学会第43回大会、第23回
日本トラウマティック・ストレス学会に対面参加したほか、高い知
識と技能を有するカウンセリングアドバイザーから助言・指導を受
けた。

363

職員の知識を深めることができた 継続

警察本部警察県民
センター

21 －

警察教養研修 各職場における集合教養、教養資料
の発出等を通じて、職責の自覚や人
権に関する教育など幅広い職務倫理
教養を推進する。

　警察学校においては、採用時教養に人権課題教養を取り入れてい
る。本年度は、次年度に控える大規模警備に向け、人権に配意した
市民応接や職務質問などの人権課題教養を合計13回実施したほか、
大津歴史博物館で、「司法権の独立」が問題となった大津事件の概
要等を聴講するなど校外研修を行った。

　また、手話講習は採用時教養中のほか、職場教養において、県下
各署から広く受講者を募集し、９回延べ218名が受講した。

　その他、10/16に警察本部にて発達障害者等の特性を学ぶ研修会を
実施、発達障害のある子息がいることをきっかけに団体を設立し発
達障害への理解を深める活動を展開している社団法人代表を講師に
迎え、当事者や家族でしか知り得ないリアルな体験や視点を生かし
た教養を通じ、その特性を学んだ。

44

　発達障害者等の特性を学ぶ研修
会では、各所属の参加者が所属に
戻り還元教養を行うことで、全職
員への理解促進を図ることがで
き、「有意義な教養であり、今後
の業務に直結する内容だった」
等、目的を達成できた。また、警
察庁からも本県警察の人権教養が
教養施策の取組優秀ということで
採用時教養、手話講習会、研修会
等を含めた総合的な障害者対応の
推進として表彰を受け全国レベル
での評価を得る等、客観的にも目
的を達成できた。

継続

警察本部企画教養
課
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表Ⅲ－３　　推進体制　３　国、市町、企業、民間団体等との連携

人権施策推進計画の具体的施策

①国、市町との連携

1 － ○

滋賀県人権相談ネット
ワーク協議会の運営
（再掲【P22No.29】）

人権施策基本方針に基づき、県民の
人権に関する相談に対し総合的、効
果的に対応するため、県や、国、市
町等の相談機関で設立した「滋賀県
人権相談ネットワーク協議会」にお
いて参画機関相互の連携の強化を図
る。

人権に関わる相談機関が合同で各課題の動向についての研修や情報
交換を行うことでレベルアップと相互の連携強化を図ってきた。
国や県等の35機関および市町の20機関(令和6年度末現在)で構成す
る「滋賀県人権相談ネットワーク協議会」において講座を開催し、
参画機関相互の連携の強化を図った。
　また、相談窓口リーフレットを作成し、相談窓口の周知に努め
た。
　・講座の開催　　2回　参加者　93名
　　テーマ ①「様々な状況下にある子ども」
　　　　　 ②「困難事例に学ぶ～医療・法律・福祉・心理の視点
から～」
 
　・相談窓口リーフレットの作成　6,000部
　　令和7年3月末参加機関数　55機関

(259)

　2回開催の講座での参加者アン
ケートでは、回答者の90%以上が
今後の職務に「役立つ」「ある程
度役立つ」と回答し、95%が研修
に「満足」「ほぼ満足」と回答。
講座を通じて人権に関わる相談機
関のレベルアップと情報交換を行
うことができ、相互の連携強化に
もつながった。
　また、相談窓口リーフレットに
より相談窓口の周知を図れた。

継続 人権施策推進課

②企業、民間団体等との連携

2 － ○

県民活動支援の総合推
進
（再掲【P8No.1】）

県民の社会貢献活動に対する理解を
促すとともに、県民、地域団体、Ｎ
ＰＯ、企業等と行政がともに主体的
に地域を支え合う協働型の社会づく
りを目指し、多様化する地域の課題
やニーズに対応できる地域総合力の
向上を図るため、相互の理解促進に
努め、今後の社会を支える担い手と
しての役割が期待される多様な主体
の支援に努める。

様々な分野にわたる県民の社会貢献活動を総合的に支援するため、
ウェブサイト等を活用した活動の普及啓発に努めるとともに、地域
の担い手である多様な主体と行政との協働の推進を図った。

○ウェブサイト「協働ネットしが」の運営

(1,087)

県内NPO法人を中心とした活動団
体のデータベースを構築するとと
もに、NPOや企業等の活動情報を
タイムリーに発信することができ
た。

継続

県民活動生活課
県民活動・県民協
働推進室

3 － ○

淡海ネットワークセン
ター支援事業
（再掲【P8No.2】）

地域づくりやまちづくり、福祉、環
境、文化等の様々な分野における県
民の自主的な社会的活動を総合的に
支援することを目的とする（公財）
淡海文化振興財団の運営に必要な支
援を行う。

社会貢献活動を支援するために、淡海ネットワークセンターを通じ
て、情報提供、市民活動促進基盤強化、人材育成等の事業を実施
し、NPO等に対して支援を行った。

(47,000)

（公財）淡海文化振興財団におい
て、地域づくりやまちづくり、福
祉、環境、文化等の様々な分野に
おける県民の主体的な社会貢献活
動を総合的に支援した。

継続

県民活動生活課
県民活動・県民協
働推進室

施策（事業）の評価 担当課
R7年度の実施状況

（継続・見直し・廃止・組替等）
№

人権施策
推進計画の
具体的施策

施策の概要 R6年度実績・成果
R6年度

最終予算額
（千円）

新規 再掲 施策（事業）名
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